




  

第２次滝沢市総合計画の策定に当たって
 ～ごあいさつ～

　本年１月、滝沢市は市制施行から１０周年を
迎えました。
  さらに輝かしい未来へ飛翔するため、重要な
年度となる令和６年度、滝沢市では令和１３年
度までの８年間を計画期間とする第２次滝沢市
総合計画に基づいたまちづくりを始めます。
  この第２次滝沢市総合計画につきましては、
市では当初、令和５年度からの計画開始に向け、
令和３年度中から策定を進めておりました。
   しかし、令和４年１１月に私が市長に就任し
た後、選挙公約等を総合計画に反映させること
などを目的として、策定途上であった総合計画
を見直し、開始年度を１年繰り延べ、令和６年
度開始として再検討することを表明しました。
　再検討に当たり、新たな策定方針の拠り所と
したものは、市民の思いをまとめてつくられた
滝沢市自治基本条例です。同条例前文には、「思
いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮ら
せる地域を創造し、『住民自治日本一』を目指
して市民主体の地域づくりを進める」と本市の
地域づくりの原則を定めています。
　その地域づくりの原則と、私が市民の皆さん
との対話によって実感した地域課題などの解決
への道筋を考え、たどり着いた言葉が「やさし
さ」でした。
   新たな方針のもと、今回策定した第２次滝沢
市総合計画は、やさしさの循環が生まれる地域
環境「やさしさに包まれた滝沢」の実現を目指
した計画です。
　これまで、市民の皆さんが主体となりながら
培ってきた地域づくりの歴史、市政懇談会や市
民アンケートなどによっていただいた多くの御
意見、市行政が着実に進めてきた各種政策の成
果を土台としつつ、取り巻く環境の変化に対応
しながら、滝沢市を形作ってきた取組をさらに

前進させるビジョン・取組がまとめられていま
す。
　国機関による将来人口推計では、これまで人
口増加を続けてきた本市においても、今後は人
口減少局面に進むことが示されています。また、
テクノロジーの急速な進歩、混迷する国際情勢
などを背景とする社会経済情勢の大きな変化な
ど、将来の社会をはっきりと見通すことは簡単
ではなく、地方自治体を取り巻く環境は今後一
層厳しさを増すものと考えられます。
  村政１２４年の歴史、そして単独による市制
施行など、先人の努力により発展してきた滝沢
市。現在を生きる我々は、市自治基本条例の理
念の実現に向けて、一人一人の幸福感を大切に
しながら、活力があって暮らしやすい、魅力あ
る滝沢を未来につなぐ役割を担っています。
  ぜひとも、本総合計画が掲げるビジョンの実
現にむけて、市民の皆さんと一緒に新たな１歩
を踏み出すため、この計画を知っていただき、
そして、市民主体の地域づくりを進めるために
皆さんのなお一層のご理解とご協力を賜りたい
と存じます。
　最後に、本計画の策定に当たり、滝沢市総合
計画審議会委員の皆様、市議会議員の皆様、各
地域の地域づくり懇談会の皆様をはじめ、この
計画づくりに参画していただいた全ての方に感
謝の意を申し上げあいさつといたします。

令和６年４月
  滝沢市長 武田 哲
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滝沢市のまちづくり1

　滝沢市は、岩手山の裾野に広がる豊かな自然環

境のもと、県都盛岡市に隣接する立地を踏まえた

充実した都市基盤、大学や各種研究機関が集積し

た研究学園都市としての側面、チャグチャグ馬コ

などに代表される彩り豊かな文化など、利便性と

住環境の調和のとれた魅力あふれるまちとして、

発展を遂げてきました。

　第１回国勢調査が行われた大正９年に5,001人

の人口であった滝沢村は、平成12年には人口５万

人超の「人口日本一の村」となり、日本の総人口が

減少に転じた平成20年以降も人口の増加が続きま

した。平成26年１月には市制を施行し、令和２年

に実施された第21回国勢調査では、人口が55,579

人に達し、令和６年１月に市制施行から10周年を

迎えました。

　この間、平成26年４月１日に施行された滝沢市

自治基本条例を頂点とし、市民、議会、行政のそ

れぞれの役割や目指すべき姿などを定めた滝沢市

滝沢市自治基本条例に掲げる市の将来像をはじめとする理念の実現のため、引
き続き第２次滝沢市総合計画においても、市民主体による地域づくりを推進
し、誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域を創出するための取組を進め
ます。
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地域コミュニティ基本条例、滝沢市議会基本条例、

滝沢市行政基本条例に基づき、広く市民が方向性

を共有しつつ、協力しながらまちづくりを展開す

る体制が構築されました。

　滝沢市自治基本条例を根拠として策定された第

１次滝沢市総合計画は、滝沢市の地域社会計画と

して、市の将来像に同条例第１条に定める「誰も

が幸福を実感できる活力に満ちた地域」を掲げた

取組を展開してきました。

　第１次滝沢市総合計画では、物質的な豊かさだ

けではなく、心の豊かさを重要視するようになっ

た国民の意識の変化を捉え、「モノ」の充足ではな

く「心」の充足によって幸福を実感できる社会の構

築が求められているとの現状分析の下、市民が幸

せを感じるための重要な要素や、人とのつながり

（社会関係資本）に着目した取組により、「幸福感

を育む環境づくりの基盤構築」を進めてきました。

　第１次滝沢市総合計画が掲げた『幸福感』の醸成

をテーマとした計画策定は、策定当時先進的なも

のであり、現在では『幸福感』や『幸せ』を主題とし

て掲げる計画が様々な自治体で策定されるなど、

幸福感をキーワードとした地域づくりの浸透度は

高まり、時代の潮流となっています。

　第１次滝沢市総合計画の基本構想に、住民によ

る主体的な地域づくりが盛んなまちとしての素地

を活かした、「地域デザイン」・「地域ビジョン」の

系譜を継ぐ地域づくりの指針となる「地域別計画」

の推進、市行政による、安全・安心な市民生活の

維持や人とのつながりを促進する政策体系からな

る「市域全体計画」の展開を掲げ、市民と行政の両

輪による活動によって、滝沢市自治基本条例の理

念の実現に向けた「幸福感を育む環境づくり」の基

盤の構築は着実に進展しています。

　一方、これまで増加の一途であった本市の人口

も今後減少が見込まれる転換期にあり、新型コロ

ナウイルス感染症により加速した市民の暮らしの

価値観の変容など、本市や地方自治体を取り巻く

情勢は大きく変化しており、社会経済情勢や多様

化する行政ニーズを的確に捉えながら、将来を見

据えた施策展開を行わなければなりません。

　よって、本市では、第１次滝沢市総合計画で推

進した幸福感を実感できる環境づくりに向けた取

組を引き続き進めつつ、社会情勢の変化に伴い生

じた課題に対応した新たな視点を加えながら、市

の将来像の実現に向けて、市民みんなで地域づく

りを進めていきます。
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市民及び市を取り巻く
環境の変化（社会情勢の潮流）

2

　日本の総人口は、本格的な減少局面へ突入して

おり、本市においても今後人口の減少が拡大して

いくことが見込まれます。また、急速な少子高齢

化の進行は、社会保障関連費用の増大や労働力人

口（生産年齢人口）の減少による全国規模での経済

規模の縮小、地域コミュニティの担い手不足など、

社会生活に対して様々な影響を与えることが懸念

されています。

　少子高齢化が進む地域コミュニティにおいて

は、地域内での見守りや支え合い活動の重要性が

一層高まっていくものと考えられます。様々な世

代が培った経験や能力を活かし、地域の担い手と

して地域づくりにかかわる機会を充実させなが

ら、コミュニティの維持を図っていくことが求め

られます。

人口減少・少子高齢化による影響1

人口減少や少子高齢化の進行、デジタル社会の進展、暮らしの価値観の変容
等の市民や滝沢市を取り巻く環境の変化を捉えながら、本市の将来像の実現
に向けた施策展開を行います。
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　国では、先端技術を取り入れ、経済発展と社会

問題の解決を両立するSociety5.0
※1
の実現を目指し

ています。我々の日常生活においても、テレワー

ク
※2
の浸透や決済手段のキャッシュレス化、クラウ

ドサービス
※3
の活用、SNS

※4
等のコミュニケーション

手段の多様化など、情報通信技術（ICT）の飛躍的

な発展は大きな影響を与えています。

　今後は、AI（人工知能）の技術革新の進展や、

５Ｇ（第５世代移動通信システム）技術の一般化、

ビッグデータ
※5
やオープンデータ

※6
の活用などの普及

によって、暮らしや企業活動、行政運営、社会経

済システム上で生じる課題をデジタル化で解消し

ようとする場面が増えることが想定されます。

　一方、デジタル化の浸透を受けて、インターネッ

トやスマートフォンの活用などＩＣＴを活用でき

る人と活用できない人との間に格差が生じること

がないよう社会全体で対策を講じる必要がありま

す。

　市民一人一人それぞれ異なる様々な暮らし方、

働き方、学び方などがある中、ワークライフバラ

ンス（仕事と生活の調和）という考え方も普及し、

単なる生活水準の向上だけではない、個人のライ

フスタイルや生きがいを重視する価値観へと変化

しています。

　これら暮らしの価値観の変容は、地域における

人とのかかわりや連帯感、支え合いの意識の希薄

化の要因でもあり、それらを基盤として成り立つ

地域コミュニティの維持に対する課題の一つと

なっています。

　本市においては、多様な価値観があることを尊

重し、共感しながら、市民相互や市内で様々な活

動を行う組織などとのかかわりの中で、地域づく

りを担う意識の醸成を図る必要があります。

デジタル化の進展2 暮らしの価値観の変容3

※１　狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会を指すもので、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現
実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的な課題の解決を両立する、人間中心の社会。

※２　ＩＣＴ（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。
※３　従来は、利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアをネットワーク経由でサービスとして利用者

に提供するもの。
※４　ソーシャル  ネットワーキング  サービスの略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこ

と。
※５　日々生成される多種多様なデジタルデータ群。
※６　インターネットなどを通じて誰でも自由に入手し、許可された範囲内で複製、加工、利用ができるデータ。
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　平成27（2015）年、国連は多様化する国際課題

に対し、持続可能な世界を実現するために17の目

標と169のターゲットからなる国際社会全体の開

発目標「ＳＤＧｓ
※7
」を採択しました。これを受け、

日本を含む各国では、「誰一人取り残さない」とい

う理念に基づき、多様性・包摂性を備えた持続可

能な社会の実現に向けてＳＤＧｓの取組を進めて

います。

　地方自治体においては、ＳＤＧｓに定められた

目標を地域社会において実現するため、貧困、健

康、経済、気候変動などの課題解決に向けたゴー

ル（目標）とターゲット（具体的な達成水準）の達成

に向けて、各地域の特色を活かした経済的な発展

と生活環境の維持向上のバランスの取れた総合的

な取組が求められます。

　安全・安心な市民の生活の基盤となるよう、大

規模地震のほか、地球温暖化に伴い増加している

風水害に対応するため、自主防災組織の育成・強

化や、危険エリアの縮小など、災害対応能力の向

上の取組が求められています。

　都市基盤については、人口減少などの長期的な

視野に立ち、都市機能や居住エリアを計画的に配

置しつつ、連携軸や公共交通によって結節点をつ

なぐなどの持続可能なまちづくりを進める必要性

が高まっているほか、災害への備えも考慮した計

画的な公共施設などの更新及び再編が求められて

います。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に

よる世界的な景気の悪化や、ロシアのウクライナ

侵攻に端を発した、国際情勢の変化、原油や原材

料の高騰などにより、企業の経営環境は、不確実

性を増しています。

　また、近年では、非正規雇用労働者が増加し、

所得の減少や不安定な雇用形態の増加が、晩婚化

や未婚率の上昇、出生数の減少の要因の一つと

なっていることが指摘されています。

持続可能なまちづくりへの
関心の高まり4

災害への備え、
持続可能な都市基盤づくりの推進5

産業環境の変化6

※７　2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標。「地球上の
誰一人として取り残さない」ことを理念とし、人類、地球及びそれらの繁栄のために設定された行動計画で、17のゴール
と169のターゲットで構成されている。
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●第２次滝沢市総合計画は、「やさしさ」をテーマに、社会的包摂性が高い地
域を創出するための取組を推進する計画です。

●市が考える「やさしさ」は、「一方的ではなく、お互いに共感し合いながら、
寄り添い、共に生きてゆくこと」です。

計画が掲げるテーマ
「やさしさ」

第１章　基本構想ビジョン

1

　本市が進めてきたこれまでの地域づくり、また、

取り巻く環境の変化を踏まえ、本市で引き続き、

市民が幸せを実感できる地域社会を構築していく

ためには、新型コロナウイルス感染症の影響を受

け希薄となった人とのつながりや絆の再構築を促

すための取組、多様化の進展を踏まえた社会的包

摂性の高い地域社会の形成へ向けた取組を進める

べきであると考えます。

　そのため、第２次滝沢市総合計画では、ポスト

コロナや価値観の多様化といった時代の変化に対

応した新たな観点として、市民の思いをまとめた

滝沢市自治基本条例前文に規定されている「思い

やりのある社会の創造」という地域づくりの理念

を踏まえ、寛容の心を広げ、様々な考え方を持つ

人たちを包摂しながら、誰一人取り残されること

がないと感じることができる社会の実現に向けた

取組を行政と市民が、一緒になって進めていくた

め、「やさしさ」をテーマとした地域づくりを進め
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　人とのかかわりを感じな
がらいきいきと暮らせるこ
と（交流・人間関係、地域コミュニティなど
に関すること）

　安心して暮らすことがで
きる生活環境基盤や制度が
確保されていること（自然
環境の保全、防災・防犯体制の構築、保健・
福祉・医療体制の確保、社会インフラ整備、
公共交通の確保などに関すること）

　自分に見合った生き方の
選択肢があり自分らしく活
躍することができること（産
業振興、雇用、観光、学び、
伝統・文化の継承などに関
すること）

　未来のある子どもたちを
伸び伸びと育むことができ
ること（子ども、学校教育、
子育て支援などに関すること）

ます。

　第２次滝沢市総合計画の策定に当たって、性別

や年代、属性の異なる市民の皆さんと「やさしさ」

をテーマに、市の将来像や第１次滝沢市総合計画

の取組状況を踏まえた今後のまちづくりの方向性

について懇談会を行いました。

　市民との意見交換では、「人とのかかわり」、「安

全・安心な暮らし」、「充実した暮らし」「子育て」

などの観点から、幅広い意見が寄せられました（図

１参照）。

●    人とのかかわりの観点

●    子育ての観点

●    安全・安心な暮らしの観点

●    充実した暮らしの観点

や
さ
し
さ
を
感
じ
る

「
と
き
」や

「
ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
」

困っているときに助けてくれる

自分の意見が届くまち

子どもが将来戻ってきたいと思える地域

地域の子どもが農業に触れ合える機会

一人ではできないことをみんなで協力する

挨拶が盛んなまち

知り合える場がたくさんあるまち

年代や性別を超えた交流が活発なまち

スクールガードさんを見ると感じる

子どもの笑い声が聞こえる

子どもの遊ぶ場所を守れるまち

子育て中の支援策にやさしさを感じていた

子どもが横断歩道を渡った後のお礼

暮らしに役立つ情報が共有されているとき

就職先があること

バリアフリー化が進んでいるとき

年齢を重ねても安心して暮らせるまち

障がい者も安心して暮らせるまち

ごみがないまち、自然が豊かなまち

図１：懇談会で寄せられた市民からの意見の例
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※８　全員が社会に参画する機会を持ち、支え合いながら共に生きてゆくこと。

　また、複数の市民から、「自分が周囲の人たち

から受けた「やさしさ」を、次は自分の行動で返し

ていき、「やさしさ」を循環させていけるまちにし

たい。」という意見も挙げられました。

　寄せられた意見は幅広い分野にわたるものでし

たが、「やさしさ」に関する共通した考えとして、

「やさしさ」は、一人だけの感情ではなく、関係性

の中で育まれる感情であり、お互いを「尊重」し、

「共感」し合うことの重要性を指摘しています。

　そこで本市では、滝沢市自治基本条例の理念や、

本市が考える社会的包摂性
※8
の高い地域社会の姿、

また、市民の皆さんの意見などを踏まえ、第２次

滝沢市総合計画が考える「やさしさ」を「一方的で

はなく、お互いに共感し合いながら、寄り添い、

共に生きてゆくこと」として捉え、これからの滝

沢地域において「やさしさ」をキーワードとした地

域づくりを推進し、社会的包摂性が高く、市民が

生き生きと生活しながら幸せを実感でき、活力に

満ちた地域社会の創造を目指します。

やさしさの循環やさしさの循環
目指しているのは

市民の主体的な活動によって
「やさしさ」が循環する

地域環境の実現
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●第２次滝沢市総合計画が目指す状態は、「やさしさに包まれた滝沢」です。
●「やさしさに包まれた滝沢」は、「滝沢の地域社会が「やさしさの中で一人一

人の個性や多様性を尊重し合い、自分が誰かを支えうる存在であるという
実感を持ちながら充実した生活を過ごせる環境」になること」です。

　市民が様々な活動の場面で「やさしさ」を感じら

れる雰囲気を滝沢の全市域へ広げ、更には、「や

さしさ」を周りの誰かへと返していける環境づく

りを進めること、つまり、自分の周囲にやさしさ

が巡る地域環境の創出は、本市の将来像である市

民の幸福実感につながるものです。

　市民の多様な活動によって市民の間に「やさし

さ」が循環するような環境をつくっていくために

は、本市を囲む豊かな自然との調和が取れた地域

環境や、安全・安心に暮らすための社会制度、生

活インフラの確保を基盤としながら、思いやりの

関係性を活用した市民主体による活動を展開する

ことで自分らしい生き方が実現できるまちづくり

を進める必要があります。（図２参照）

　そこで、第２次滝沢市総合計画では、滝沢市で

やさしさが循環する地域環境の創出を目指し、「滝

沢の地域社会が「やさしさの中で一人一人の個性

や多様性を尊重し合い、自分が誰かを支えうる存

計画が目指す状態2
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在であるという実感を持ちながら充実した生活を

過ごせる環境」になること」を第２次滝沢市総合計

画基本構想が目指す状態「やさしさに包まれた滝

沢」として掲げ、総合計画を推進することにより、

その実現を目指します。

市の将来像の実現
誰もが幸福を実感できる
活力に満ちた地域へ

豊かな自然と調和した地域
（自然環境）

安全・安心に暮らせる環境
（社会制度・生活インフラ）

思いやりの関係性
（コミュニティ・地域文化）

共感、支え合いの中での
主体的な地域づくり活動
（自分らしい生き方） や

さ
し
さ
に
包
ま
れ
た
滝
沢

や
さ
し
さ
の
中
で
一
人
一
人
の
個
性
や
多
様
性
を
尊
重
し
合
い
、
自
分
が
誰
か
を
支
え
う
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
実
感
を
持
ち
な
が
ら
充
実
し
た
生
活
を
過
ご
せ
る
環
境

図２：やさしさに包まれた滝沢のイメージ
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　第２次滝沢市総合計画の策定に当たっては、市

民の思いをまとめた前文、「市の将来像」（第１条）、

市民の思いを象徴する「市民憲章」（第４条）、市民、

議会及び市が実現に努めるべき「めざす地域の姿」

（第５条）などの条例理念の実現に向けた計画とす

るほか、同条例に規定する、基本原則や市民、議会、

行政の役割とルールを踏まえた行動を促すことを

目指す取組体系を構築します。

計画の意義

第２章　第２次滝沢市総合計画の意義と構成

1

　滝沢市自治基本条例第９条の規定（「総合的か

つ計画的な地域づくりの推進に向けた計画（＝総

合計画）」を策定すること）に基づき、市の将来像

や目指す状態、それらの実現に向けた取組の方針

など、まちづくりの方向性を明示し、共有するこ

とにより、みんなが一体となって地域づくりを進

めるための「滝沢市に関わるみんなが共有する地

域社会計画」として第２次滝沢市総合計画を策定

します。

第２次滝沢市総合計画は、滝沢市自治基本条例の理念の実現を目指す計画と
して、同条例第９条の規定に基づき策定します。
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第２次滝沢市総合計画は、市民の意見を反映した計画、市民に分かりやすい
計画となることを目指しています。

　滝沢市自治基本条例と第２次滝沢市総合計画を

有機的に連動させ、滝沢市自治基本条例の理念に

則った総合計画となるよう策定を進めました。

　そのため、市民から寄せられた様々な意見を計画

に反映させることによって、市民と行政が自分達で

作り上げた計画という共通認識を持ち、目標を共有

しながら、積極的な市民主体活動による市の将来

像の実現に向けた計画となることを目指しています。

　全ての市民が、目標を共有し、市民主体による

様々な活動を積極的に行うためには、計画が理解

され認知される必要があります。そのため、「家

庭でも地域づくりが話題になること」を目標とし

て、子どもから高齢者まで、また、通勤・通学で

滝沢市に通っているなど全ての市民が分かりやす

く親しむことができるような計画を目指していま

す。

市民の意見を反映した計画づくり1 市民に分かりやすい計画づくり2

策定方針2
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第２次滝沢市総合計画は、基本構想・基本計画・実行計画という３つの階層
の計画で構成します。（図３参照）

　滝沢市の将来像の実現に向けて総合的かつ計画

的に地域づくりを進めるために、計画期間内で本

市が目指すべき姿を定めるとともに、その実現に

向けた取組の体系を示した地域社会計画です。

　計画期間は、令和６（2024）年度から令和13

（2031）年度までの８年間です。

　基本構想で示した市が目指すべき姿及びその実

現に向けた取組の体系に基づき、各分野の現状と

課題を明らかにしつつ、その目指すべき姿の実現

と解決に向けた具体的な施策の体系を示した地域

社会行動計画です。

　市民主体による「地域別計画」と行政が主体とな

る「市域全体計画」の両輪により構成します。

基本構想1 基本計画2

計画の構成3
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《
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①計画期間

　令和６（2024）年度から令和13（2031）年

度までの８年間。

②計画の趣旨

　前回の地域別計画を受け継ぎながら、滝沢

市において「やさしさ」を意識しながら、幸せ

を実感できる地域づくりを地域自らで考え、

行動するための計画です。

③計画の特徴

　市内の11地域において、守るべき地域資源

や地域づくりの方向を明確にし、地域の課題

や将来像、活動プラン等が具体的かつ分かり

やすい計画とします。また、全体計画以下の

各地域計画については各地域にそれぞれ配付

するものとし、市民一人一人が手に取り活用

しやすく、親しみやすい計画を目指します。

①計画期間

前期基本計画

　令和６（2024）年度から令和９（2027）年度

までの４年間。

後期基本計画

　令和10（2028）年度から令和13（2031）

年度までの４年間。

②計画の趣旨

　やさしさに包まれた滝沢の実現に向け、主

として「かかわりによる市民主体の地域づく

りへの支援」及び「市民が安全・安心に暮らせ

る環境の整備」を推進するための行政の行動

計画です。

③計画の特徴

　計画の中に部門別計画を内包し、部門別計

画に政策（部）、施策（課）を設け、毎年度策定

する政策方針によって展開します。また、部

門別計画実施の裏付けとなる財政方針及び個

別に策定する各種計画を分野別計画又は実施

計画として整理し、一体的な政策展開を期し

ます。

　実行計画は、市域全体計画部門別計画に示した

各施策を具体的に実現するため、財政方針や毎年

度の市長方針などとの整合を図りつつ、事務事業

の内容や、年度別事業費などをまとめた執行計画

として、毎年度策定する計画です。

　実行計画の計画期間は、社会経済情勢や市民

ニーズの変化、財源を含む国・県の制度改正に対

応するため、各計画初年度を含む４か年間とし、

別冊の実行計画書を策定し、進捗管理を行います。

また、実行計画事業に係る事業評価を実施し、毎

年度見直しながら事務事業を展開します。

実行計画3

イ　市域全体計画

ア　地域別計画
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令和10（2028）年度～令和13（2031）年度
後期基本計画

（環境変化、前期基本計画の進捗を
　　　 踏まえ、令和９年度に策定予定）

滝沢市自治基本条例
市の将来像：誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域

令和６（2024）年度～令和13（2031）年度
目指す状態 ： やさしさに包まれた滝沢

滝沢市地域コミュニティ
基本条例

基本構想（８年間）

実行計画（毎年度策定）

基本計画（４年間）

滝沢市議会基本条例 滝沢市行政基本条例

かかわりによる
市民主体の地域づくり

市民生活の基盤となる
セーフティネットの堅持

基本構想

地域づくり懇談会ごとに策定する活動計画
（市民・家庭での活動）（自治会、各種団体、NPO等の活動）

令和10（2028）年度～令和13（2031）年度
後期基本計画

（環境変化、前期基本計画の進捗を

地域づくり懇談会ごとに策定する活動計画
（市民・家庭での活動）（自治会、各種団体、NPO等の活動）

令和10（2028）年度～令和13（2031）年度
市域全体計画（仮）

令和６（2024）年度～令和13（2031）年度（※令和９年度に見直し）
地域別計画

令和６（2024）年度～令和９（2027）年度
市域全体計画

令和６（2024）年度～令和９（2027）年度
前期基本計画

市民主体活動を
後押しできる環境づくり

分
野
別
計
画

財
政
方
針

協
　働

支
　援

各部門別計画
（政策・施策）

第２次滝沢市総合計画

見直し

実行

見直し

実行

見直し

実行

見直し

実行

見直し

実行

令和13年度
実行計画

令和12年度
実行計画

令和11年度
実行計画

令和10年度
実行計画

令和９年度
実行計画

令和８年度
実行計画

見直し

実行

市域全体計画に内包する部門別計画の施策実現の具体的な取組等

令和６年度
実行計画

令和７年度
実行計画

見直し

実行

毎年度見直しを行いながら、年次計画を策定

図３：第２次滝沢市総合計画の体系
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２
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第２次滝沢市総合計画が目指す状態の実現に向け、かかわりによる市民主体
の地域づくりの推進、市民主体活動を後押しする環境づくりを進めるととも
に、市民の生活のために保障しなければならないセーフティネットを堅持し
ます。

取組の基本方針

第３章　取組方針

1

　「お互いに共感し合いながら、寄り添い、とも

に生きてゆく」という本市が考えるやさしさの実

現に向けては、市民の皆さんが、他者とかかわり、

自律的に行動しながら、人と人とが互いに支え合

うコミュニティを築き上げていくことが必要で

す。

　第１次滝沢市総合計画では、滝沢市自治基本条

例に掲げる住民自治日本一を「市民自らが住みよ

い地域を考え、思いやりと協力の気持ちを持ち、

地域や仲間と関わることに「満足」と「幸福」を日本

一実感できる地域」と定義し、市民主体による地

域づくりを進めてきました。第１次滝沢市総合計

画の展開を踏まえ、第２次滝沢市総合計画では、

本市における住民自治活動を、「市民みんながや

さしさに包まれた地域の実現に向けて、地域や仲

かかわりによる
市民主体の地域づくりの推進1
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間と積極的に地域づくり活動に関わること」と定

義し、かかわりによる市民主体による地域づくり

を展開します。

　市民がかかわりの中で、地域づくりを進めるた

めには、行政も含めた地域づくりの担い手の相互

の連携や協力が必要になります。そのような関係

性を構築するためには、まずは、市民が地域や市

政について考え、主体的に学ぶことができる環境

づくりが重要であり、そのほか、主体的な活動に

つながる手がかりの提供、地域や状況に応じた活

動を継続して展開するための支援、また、交流し、

連携するための場や機会の創出が必要になりま

す。

　市民がかかわりの中で市民主体による地域づく

りを進めるために、市民の行動を後押しできる環

境の整備を進めます。

　滝沢市がやさしさに包まれた雰囲気の中で、市

民が相互にかかわりながら自律的に幸せづくり活

動や充実した生活の実現に向けた取組を進めるた

めには、市民が日々の暮らしに不安を感じること

が少なくなるよう環境づくりを進め、その基盤の

上で他者へのやさしさを育みつつ、市民主体によ

る地域づくりが展開されるような取組が必要で

す。

　「ヒト・モノ・カネ」と言われる経営資源の状況

が厳しさを増す中、自治体の最も重要な責務とし

てあるのは、限られた資源の中でも、生活に関わ

る様々な制度や適切なインフラの維持、防災・防

犯への対策や地域医療体制の構築など、市民の皆

さんの生活を支えるいわゆる「セーフティネット」

を守ることであり、滝沢市自治基本条例第５条に

掲げるめざす地域の姿を踏まえつつ、第２次滝沢

市総合計画においても堅持します。

　そのため、滝沢市において市民の生活のために

保障しなければならない最低限度の生活環境基準

を第２次滝沢市総合計画では「滝沢市のセーフ

ティネット」とし、国が国民に対して保障する生

活の最低水準と、地域の実情を踏まえ国が定める

生活の最低水準に関する事務のほか市民が安全・

安心な市民生活を送るために、市民と市行政がそ

れぞれの役割を踏まえながら共に取り組む最低限

度の生活環境基準までを含めた範囲を指すものと

します。

　ただし、「滝沢市のセーフティネット」の範囲に

ついては、社会経済情勢の変化によって求められ

る水準は変化します。「やさしさに包まれたまち」

を目指すという基本的な方向性の下、市民ニーズ

の変化や受益と負担のバランス等を考慮し、施策

を推進していく必要があります。

市民生活の基盤となる
セーフティーネットの堅持3

かかわりによる市民主体活動を
後押しできる環境づくり2
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　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、平成27

（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続

可能な開発のための2030アジェンダ」に記載され

た平成28（2016）年から令和12（2030）年まで

の先進国、発展途上国など全ての国々を含めた全

世界の共通の国際目標です。

　ＳＤＧｓは、誰一人取り残さない、持続可能で

多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもの

で、17のゴールとそれらに紐づく169のターゲッ

トで構成しています（図４参照）。

第２次滝沢市総合計画の推進に当たっては、国際的な共通の目標であるＳＤ
Ｇｓの達成に寄与できるよう、一体的な取組を推進します。

図４：ＳＤＧｓの 17 のゴール

ＳＤＧｓの一体的な推進2
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　第２次滝沢市総合計画基本構想において設定す

る指標は、市民主体による地域づくりの進捗度合

い、社会の影響や個人の価値観等の変化、行政の

各種取組の効果がどのように表れているか、推移

しているかを明らかにするための指標です。

　指標の検討に当たっては、「やさしさに包まれ

第４章　基本構想指標

　ＳＤＧｓが目標とする持続可能な社会は、現在

の世代の幸せと、将来の世代の幸せの両立が図ら

れた社会の実現を意味しており、「誰一人取り残

さない」、「持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現」といったＳＤＧｓの理念とともに、第２

次滝沢市総合計画の方向性と共通しています。

　そのため、第２次滝沢市総合計画では、経済・

社会・環境などのうち、市が市民と共に取り組む

ことが可能な分野における課題の解決に向けて、

ＳＤＧｓと市の政策との関連性を明らかにしなが

ら、一体的な取組を推進することにより、ＳＤＧ

ｓ目標の達成へ寄与することを目指します。

市の将来像や総合計画の取組効果の測定、実現に向けた進捗度を測るため、
16項目の「たきざわやさしさ指標」を設定し、毎年度のたきざわ幸福実感アン
ケート調査等により測定します。



23

第
２
次
滝
沢
市
総
合
計
画　
前
期
基
本
計
画

《
基
本
構
想
》

たまち」をテーマとした市民の皆さんとの懇談の

中から、いただいた意見が多かったものなどを、

「たきざわやさしさ指標」（表１参照）として設定し

ます。

　たきざわやさしさ指標は、将来像の実現状況の

目安となる「将来像指標」、基本構想の取組の方向

性として示した「かかわりによる市民主体活動」の

進捗状況をあらわす指標（市民のかかわり指標）、

市民生活の基盤の維持の進捗状況をあらわす指標

（暮らしやすさ指標）の16項目によって構成しま

す。

　市民のかかわり指標と暮らしやすさ指標には、

第２次滝沢市総合計画の進捗度合いを測定するも

のとして、性質別に市民の意向の推移を捉える主

観的な指標項目（主観的項目）と、市民のかかわり

と市民生活を客観的に捉えるための指標項目（客

観的項目）を定めます。

　また、「たきざわやさしさ指標」には、第２次滝

沢市総合計画の８年間で目指すべき目標値を設定

し、毎年度行う「滝沢地域社会に関するアンケー

ト調査（通称：たきざわ幸福実感アンケート調査）」

によって、現状値を測定し、滝沢市が全体として

「やさしさに包まれた滝沢」に向けて変化している

か推移を捉えつつ、第２次滝沢市総合計画の取組

を進めます。

　目標値の設定に当たっては、第２次滝沢市総合

計画策定時点の実績値を基準値とし、主観的項目

については、ＡＩシミュレーション
※9
を踏まえた目

標値を設定します。また、客観的項目については、

第１次滝沢市総合計画の評価、また、第２次滝沢

市総合計画に基づく取組の進展や今後の社会情勢

の推移等を踏まえた目標値を定めています。

※９　 ＡＩを用いて、様々な社会指標等を連関させたモデルの構築や分析を行い、多様な未来シナリオの分岐構造と分岐要因を
明らかにするシミュレーション技術。本市では、第２次滝沢市総合計画の策定に当たり、計画的かつ効果的な計画推進を
期すためにシミュレーションによる未来シナリオを比較検討し、計画の期間内に目指すべき状態を明らかにすることを
狙いとして、「政策提言ＡＩ」による市の未来像のシミュレーションを行いました。
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区分 項目 基準値
（年度）

令和９年度
目標値

令和13年度
目標値

①滝沢市で幸せに暮らしている
人の割合

56.8％
（令和５年度） 61.0％ 65.0％

②滝沢市は活力に満ちた地域
だと感じている人の割合

29.7％
（令和５年度） 35.0％ 40.0％

③自分が誰かを支えうる存在で
あると感じている人の割合

58.1％
（令和５年度） 62.0％ 66.0％

④周囲の人たちと「お互い様」
の関係性があると感じている
人の割合

69.6％
（令和５年度） 73.0％ 76.0％

⑤地域の居心地が良いと思って
いる人の割合

63.4％
（令和５年度） 68.0％ 72.0％

⑥積極的に挨拶を交わす人が
多いと感じている人の割合

39.0％
（令和５年度） 44.0％ 48.0％

⑦人々が集まり活動できる「場」
があると感じている人の割合

43.1％
（令和５年度） 46.0％ 50.0％

⑧ ―１　直近の市議会議員選挙
投票率

43.28％
（令和５年度） 50.00％ 55.00％

⑧ ―２　直近の市長選挙投票率 44.49％
（令和４年度） 50.00％ 55.00％

⑨市内公共施設利用者数
※10 726,020人

（令和４年度） 785,500人 805,500人

表１：たきざわやさしさ指標と目標値

※10　市内公共施設…ビッグルーフ滝沢、北部コミュニティセンター、滝沢ふるさと交流館、葉の木沢山活動センター、地区コミュ
ニティセンター及び市内体育施設

将
来
像
指
標

市
民
の
か
か
わ
り
指
標（
主
観
的
）

（
客
観
的
）
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区分 項目 基準値
（年度）

令和９年度
目標値

令和13年度
目標値

⑩心身ともに元気
　に暮らせている
　人の割合

56.3％
（令和５年度） 59.0％ 62.0％

⑪働く場があると
感じている人の
割合

22.1％
（令和５年度） 25.0％ 28.0％

⑫困っている人の声が届きやす
いと感じている人の割合

24.5％
（令和５年度） 28.0％ 31.0％

⑬滝沢市は住みやすい市だと感
じている人の割合

68.3％
（令和５年度） 72.0％ 75.0％

⑭子ども達が生き生きとしてい
ると感じている人の割合

42.6％
（令和５年度） 46.0％ 50.0％

⑮人口（岩手県毎月人口推計に
おける毎年度10月１日時点
の滝沢市の人口推計値）

55,467人
（令和４年度） 55,500人 55,500人

⑯一人当たり課税対象所得額
※11 2,624千円

（令和４年度） 2,700千円 2,800千円

※11　一人当たり課税対象所得額…市民税課税の対象所得額（非課税者を除く。）を納税義務者数で除して得た金額（翌年度の７
月末日現在）

暮
ら
し
や
す
さ
指
標（
主
観
的
）

（
客
観
的
）
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　市土は、現在及び将来における市民のための限

られた資源であるとともに、生活及び生産を通じ

た諸活動の共通の基盤です。そのため、利用に当

たっては、公共の福祉を優先させ、自然環境の保

全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及

び文化的条件に配慮して、市民が健康で文化的な

生活ができる環境の確保と市土の均衡ある発展を

図るため、総合的かつ計画的に行うことが重要で

す。

　したがって、市土の利用については、市民の安

全・安心を確保しつつ、計画的な土地需要の調整

を行い、市土の適切かつ効率的な土地利用の確保

を図ることを念頭に、以下の基本方針とします。

　活力とにぎわいのある利便性の高い都市空間の

創出や、高等教育機関や研究機関が集積する本市

の特色を活かしたまちづくりを進めるとともに、

岩手山や北上川に代表される豊かな自然に恵まれ

た心地良い環境の実現を両立させることによっ

て、住みよい滝沢の実現を目指します。（図５参照）

第５章　土地利用の基本方針

都市の利便性や各地域の特色を
活かしつつ、自然の心地よさを
体感できるまちづくり

1

市民の安全・安心の確保と、市民主体の活動を支えるため、計画的な土地需
要の調整を行い、市土の適切かつ効率的な土地利用の確保を図ります。
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　市街地については、かかわりによる市民主体活

動の土台となる地域コミュニティなど生活環境の

維持・向上を図り、自然との調和や、空間的なゆ

とりの確保に努め、誰もが安心して生き生きと暮

らすことができる住居空間を形成します。

　また、多様な立場の人たちが相互にコミュニ

ケーションを図りつつ、かかわりによる市民主体

活動を進められるよう、それぞれの地域を中心に、

多様な属性の人たちが集まり、多様な立場の人た

ちがコミュニケーションや交流を図れるよう、

「場」の創出を念頭に置いた土地の利用を進めま

す。

　さらに、地域を超えた人とのつながりが創出さ

れ、多様なコミュニティが集まり、人とのかかわ

りを育む市の「中心拠点」として、市役所周辺を対

象とし、商業、行政、医療・社会福祉等の各機能

の強化を図りながら中心市街地の形成を進めてい

きます。

　商工業については、既存商工業の活性化を図り、

にぎわいと活力あふれる都市空間を維持・向上さ

せ、岩手県立大学及び滝沢市ＩＰＵイノベーショ

ンセンター周辺については、産学官連携によるイ

ノベーションの拠点である強みをさらに発揮する

ため、拡張等を含めた土地利用の強化についても

検討を進めます。高等教育機関及び研究機関が集

積する、市東部を中心とした地域においては、産

学官連携の推進により、新たな技術研究や社会実

装に向けた土地利用、さらには先端技術等の実証

フィールドとしての土地活用の検討や、研究をは

じめとする人的資源を育む教育的機能を有する土

地利用を進めます。

　優良な農地の保全を図るとともに、生産・自然

的景観・防災等の様々な機能の維持・向上により、

積極的な農業環境の維持・保全を図ります。

　また、積極的な森林保全に努め、適正な管理に

よる自然環境の維持を前提としつつ、市民の憩い

の場や自然とのふれあいの場としての活用を進め

ます。

　ＳＤＧｓの理念を踏まえ、地球温暖化への対応

ア　暮らしのエリア

イ　産学官連携による産業拠点エリア

ウ　自然との調和のエリア

将来世代を見据えた土地利用2
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大沢
篠木
小岩井
大釡

【南部】
森林・農業集落地・市街地

川前
長根
巣子

【東部】
市街地

元村
鵜飼

【中央部】
市街地

一本木

【北部】
森林・農業集落地

柳沢
姥屋敷

【西部】
森林・農業集落地

地域
拠点

地域
拠点

産業
拠点

地域
拠点

地域
拠点

産業
拠点

地域
拠点

産業
拠点

中心
拠点
中心
拠点

図５：土地利用のイメージ

として目指されているカーボンニュートラル
※12
と

いった観点、森林などにおける生物多様性や生態

系の維持といった環境保全などはより重要性を増

すものと考えられ、子どもや孫の世代といった将

来世代まで持続可能な滝沢市となるような土地利

用の方向性を考える必要があります。

　また、各種施設、インフラの維持管理及び更新

並びに生活関連施設や住宅基盤等の土地利用を検

討する際には、利便性とのバランスを取りつつ、

持続可能性を意識した土地利用を推進します。

※12　温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。政府は、令和２年（2020年）10月に、温室効果ガスの排出を全体とし
てゼロにするカーボンニュートラルの実現を30年後までに目指すことを宣言しています。
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　第２次滝沢市総合計画の実現に際しては、市内外の環境を踏まえてより効果的に取組が推進できるよう、

広域での連携を進めます。連携に際しては、盛岡広域８市町で定める「みちのく盛岡広域連携都市圏ビジョン

（以下「都市圏ビジョン」という。）」を踏まえた上で、滝沢市の特徴を活かす形で進めることを基本とします。

　広域で定める都市圏ビジョンを踏まえ、連携中

枢都市圏構想を進めていくためには、広域圏を構

成する８市町が、それぞれの特徴や強みを活かし、

また弱みや足りない部分については互いに補い合

うよう連携していくことが必要です。

　例えば産学官連携においては、滝沢市が特徴を

第６章　広域連携における滝沢市の方向性

盛岡広域圏における連携と役割分担の視点のもと、滝沢市の特徴を活かした
広域連携を推進します。

盛岡広域圏内の連携1
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活かす形で広域でのリーダーシップを取りつつ、

一方で観光や環境といった面では、相対的に強み

を持つ周辺自治体と連携した取組を進めるなど、

広域におけるそれぞれの役割を踏まえた連携を進

めます。

　また都市圏ビジョンでは、大きな戦略として

という３つが掲げられています。これらの戦略と、

高等教育機関と研究機関が集積する滝沢市の特徴

を踏まえ、主な連携の方向性について次のとおり

定めます。

　都市圏ビジョンにおける産業の戦略では、産学

官の連携によるイノベーション創出や、ＡＩ等新

たな技術の活用を進め、産業の活性化を図ること

を目的としています。これらは、岩手県立大学と

滝沢市ＩＰＵイノベーションセンターを中心に、

ＩＴ関連産業の集積を進めている滝沢市の特徴と

強く合致しており、引き続き、産学官連携などを

推進します。

　公共交通面をみると、滝沢市と盛岡広域圏は強

くつながっています。特に、滝沢市における東部、

鵜飼、南部などの各地域と盛岡市のアクセスは良

く、人の流れは恵まれた状態といえます。

　一方で、滝沢市内各地域を結ぶ公共交通網は弱

く、市内における人と人との交流が課題となって

連携の方向性

います。市内各地域の交流人口の増減は、産業面

などにも影響を及ぼすため、盛岡との交通的つな

がりを活かしつつ、滝沢市役所周辺の中心市街地

形成と合わせ、公共交通の在り方と、盛岡西廻り

バイパス・北バイパスの整備に向けて検討してい

く必要があります。

　都市圏ビジョンでは、圏域で暮らす安心感や快

適さを高めていくことを目指しています。これら

に強く関連する要素として、福祉や地域医療、そ

して人とのつながりなどが挙げられ、これらにつ

いては、盛岡広域圏、特に盛岡市へのアクセスの

良さを活かした連携により高めていくことを目指

します。

　また、滝沢市役所周辺の中心市街地の形成でも

暮らしの安心や快適さの強化を図り、中心市街地

と市内各地区のアクセス強化に向けた検討を進め

ていくこととします。

2
産業・雇用等経済的な連携

（産業の営みをつなぐ）1

交通・都市機能的な連携
（人の流れをつなぐ）2

安心・福祉等生活的な連携
（暮らしの安心をつなぐ）3

❶産業の営みをつなぐ

❷人の流れをつなぐ

❸暮らしの安心をつなぐ



Ⅲ  前期基本計画
第２次滝沢市総合計画
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第１章　基本計画概要

基本計画の役割

基本計画の期間

1

2

　基本計画は、基本構想で示した目指す状態や、その実現に向けた取組の基本方針などを受け、各分野の現

状と課題を踏まえながら、「やさしさに包まれた滝沢」の実現に向けた方向性や、実際に市民と市行政が共に

取り組む具体的な施策などを体系的に示した「地域社会行動計画」です。

　基本計画は、基本構想期間８年間を前後期に区分して、令和６（2024）年度から令和９（2027）年度までの

４年間を前期基本計画、令和10（2028）年度から令和13（2031）年度までの４年間を後期基本計画とします。

基本計画の構成3
　基本計画は、市民主体による「地域別計画」と行政が主体となる「市域全体計画」の両輪により構成します（図

６参照）。それぞれの計画の期間及び趣旨並びに特徴は以下のとおりです。
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　令和６（2024）年度から令和13（2031）年度ま

でとし、令和９年度に見直しを実施します。また、

地域による毎年の振り返りを推奨しています。

　前回の地域別計画を受け継ぎながら、滝沢市に

おいて「やさしさ」を意識しながら幸せを実感でき

る地域づくりを地域自らで考え、行動するための

計画です。

　市内の11地域において、守るべき地域資源や地

域づくりの方向を明確にし、地域の課題や将来像、

活動プラン等が具体的かつ分かりやすい計画とし

ます。また、全体計画以下の各地域計画について

は各地域にそれぞれ配付するものとし、市民一人

一人が手に取り活用しやすく、親しみやすい計画

を目指します。

・前期基本計画　令和６（2024）年度から令和９

　（2027）年度までの４年間

・後期基本計画　令和10（2028）年度から令和13

　（2031）年度までの４年間

　やさしさに包まれた滝沢の実現に向け、主とし

て「かかわりによる市民主体の地域づくりへの支

援」及び「市民が安全・安心に暮らせる環境の整備」

を推進するための行政の行動計画です。

　計画の中に部門別計画を内包し、政策（部）、施

策（課）という階層を設け、政策方針によって展開

します。施策以下の詳細については、実行計画書

を別冊として毎年度策定し、進捗管理を行います。

地域別計画1 市域全体計画2

ア　計画期間 ア　計画期間

イ　計画の趣旨

イ　計画の趣旨

ウ　計画の特徴

ウ　計画の特徴

令和10（2028）年度～令和13（2031）年度
後期基本計画

令和６（2024）年度～令和13（2031）年度
基本構想

令和10（2028）年度～令和13（2031）年度
後期基本計画

令和10（2028）年度～令和13（2031）年度
市域全体計画

令和６（2024）年度～令和13（2031）年度（※令和９年度に見直し）
地域別計画

令和６（2024）年度～令和９（2027）年度
市域全体計画

令和６（2024）年度～令和９（2027）年度
前期基本計画

協
　働

支
　援

図６　基本構想及び基本計画の関係図
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第２章　市域全体計画

市域全体計画の概要1
　市域全体計画は、基本構想の実現に向けて行政

の行動を体系的に示した計画です。第２次滝沢市

総合計画では目指す状態として「やさしさに包ま

れた滝沢」を掲げており、実現に向けた取組の方

向性のうち、行政が主として担う分野は「かかわ

りによる市民主体活動を後押しできる環境づく

り」と「市民生活の基盤となるセーフティネットの

堅持」であると考えられます。

　これらの方向性を踏まえて、令和６（2024）年

度から令和９（2027）年度までの４年間の前期基

本計画期間の取組を部門毎にまとめ、行政はこの

取組の推進を通じて基本構想の実現を目指しま

す。

　なお、令和９年度には、社会経済情勢や生活環

境等の変化、前期基本計画期間の取組を踏まえて、

新たな市域全体計画（後期基本計画）を策定し、基

本構想の実現に向けた取組を継続します。
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市域全体計画が果たすべき役割2

　前期基本計画における市域全体計画の展開は、

第２次滝沢市総合計画基本構想の目指す状態であ

る「やさしさに包まれた滝沢」に向けた取組の第一

歩であり、その実現に大きく影響するものです。

　市域全体計画では、個人のライフスタイルや生

きがいを重視する価値観の変容や、コロナ禍によ

り薄れたつながりやかかわりの再構築を促し、「か

かわりによる市民主体の地域づくり」に向けた支

援を進めます。そして、計画の推進により、最終

年度となる令和９年度には、地域においてコロナ

禍以前にも増して地域づくり活動が行われている

状態を実現するとともに、それら地域づくり活動

を展開するための土台となるセーフティネットの

確保等、市民生活の基盤が堅持されている状態を

目指します。

市民主体の地域づくり活動への支援と市民
生活の基盤の堅持

セーフティネットの考え方3
　セーフティネットは、国が保障する生活の最低

水準のみを指すものではなく、市民と市が共に取

り組む滝沢市の最低限度の生活環境基準までを含

めるものです（図７参照）。

　国が国民に対して保障する生活の最低水準と地

域の実情を踏まえ、市民の生活のために保障しな

ければならないとされる最低限度の生活環境基準

は次のとおりです。

滝沢市の最低限度の生活環境基準及び生活の最低水準

市民が担う部分
（地域別計画の土台）

公共が担う部分
（市域全体計画の土台）

自助 互助 共助 公助

介護保険に代表
される社会保障
に関する制度及
びサービスを維
持

市民の安全・安
心の根幹（市民
の生命に関わる
内容）に関わる
事業

生活保護法
法律により、社
会福祉、社会保
障、公衆衛生に
関する事務

～～～～～～～～～～

自ら健康に生活
するための努力

地域で幸せに暮
らすために、人
とのつながりを
通した支えあい
の取組

図７　滝沢市の最低限度の生活環境基準及び生活の最低水準
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低限度の生活環境基準を明らかにすることによ

り、滝沢市で暮らすことに幸せを感じ、愛着を持

つ土台が築かれることから、市民一人一人が自ら

努力することを始点として、滝沢市の最低限度の

生活環境基準を満たすための市民と行政の取組

（互助・共助・公助）の基本的な考えを次のとおり

とします。

・自助　滝沢市民として、自らの努力により自ら

の健康を維持し、生活を支えること。

・互助　家族、隣近所、地域コミュニティなどに

より、市民が互いに助け合いながら地域

での生活を支えること。

・共助　介護保険に代表される社会保障に関する

制度及びサービスを維持すること。

・公助　国が定める生活の最低水準に関する事務

の実施のほか、市民が、安全・安心な市

民生活を送るために必要な最低限度の生

活環境基準の維持に必要とする行政サー

ビスを実施すること。

　憲法第25条に規定される「すべて国民は、健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

という、いわゆる「生存権」に基づき国が生活保護

法により具体的権利として明らかにしたもので

す。生活保護法の他、憲法第25条第２項「国は、

すべての生活部面について、社会福祉、社会保障

及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら

ない。」の規定に基づき、児童福祉法、老人福祉法、

身体障害者福祉法などの各種社会福祉立法、国民

健康保険法、国民年金法、雇用保険法等の各種の

社会保険立法による社会保障制度、更には、公衆

衛生の整備についての保健所法、食品衛生法、環

境基本法等の各種法律が制定され、国民の生活の

最低水準に関わる基準を定めています。

　国が定める「生存権」に関わる各種法律に加え、

滝沢市民としての安全で安心に暮らせるための最

国が保障する生活の最低水準1

市の最低限度の生活環境基準2

ア　市民の自助・互助

イ　滝沢市による共助・公助
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実した都市基盤と調和のとれた豊かな自然環境と

いう良好な生活環境を背景に、住宅都市として多

くの転入者を受け入れ、人口の増加を続けてきま

した。県内他自治体との人口構成比較では、年少

人口の割合が高く、県内では平均年齢の一番若い

自治体となっています。

　また、大学などの高等教育機関や各種研究機関

が所在しているといった特色を有し、市内の大学

に通う学生による主体的な活動や、産学官連携に

よる取組など、若い世代の活動・活躍のフィール

ドの存在が本市の大きな特徴ともいえます。

　市民が幸福感を感じるときに重視する項目は、

「心身の健康」「家族関係」「収入・所得」が上位を

占めています。「家族関係」や「子どもと孫の成長」、

「友人関係」といった人とのかかわりに関する項目

も高い値にあります
※13

。

　また、「市政懇談会」や「市長と話そう
※14

」では、「や

市域全体計画の展開4

　市域全体計画の目標ひいては基本構想の実現に

向けて、限られた経営資源を効果的かつ効率的に

活用するために、市域全体計画では、重要な視点

を定め、この視点を念頭に置いた計画を展開しま

す。

　なお、視点の設定に当たっては、次に掲げる本

市の特徴、市政懇談会やたきざわ幸福実感アン

ケート調査などによって寄せられた市民の皆さん

の意向等の分析のほか、市長の選挙公約の反映な

ども踏まえ、選定します。

　県都盛岡市に隣接した良好なアクセス環境、充

市域全体計画の展開に当たって1

重要な視点を定めるための
検討要素2

ア　市の特徴

イ　市民の皆さんの意見

※13　令和４年度たきざわ幸福実感アンケート報告書より。
※14　第２次滝沢市総合計画の策定に当たって、合計34回、500人を超える市民の皆さんと「市政懇談会」や「市長と話そう」を

実施し、「やさしさ」や「やさしさに包まれたまちの状態」について意見交換を行ったもの。
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ションでは、経済面をはじめとして、環境、子育

て面を含め、全体的に幸福の度合いが向上する将

来像に向かうためには、出生数や労働率といった

客観的な要素の向上のみならず、市への愛着醸成

や人とのかかわりに関する指標の向上、心身の健

康など主観的な要素も向上させることが重要であ

るとの分析結果が示されています。

　視点を検討するための要素として、市民の皆さ

んからは、人とのかかわりや交流に関する意見を

中心として、お互いを尊重しながらも、誰もが生

き生きと暮らしていける地域の実現へ向けた声な

ど、様々な考えが寄せられました。

　市民の皆さんに多様な価値観があることを前提

としながらも、こうした思いを的確に捉え、未来

を担う若い世代から高齢者まで、また本市の特徴

の１つでもある大学の立地などの様々な要素を踏

まえ、「やさしさに包まれた滝沢」の実現に向けて

重要となる視点を５つ設定し、それらの視点に特

に関連する部門を明らかにしながら、計画を展開

します。

さしさ」に関わる意見の例として、「地域の人同士

がつながり、お互いを思いやる雰囲気があるこ

と」、「豊かな自然環境や、きれいな環境が保たれ

ていること」、「特色を活かした産業振興が行われ

ていること」などが挙げられ、「やさしさに包まれ

たまちの状態」の例としては、「さまざまな世代の

方が生き生きと過ごせる地域」、「多様なつながり

のきっかけがあるまち」、「世代を越えて市民同士

が支え合い、市民のつながりを市が後押ししてく

れるまち」など幅広い考えが寄せられています。

　重要な視点の設定に当たっては、市民の皆さん

に多様な価値観があることを前提として、寄せら

れた意見を踏まえた検討を要します。

　令和４年度たきざわ幸福実感アンケート調査結

果では、働く場の確保、安全・安心な暮らし、子

育てなどに関する市民ニーズが高くなっていま

す
※15

。

　また、市では、これまで蓄積してきたアンケー

ト調査結果のデータを用いて、市の将来像のＡＩ

シミュレーションを実施しました。シミュレー

ウ　市民アンケート結果の活用

※15　令和４年度たきざわ幸福実感アンケートの暮らしの最適化条件の重要度・満足度分析結果より。調査結果は、ｐ116、
117に記載。

重要な５つの視点3
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　多様なライフスタイルが尊重される中、子ども

から高齢者まで、また障がいのある方もない方も

それぞれが共に支え合い、健やかに安心していき

いきと暮らせる取組を進めるとともに、生きがい

ややりがいが持てる環境づくりを進めます。

（特に関連する部門：健康こども部門、福祉部門、教

育文化部門）

　岩手県立大学や盛岡大学が立地している本市の

特徴を活かし、門前町構想
※16

の深化を図りながら、

高等教育機関の専門的な知見を生かした学びの機

会創出のほか、社会に出たあともそれぞれが必要

なタイミングで学びなおしに取り組むリカレント

教育の振興など、市民の皆さんの学びにつながる

環境づくりを進めます。

（特に関連する部門：経済産業部門、教育文化部門）

　家族や周囲の仲間、地域で共に活動する人のほ

か、多様なかかわりあいの中で信頼関係を築きな

がら、住民協働による住民自治の深化を目指して、

人と人とのつながりの構築を進めます。

　また、つながりの構築を通じて、お互いが共感

し合う関係性をより深め、本市の考える「やさし

さ」を実感できる環境づくりを進めます。

（特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門）

　急速に変化する社会においても、次代を担う子

どもたちが笑顔で健やかに暮らすことができるよ

うに、子どもを安心して産み育てられる子育て環

境の充実に取り組むとともに、子育てをみんなで

助けあいながら、家庭や地域が一体となって子ど

もの成長を後押ししていく「こどもまんなか」の地

域社会の創出を目指します。

（特に関連する部門：健康こども部門、教育文化部門）

こどもまんなか滝沢視点２

いきいき滝沢視点３つながる滝沢視点１

まなぶ滝沢視点４
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　本市の特徴でもある若い世代の存在に加え、大

学が立地している本市の特徴を生かして、市内に

働く場を創出するための取組を進め、若者を中心

とした市民の皆さんが、自分らしく働くことがで

きる環境づくりを進めます。

（特に関連する部門：経済産業部門）

　これらの視点を実行するための取組として、次

年度における政策展開の基礎として毎年策定する

市長の単年度の方針に、重要な５つの視点に基づ

いた取組方針等を定めます。

　あわせて、部門別計画の各施策に紐付く実行計

画事業の中から、重要な５つの視点に特に関連す

る事業を重点事業として選定し、毎年度策定する

「実行計画書兼事業説明書」及び「事業実績報告書」

において、重点事業として選定した事業の計画及

び実績を明らかにしながら、重要な５つの視点を

踏まえた事業展開の実効性を高めます。

　実行計画事業以外の体系外事業も含めた全ての

事務事業の展開に当たっては、社会情勢や環境変

化、市民ニーズを捉える意識に加えて、本市の特

徴や強みを積極的に生かす発想を取り入れていく

ことが重要と考えます。

　本総合計画策定に当たっての基礎的指標分析で

は、本市の人口動態を踏まえた考え方として「若

者の流出を食い止め、活力ある持続可能なまちづ

くりを展開するためには、滝沢で生まれ育った人

や、市にかかわりのあった若い世代の人たちが自

分らしさを発揮できるような環境をつくり、戻っ

てくることのできる場所、または住みたい場所と

実行に向けた取組4

事務事業の展開手法5

はたらく滝沢視点５

※16　岩手県立大学初代学長である故西澤潤一氏による構想。「大学を創設するだけではなく、大学を中心としたまちづくりを
進め、産業集積をめざすこと」を大学開学前より提唱していた。



41

第
２
次
滝
沢
市
総
合
計
画　
前
期
基
本
計
画

《
前
期
基
本
計
画
》

　一方で、若い世代にとっては、仕事の場や定住

環境といった生活の基盤となる視点に加えて「自

分が望む生き方が実現できる環境」への重要性が

増しています。

　このことを踏まえ、引き続き本市の強みを生か

したまちづくりを意識し、若い世代が定住できる

環境づくりを進めるとともに、若い世代の活躍に

も焦点を当てた事業の展開を図ります。

　デジタル化の浸透や人々の価値観の多様化も相

まって、人と人とのコミュニケーション手段やか

かわり方は変化しており、今後も様々な媒体や方

法が広がるものと考えられます。

　こうした変化の状況を見極めながら、適切な媒

体等の活用をはじめとした効果的な取組を進めま

す。さらには、これまでの情報発信に加えて、市

の魅力やつながりづくりに資する情報発信によ

り、市への愛着を醸成するだけではなく、人と人

とのかかわりの機会づくりへも繋げることを目指

します。

して滝沢市が選ばれるようにしていくことが重

要」としています。

　こうした考え方を踏まえ、事務事業の目的や性

質を十分に勘案しながら、市域全体計画では次の

２項目を展開手法として全ての事務事業を推進し

ます。

　また、全庁横断的に展開手法を意識した取組を

推進するため、展開手法に関する企画調整及び司

令塔的な役割を担う部署を設置し、積極的な事務

事業の展開を推進します。

　本市には岩手県立大学と盛岡大学が所在してい

るほか、県内自治体の中でも若い世代が多いこと

など、学生のみならず、若い世代の存在が本市の

強みであると捉えています。この強みを生かし、

人とのつながりづくり等を通じた若者定住の推進

と展開をこれまで図ってきました。

イ
コミュニケーション手段の多様化×
人と人とのかかわり「魅力ある情報の発信」

ア
未来を担う若い世代×
自分らしさの発揮「若者の活躍推進」
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基本構想
（８年間）

実行計画
（毎年策定）

基本計画
（４年間）

かかわりによる
市民主体の地域づくり

地域別計画

地域自らが実行する
地域やさしさプラン

11の地域づくり
懇談会の取組
小岩井・大釡

篠木・大沢・鵜飼
姥屋敷・元村
室小路・東部
柳沢・一本木

市域全体計画

部門別計画（政策 ― 施策）
市民環境部門｜健康こども部門｜福祉部門｜経済産業部門

都市基盤部門｜教育文化部門｜政策支援部門

実行計画
市域全体計画に内包する
部門別計画の施策実現の
具体的な取組　　　　　

重要な
５つの視点

「市民主体の地域づくり活動への支援と
市民生活の基盤の堅持」

市民主体活動を
後押しできる環境づくり

市民生活の基盤となる
セーフティネットの堅持

※地域別計画
の期間は８年
間（令和９年度
に中間見直し
を実施）

目指す状態を達成するための取組の基本方針

つながる滝沢

こどもまんなか滝沢

いきいき滝沢

まなぶ滝沢

はたらく滝沢

◯現状と課題
◯目指すべき地域づく
　りの方向性
◯具体的な取組
◯地域の宝物

事業展開の手法
「若者の活躍推進」
「魅力ある情報の
　　　　　 発信」

第２次滝沢市総合計画が目指す状態
「やさしさに包まれた滝沢」

「やさしさ」＝一方的ではなく、お互いに共感し合いながら、寄り添い、共に生きてゆくこと。
「やさしさに包まれた滝沢」＝滝沢の地域社会が「やさしさの中で一人一人の個性や多様性
を尊重し合い、自分が誰かを支えうる存在であるという実感を持ちながら充実した生活を
過ごせる環境」になること。

図８　第２次滝沢市総合計画基本構想と前期基本計画の関連図
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ＳＤＧｓとの一体的な取組の推進5

　本総合計画基本構想では、経済・社会・環境な

どのうち、市が市民とともに取り組むことが可能

な分野における課題の解決に向けて、ＳＤＧｓと

市の政策との関連性を明らかにしながら、一体的

な取組を推進することとしています。

　市民、市及び議会が共に実現に向けた取組に努

めることとされているめざす地域の姿と、経済発

展だけではなく社会や環境の問題解決にバランス

よく取り組むＳＤＧｓが目指す社会像は、その理

念、目指す方向性、実現手段など類似事項が多く

あることから、関連性を整理した上で一体的な取

組を展開します。

　そのため、本市域全体計画では、内包する部門

別計画において、めざす地域の姿及びＳＤＧｓの

実現に向けて特に関連の深い部門を整理・関連付

け
※17

、市域全体計画の展開により、ＳＤＧｓ目標の

達成に向け、取組の着眼点を踏まえた市の寄与が

明らかとなるような計画展開を進めます。

　市域全体計画の展開による本市域におけるＳＤ

Ｇｓ目標の達成への寄与に関する評価について

は、前期基本計画期間中の総合的な評価の実施に

あわせて、めざす地域の姿、取組の着眼点を踏ま

えた取組に対する評価等を取りまとめるものとし

ます。

※17　ｐ118～120にめざす地域の姿及びＳＤＧｓ目標（ゴール）との関連を整理した表を掲載。国の関係各省庁が参考資料と
して示している「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン―（2018年３月
版（第２版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集）に記載されている国際的な地方自治体の連合組織であるＵ
ＣＬＧ （United Cities and Local Governments）が示した内容を日本語訳したものを取組の着眼点とし、めざす地域
の姿との関連性を整理し記載したもの。

めざす地域の姿と
ＳＤＧｓ目標との関連性1

ＳＤＧｓ実現への寄与に関する
評価の実施2
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財政運営の方針6
　市では、これまで歳入の確保、財源の重点的か

つ効果的な配分、事業全般の見直しなどを行いな

がら、健全な財政運営に取り組み、第１次滝沢市

総合計画を推進してきました。

　第２次滝沢市総合計画においても、重要な５つ

の視点に関連する重点事業をはじめ各事業を推進

し、市の諸課題に対応するとともに、デジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ
※18

）の推進等の社会

経済活動の変化に臨機応変に取り組み、歳入の確

保、財源の重点的かつ効果的な配分により、健全

な財政運営を行います。

　しかしながら、今般の原油価格・物価高騰等の

国際・社会情勢の変化により、市内の企業活動や

市民の皆さんの暮らしは大きな影響を受けてお

り、今後も先行きが不透明な状況が続くものと思

われ、市の財政運営にも大きな影響を及ぼすこと

が考えられます。

　これらのことを踏まえ、市域全体計画の推進に

当たっては、次の方針に基づいて次世代につなが

る健全な財政運営を目指します。

　歳入については、高位で推移している市税等の

収納率の維持に努め安定的な自主財源の確保に取

り組み、かつ、国の動向等を十分に見極めながら、

積極的に国、県の補助制度や財政措置のある市債

を活用するとともに、歳入拡大の可能性を検討し

ます。

　歳出については、各事業の効果、緊急性等から

優先的に取り組むべき事業の選択と集中により、

既存事業の見直しを図りながら、限られた歳入を

有効に活用します。

　次に、中長期的な展望に立った計画的な財政運

営を推進するため、将来の財政見通しについて推

計を行い、後年に多大な財政負担が生じることの

ないよう財政負担の軽減・平準化に努めるととも

に、市の諸課題に対応するための市債の借入につ

いては、著しく市債残高が増加することのないよ

う必要とする建設事業の実施時期を見極めながら

借入を幅広く検討します。また、将来的に見込ま

れる大規模事業等及び自然災害、感染症等不測の

事態による財政状況の悪化に備えて基金の現在高

を確保し、併せて基金の運用収入の向上を図るた

め、債券等による効率的な運用を検討します。

　なお、この方針については毎年度その時点にお

ける財政状況を勘案して見直し、中期財政運営方

針として策定・公表をしていくこととしています。

※18　情報通信技術の活用の浸透により、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。
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土地の利用に関する計画7

　本市は、市域182.46㎢で、おおむね東西14㎞、

南北20㎞の長形となっています。市の中央部に奥

羽山脈の支系が走り、それを境として南部・東部

は田園、宅地、北部・西部については森林と畑、

酪農地を中心とした土地利用形態となっていま

す。

　利用用途別には、山林や原野等が74％、次いで

農用地が20.3％、宅地5.7％となっており、宅地

需要に対応する形で宅地が増加しています。

　本市は、盛岡広域都市計画区域に属し、市域の

約35％が都市計画区域に指定されています。都市

計画区域内の市街化区域は726ha（11.2％）となっ

ており、道路・公園・下水道などの都市基盤整備

と、民間開発の誘導等による面的な市街地整備を

推進しています。また、市街化区域726haのうち

住宅系用途区域が655ha（90.2％）と、宅地需要に

対応した用途設定となっています。

　第２次滝沢市総合計画基本構想が目指す状態で

ある「やさしさに包まれた滝沢」の実現を念頭に置

いた土地利用のため、以下のような将来的な視点

を持ちながら、全体として調和のとれたまちづく

りを進めます。

　安全・安心な居住空間の形成や、日常的な生活

サービスを提供する商業、業務、行政、医療・社

会福祉、教育の各機能強化を図り、市内外から人

が集まり交流する環境を整えます。

　岩手県立大学及び滝沢市ＩＰＵイノベーション

センター周辺や滝沢中央スマートインターチェン

ジ周辺等、大学立地や交通条件を生かした産業拠

点の形成に向けた検討を進めます。

　生物多様性や生態系の維持、カーボンニュート

ラル、防災的な機能維持等の観点に加え、田園景

観・牧歌的景観等にも配慮した自然環境・景観の

保全を図ります。

　本市においては、歴史や文化、産業など、地域

の特色があります。地域の活性化を考える上では、

各地域の特色を活かし、良い部分を伸ばしていく

ことが、土地利用の観点からも重要です。

　したがって、本市の土地利用を進めるに当たっ

ては、各地域の特色を重要な要素として活かしつ

つ、市全体として調和のとれた、秩序ある土地の

利用を行うことが求められます。

　このことから、土地利用に関しては、次に挙げ

る基本方針と、国土利用計画滝沢市計画を柱に、

都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、

農地法及び森林法等の各個別法との調整を図るこ

とで、秩序ある土地利用を進めます。

土地利用の現状1

土地利用に関する基本的な視点2

土地利用の基本方針3

イ　技術・産業の拠点形成

ウ　自然を活かした生活

ア　人々が集まり交流できる環境の整備
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①農　地 　農業の経営形態等が多様化しているなか、農地集積により耕作放棄地の発生を抑

制するとともに、地域や農家の実情に応じた経営支援や農地のゾーニング、スマー

ト農業の取組等により、優良農地の将来にわたる効率的な保全に努めます。

②森　林 　土砂災害防止機能・土壌保全機能、生物多様性保全機能、二酸化炭素の吸収等の

地球温暖化の緩和に寄与する機能、水源涵養機能等、森林の持つ多面的機能が持続

的に発揮できるよう維持管理を図ります。

③工　業

　滝沢市ＩＰＵイノベーションパーク周辺のＩＣＴ等技術集積拠点としての強みを

活かし、「産学官連携」の更なる推進につながるよう、用地拡大を図りながら、引き

続き企業誘致活動に取り組みます。また、滝沢中央スマートインターチェンジの周

辺については、国、県と連携し、周辺道路環境の整備等を検討しながら、交通の利

便性を生かした産業拠点の在り方について検討します。

④商　業
　市役所周辺を対象とした「中心拠点地区」について、中心拠点地域コンセプト「結

のまち滝沢」に沿って都市機能を集約し利便性を高めます。また、地元の住民のみ

ならず市外からも様々な人が集まり交流する環境整備を進め、中心拠点を核に滝沢

への人の流れを創ることで、地域経済の活性化、雇用の拡大等につなげます。

⑤住宅地
　本市の今後の人口動向を捉えながら、都市と自然が調和した良好な住環境の形成

を進め、移住や定住の促進を図ります。未利用地や残存農地については、市民のラ

イフスタイルや家族形態等の観点から、用途地域の変更を含めた適正な土地利用を

推進します。

⑥道　路 　市道については、「滝沢市の道路整備計画」に基づき、優先順位を意識した維持管

理、整備を推進します。また、基幹道路としての機能を有している国県道についても、

国、県と連携しながら、道路環境の整備等について協議、要望します。

⑦水面・河川
　水路

　水面・河川・水路については、防災機能の維持を最重要事項としながらも、ゆと

りある水辺空間の形成や、生物多様性等環境面にも配慮した保全に努めるとともに、

市管理河川等の治水対策及び親水機能保全等を計画的に推進します。
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設定しています。

　なお、この指標は、たきざわ幸福実感アンケー

ト調査で測定している項目の中から選定し、記載

しています。

　部門のビジョンを政策とし、その政策の実現手

段となる施策を体系化し記載しています。また、

各施策には４年間で主に取り組む内容及び施策所

管部署も記載しています。

　なお、施策の展開などの詳細については、環境

の変化等に柔軟に対応しながら進めていく必要が

あることから、毎年度策定する実行計画書兼事業

説明書及び事業実績報告書において、展開方針及

び実績評価を示し、環境の変化に対応した見直し

を適時行いながら施策展開を進めます。

　めざす地域の姿とＳＤＧｓ目標との関連性を整

理した市域全体計画の展開に当たり、部門計画を

展開することによって、その実現に寄与するＳＤ

Ｇｓ目標をアイコンにより示しています。

 各部門が４年間で目指すまちの姿（＝ビジョン）

を表し、その設定理由を付しています。また、ビ

ジョンを政策名称として定めています。

　目指すまちの姿の実現に向けて、各部門が４年

間で取り組む内容（＝ミッション）や手段を簡潔に

表し、その設定理由を付しています。

　部門計画の展開が、滝沢市自治基本条例第５条

の「めざす地域の姿」の実現性に特に関連している

項目を記載しています。

　部門が４年間で目指すまちの姿に向けた進捗度

合や取組の効果の測定を行い、効果的な計画展開

を期すことを目的とし、各部門の進捗に関連する

指標を設定理由とともに記載しています。また、

令和５年度測定値を基準値とし、前期基本計画の

最終年度である令和９年度の目標値についても、

部門別計画8
　部門別計画では、滝沢市自治基本条例に定める「めざす地域の姿」と、

第２次滝沢市総合計画基本構想が目指す状態として掲げる「やさしさに

包まれた滝沢」の実現に向けて、部門ごとの計画を策定し、政策を展開

します。

　部門計画の中では、各部門が目指すまちの姿や、その姿に向けた取組

と関連する指標、取組を進めるための政策体系等について示しています。

　部門計画の記載内容は、次のとおりです。

「めざす地域の姿」との関連性3

部門の進捗に関連する指標4

部門のビジョン1

部門のミッション2
部門を構成する政策と施策5

実現に寄与するSDGsの目標
（ゴール）6
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 １　市民環境部門
（１）部門が目指す４年後のまち（ビジョン＝政策名称）

 やさしさと絆で結ばれた、みんなで支え合い共に行動するまち
 【設定理由】
 お互いを思いやり個性や多様性を尊重し合うとともに、つながりによる絆を深めながらお互いを支え合い、
市民一人一人が安全で安心な住み良い地域の未来を考え、共に行動しているまちを目指します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
  「市民主体の地域づくり」、「安全・安心なまちづくり」、「良好な生活環境づくり」、「信頼される窓口づくり」な
ど様々な施策展開の場面において、住み良い環境づくりや持続可能な地域活動の支援を推進するうえで「人のつ
ながり」、「支え合い」など、地域とのつながりは重要要素であるため指標として設定しています。

 地域とつながっていると
感じている人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

４２．７％ ４５．１％

・岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
・みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
・地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
・年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域

令和9年度

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 人がつながる仕組みづくりと持続可能な地域活動の支援
 【設定理由】
 自らが暮らす地域をより良くするため、将来にわたって地域活動が持続可能となるよう、様々な地域活動にか
かわる人や団体を繋ぐ仕組みづくりを進めるとともに、あらゆる世代がかかわり共に支え合い行動するための
環境づくりを支援します。

つながる
滝沢
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 １　市民環境部門
（５）部門を構成する政策と施策

政策：やさしさと絆で結ばれた、みんなで支え合い共に行動するまち
施策１：つながり支え合う、市民主体の地域づくり

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・互いを尊重し支え合い自分らしく輝ける社会づくり
・市民主体の地域づくりの推進
・市民活動拠点によるにぎわいの創出
所管：市民環境部地域づくり推進課

施策２：安全で安心できるまちづくり
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・災害に強いまちづくりの醸成につながる連携の推進
・消防団活動の強化、充実及び常備消防の維持と連携の推進
・自主防災組織の活動支援と連携の推進
・交通事故及び犯罪の減少による安全なまちの構築
所管：市民環境部防災防犯課

施策３：自然と共生し、資源を大切にする生活環境づくり
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・脱炭素社会に向けた気候変動緩和策の推進
・豊かな自然と生物多様性の保全
・資源循環に配慮したごみ減量化の推進
・快適な生活環境対策と環境活動の推進
所管：市民環境部環境課

施策４：環境変化に対応し、安心で信頼される窓口づくり
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・デジタル技術を活用したオンラインサービスの推進
・誰にもやさしい窓口の推進
・高度な知識の習得による、専門性の高い人材の育成
・情報セキュリティの維持及び個人情報保護の徹底
所管：市民環境部市民課・東部出張所

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)



50

第
２
次
滝
沢
市
総
合
計
画　
前
期
基
本
計
画

《
前
期
基
本
計
画
》

 ２　健康こども部門
（１）部門が目指す４年後のまち（ビジョン＝政策名称）

 こどもから大人まで安心して暮らし、健やかに成長できるまち
 【設定理由】
  「心身の健康」は誰もが望むことであり、いくつになっても健康に関心を持ち、身体的、精神的に成長することで
生きがいづくりにもつながります。また、未来を担うこどもの健やかな成長は、保護者はもちろん、地域全体の
願いです。地域で子育てを支える機運を高め寛容性の向上を図ることは、社会全体が成長していくことでもあり
ます。このように、全ての年代の人が安心して暮らし、健康で成長できるまちを目指します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
 市民の幸せに重要な要素のひとつに「健康」が挙げられており、心身の健康が保たれ安心して暮らせることが、
やさしさや寛容性を持つことにもつながります。「こどもまんなか滝沢」の実現のため、これから子育てをする人
や子育て中の人、それを包む地域の人も一体となってこどもたちを育てることが必要です。これらのことから「健
康」と「こども・子育て」に関することを指標として設定しています。

   自身が心身ともに元気と
  感じている人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

５６．３％ ５９．０％

・保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 市民の健康保持と子育て世代や若者の社会活動への参画の推進
 

【設定理由】
 市民が安心して暮らし、生涯にわたって健康づくりができる仕組みづくりを進めていきます。また、令和５年４
月のこども家庭庁の発足により、こどもまんなか社会を実現するため、こどもの権利を守ることや子育て家庭へ
の支援などが強化されました。このため結婚・妊娠前から、こどもや子育てに関心を持てるような社会参加の機
会を提供していきます。

こどもまんなか
滝沢

いきいき
滝沢

①

     こどもが大切に育てられて
    いると感じている人の割合② 　基準値

令和５年度

７９．０％ ８３．０％
目標値
令和9年度

令和9年度
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２　健康こども部門
（５）部門を構成する政策と施策

政策：こどもから大人まで安心して暮らし、健やかに成長できるまち
施策１：健康意識と行動を変える健康づくりの総合企画

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・市民の健康づくり意識の醸成
・健康行動につながる機会の提供
・健康づくりを支える社会環境の整備と活用
・地域医療体制の維持・充実のための医療機関等との連携
所管：健康こども部健康づくり課

施策２：こどもが安心して暮らせる環境づくり
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・多様な子育て支援サービスの質と量の充実
・ひとり親の支援と子育てに係る経済的負担の軽減
・こどもの居場所づくりと環境改善
所管：健康こども部子育て課

施策３：妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の強化
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談・支援の実施
・思春期における生命・人権を尊重する意識を育む取組の継続
・児童虐待の未然防止のための関係機関との連携強化
所管：健康こども部こども家庭センター

施策４：安心して暮らせる社会保険制度の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・医療制度の適正かつ円滑な運営と実施
・年金相談の実施による経済的基盤確保の支援
・安心して医療を受けるための医療費給付事業の充実
所管：健康こども部保険年金課

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)
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 ３　福祉部門
（１）部門が目指す４年後のまち（ビジョン＝政策名称）

 誰もが自分らしい暮らしと生きがいをもてるまち
 【設定理由】
  人びとの暮らしや地域のあり方が多様化している中、地域に生きる一人一人が尊重され、多様な経路で社会とつ
ながり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現を目指します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
 高齢者、子ども、障がい者、生活困窮者など分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、
人と人、人と社会がつながり、高齢になっても一人一人が生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていく
ことのできる、包摂的なコミュニティの醸成をはかるための指標として設定しています。

老後が不安なく暮らせると
感じている人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

１６．２％ １８．２％

・保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 分野を超えた包括的な相談支援と支え合う地域づくりの推進

 【設定理由】
 人口減少・少子高齢化がさらに進展し、経済情勢の変化や個人の価値観の多様化、グローバル化などにより、
家族機能の低下や地縁・血縁・社縁による助け合いの基盤が弱まってきている中、分野ごとの『縦割り』の制度で
は複合化・複雑化した生活課題への対応が困難となってきており、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしてい
くために、包括的相談支援と支え合う地域づくりを推進するものです。

いきいき
滝沢

令和9年度
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３　福祉部門
（５）部門を構成する政策と施策

政策：誰もが自分らしい暮らしと生きがいをもてるまち
施策１：住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・包括的な相談支援体制の構築や福祉サービス等の充実
・地域福祉活動の担い手育成や支え合いの心を育てる啓発の推進
・障がいの有無に関わらず、お互いを尊重し支え合う地域福祉の醸成
・民生委員・児童委員や関係機関等のネットワークの強化
所管：福祉部地域福祉課

施策２：生活困窮者が安定した暮らしができるようにするための支援の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・関係機関との連携による生活保護受給者への支援の強化
・関係機関との連携による生活困窮者各事業利用者への支援の強化
・多様複雑化した問題を抱える人を円滑に支援できる人材の育成
所管：福祉部生活福祉課

施策３：自分らしく暮らせる長寿社会の実現
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・高齢者が尊厳を保持し能力に応じ自立して生活できる取組の推進
・高齢者が興味をもちやりたいことができるようにする取組の推進
・介護保険の安定的な運営
・高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（第９期）の展開
所管：福祉部高齢者福祉課

施策４：高齢者が地域で暮らし続けられるための支援の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・地域包括支援センターの機能強化
・フレイル予防の推進と、主体的な介護予防の活動支援
・医療と介護の連携強化及び認知症地域支援の充実
・日常生活に必要な地域での支えあいの仕組みづくりの推進
所管：福祉部地域包括支援センター

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)
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 ４　経済産業部門
（１）部門が目指す４年後のまち（ビジョン＝政策名称）

 様々な産業の活性化が繋がり広がるまち
 【設定理由】
  地域の産業に関わる方々が活動しやすい、挑戦しやすい環境をつくることで、１次産業、２次産業、３次産業な
ど様々な分野において産業の活性化に繋がる取組が生まれ、これら一つ一つの取組を繋ぐことで、連携が生まれ、
分野を超える大きな産業の活性化へと広がる取組を推進します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
 経済産業部門は市民の雇用の確保、所得の向上を目指している部門であり、市民の雇用の確保、選択の広がり、
所得の向上が仕事に対する満足につながるということから、「現在の仕事に満足している人の割合」を指標として
設定しています。また、若者が活躍できる環境づくりが将来的な産業の活性化に繋がると考えることから「活躍
している若者が多いまちであると感じている人の割合」を指標として設定しています。

   現在の仕事に
  満足している人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

４８．５％ ５３．０％

・地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 人材育成と公民連携、誘致等の更なる推進とチャレンジの創出
 

【設定理由】
 滝沢市の優位性を生かし、大学、研究機関、農業者、企業等の連携を更に促進し、人材育成を進め、技術、知識
を生かした取組を推進します。また、これら人材育成、公民連携、誘致等の取組を推進し、さらには発信するこ
とで、様々な人がチャレンジしやすい環境を創ります。

はたらく
滝沢

①

     活躍している若者が多いまち
    であると感じている人の割合② 　基準値

令和５年度

２０．４％ ２４．０％
目標値

まなぶ
滝沢

令和9年度

令和9年度



55

第
２
次
滝
沢
市
総
合
計
画　
前
期
基
本
計
画

《
前
期
基
本
計
画
》

４　経済産業部門
（５）部門を構成する政策と施策

政策：様々な産業の活性化が繋がり広がるまち
施策１：連携による観光産業の創出及び競争力のある物産振興と安心して働く環境の整備

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・滝沢市観光物産協会と連携、協力による観光産業の推進
・チャグチャグ馬コの保存と活用による観光振興
・特産品開発への支援とふるさと納税制度を活用した物産振興
・雇用確保支援事業の実施
・高齢者の就労促進による活力ある地域社会づくり
所管：経済産業部観光物産課

施策２：ＩＣＴ関連を中心とした産業集積の促進と産学官連携による人材育成、地域産業
     の活性化

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・ＩＣＴ産業集積を目指し、イノベーションパーク拡張の具体的検討
・ＩＴ企業の誘致推進による盛岡広域都市圏におけるＩＣＴ産業の拠点化
・滝沢市産業振興条例に基づいた市内商工業者の振興
・産学官連携によるＩＴ企業人材・地域ＤＸ人材の育成支援
所管：経済産業部企業振興課

施策３：多様な連携による若者が活躍できる環境づくりと価値創造
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・学生を切り口に若者を応援する「学生応援プロジェクト」の実施
・学生や若者の人材育成事業等地域や企業と連携した取組の推進
・若者の「自由な発想」により、若者自らが価値を生むための取組支援
所管：経済産業部若者活躍推進室

施策４：新たな担い手育成や環境保全による持続可能な農林水産業の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・担い手育成・確保や農地集積・集約の推進、基盤整備の促進
・農商工連携による６次産業化や農産物の高付加価値化の推進
・相の沢牧野の活用による畜産農家の経営基盤強化の促進
・森林環境譲与税を活用した適正な森林管理の促進
・鳥獣被害防止対策の強化
所管：経済産業部農林課

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)
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 ５  都市基盤部門
（１）部門が目指す４年後のまち（ビジョン＝政策名称）

 ひとにやさしく、誰もが快適かつ安全・安心に暮らせるまち
 【設定理由】
 市民の理解や共感を得ながら、豊かな自然と調和のとれた生活基盤の整備や維持を計画的に行うことにより、
ひとにやさしく、快適で、安全・安心に暮らすことができる住みやすいまちづくりを推進します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
  「ひとにやさしく誰もが快適かつ安全・安心に暮らせるまち」の実現は、市民生活の基盤である住みやすい住環
境を維持することを目指しています。道路や公園、上下水道など生活基盤の整備・維持管理を着実に推進するこ
とによって、住みやすい市だと感じる市民の割合も増加すると考えられることから、市民の暮らしを支える生活
基盤の整備・維持の進捗を示す指標として、滝沢市は住みやすい市だと感じている人の割合を設定しています。

 滝沢市は住みやすい市だと
感じている人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

６８．３％ ７２．０％

・岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
・みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
・地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
・年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 市民の暮らしを支える生活基盤の整備・維持の推進
 【設定理由】
 道路、河川、都市公園、上下水道など、市民生活の基盤となる施設の整備・維持管理等を計画的に推進し、快
適で、安全・安心に暮らせる環境づくりに取り組みます。また、市民の理解と共感を得られるよう情報発信に
取り組むほか、事業の持続性確保に向け、課題解決に向けた産学官連携による情報共有の実施、新技術による
業務効率と精度の向上、上下水道施設の強靭化と省エネルギー化等を図るとともに、技術力向上と専門的知識
の蓄積による技術継承など人材の育成を図ります。

つながる
滝沢

令和9年度
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 ５  都市基盤部門
（５）部門を構成する政策と施策

政策：ひとにやさしく、誰もが快適かつ安全・安心に暮らせるまち
施策１：活力ある都市づくりの推進

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・地域公共交通の維持及び利便性向上と交通施設の適正な管理
・まちづくり活動の拠点となる中心拠点地域の整備促進
・雇用や活力を生む産業拠点形成に係る土地利用計画の推進
・空き家対策を中心とした住宅環境改善施策の推進
所管：都市整備部都市政策課

施策２：計画的な道路整備と維持管理の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・市内の地域間を安全かつ円滑に移動できる道路ネットワークの構築
・中心拠点形成に向けた幹線市道の整備の推進
・市民・除雪業者・市の三者協働除雪の浸透と展開
・計画的な老朽化対策と適正な維持管理
所管：都市整備部道路課

施策３：河川及び公園の計画的な整備・改修と維持管理の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・交付金や補助金等財源を確保した河川整備の計画的な推進
・準用河川及び普通河川等法定外公共物の適正な維持管理
・住民協働の取組を推進した公園管理と計画的な公園施設改修
・国、県が所掌する砂防事業等、治水施設の整備促進に係る連携
所管：都市整備部河川公園課

施策４：上下水道事業の健全かつ持続可能な経営と理解促進のための情報発信
【この施策が 4 年間で主に取り組む内容】
・財政の健全化
・利用者に密着したサービスの向上
・事業運営への参画意識醸成のための広聴広報の充実
・人材育成と組織力の強化
・官民連携及び広域連携による業務効率化の検討
所管：滝沢市上下水道部経営課

施策５：安心・安全かつ強靭な上下水道施設の整備と自然環境保全及び水循環の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・水源の保全と適正な水質管理の継続
・水道施設更新計画策定と施設耐震化の促進及び漏水防止対策の継続
・不明水対策を含めた下水道施設の適正な維持管理
・下水道施設の更新・改築の中長期計画の策定
・市街地等の浸水対策の推進
所管：滝沢市上下水道部施設課

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)
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  6  教育文化部門
（１）部門が目指す４年後のまち（ビジョン＝政策名称）

 学びにより充実した人生を送ることができるまち
 【設定理由】
 市民の誰もが生涯にわたりそれぞれのステージで学ぶことができる環境が整っていることは、充実した人生
を送るうえで重要です。そのために、子どもたちの学習環境をはじめ、すべての世代が教育や文化によって心
豊かに暮らすことができる環境の充実を図ることで、市民一人一人が充実した人生を送ることができるまちを
目指します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
  市民の生きがいや心の豊かさの増進につながる「学びにより充実した人生を送ることができるまち」を実現する
ためには、学校、家庭、地域が連携・協働した教育環境の創出により、地域が人を育て、人が地域をつくる好循
環が形成されることや、多様な学びが地域に活かされる場があるということが大切であることから、上記の２つ
の指標を設定しています。

     子どもの教育について、学校、家庭、
      地域の連携があると感じている人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

５９．０％ ６３．０％

・学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
・歴史・伝統を守り、文化を創造する地域

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 学びあいの場の創出と学びの基盤整備
 【設定理由】
 すべての世代を対象とした、スポーツ・文化芸術などを含めた学びあいの場の創出や、子どもたちの学校教育
環境の整備は、心豊かな生活を送るうえで重要です。そのために、人と社会とのつながりが感じられる「学びあ
いの場」や、多種多様な「学びの場」を創出します。また、未来を担う子どもたちが伸び伸びと学校生活を送るた
めに必要となる安全安心な教育環境を整備し、学校教育の充実を図ります。

まなぶ
滝沢

こどもまんなか
滝沢

いきいき
滝沢

      趣味や特技を披露できる
     機会が地域にある人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

１３．８％ １７．０％

①

②

令和9年度

令和9年度
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 ６  教育文化部門
（５）部門を構成する政策と施策

政策：学びにより充実した人生を送ることができるまち
施策１：安全安心でいきいきと学習できる教育基盤の充実

【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・学校施設等の老朽化に伴う修繕実施と長寿命化（改修）の検討
・学校規模の適正化についての検討
・経済的に困窮している世帯への支援による就学機会の確保
・学校のＩＣＴ環境の充実
・学校衛生委員会の開催等による教職員の安全と健康の確保
所管：教育委員会事務局教育総務課

施策２：「生きる力」を育む学校教育の充実
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・ＩＣＴを活用した「主体的・対話的で深い学び」の推進
・郷土を愛する児童生徒を育む「滝沢魅力学」の推進
・児童生徒の「居場所づくり」「絆づくり」の推進
・「滝沢市部活動ガイドライン」に基づく適切な部活動の推進
所管：教育委員会事務局学校教育指導課

施策３：生涯にわたる学びの支援とスポーツの推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・学びプランたきざわに基づく生涯学習とスポーツの推進
・子どもから高齢者まで全ての世代を対象とした学びあいの場の創出
・教育振興運動と連動した地域学校協働活動の推進
・スポーツ共生社会を目指した地域スポーツの推進
所管：教育委員会事務局生涯学習スポーツ課

施策４：文化に親しみ学ぶ環境の充実と文化芸術の振興
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・芸術祭や郷土芸能まつりなどの市民活動の場の確保
・文化財の保護・活用と伝統文化の継承
・図書館及び埋蔵文化財センターにおける学びの支援
・滝沢市を知るための図書や文化財などの郷土資料の保護と充実
所管：教育委員会事務局文化振興課、教育委員会湖山図書館・埋蔵文化財センター

施策５：望ましい食習慣を育む学校給食の充実
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・適切な衛生管理や調理環境の改善による安全安心な学校給食の提供
・学校給食を生きた教材として活用する「食に関する指導」の充実
・滝沢市学校給食食材生産供給組合等と連携した地場農産物の活用
所管：教育委員会学校給食センター

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)
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  ７  政策支援部門

（１）部門が目指す４年後の部門の姿（ビジョン＝政策名称）

 新たな価値を創造する人材の育成と持続可能な行財政経営を進める部門
 【設定理由】
 市税の適正な賦課と公平な徴収を行うことで自主財源を確保するとともに、公金の適正な管理と運用を行う
ことで市政経営の安定した基盤を確保します。また、多様な環境変化の中、「誰もが幸福を実感できる活力に
満ちた地域」の実現に向け、「市民生活の堅持」と「市民の行動を後押しできる環境整備」のため、滝沢の価値と
未来を創造する人材の育成や経営資源の確保と資源配分の最適化により、持続可能な行財政経営を進める部門
を目指します。

（３）部門の展開に特に関連する「めざす地域の姿」

（４）部門の進捗に関連する指標

　　

【設定理由】
  ①は、セーフティネットや市民の行動を後押しできる環境整備を含めた「行政サ－ビス」へ経営資源を投入し、
その成果を継続的に測定しながら「行政サ－ビスの向上」に繋げていく点で、また、②は、適正に賦課された市税
を公平に徴収すること、また、公金を適正に管理し運用することが、市役所の仕事の信頼につながるという点で、
この部門に関連していることから指標として設定しています。

     滝沢市の行政サービスは
      良いと感じている人の割合

　基準値
目標値

令和５年度

３６．８％ ４０．８％

・年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域

（２）部門が４年間で取り組むこと（ミッション）

 経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の確保・最適化とたきざわへの愛着づくり
 【設定理由】
 職員の資質の向上を図り、専門性の高い知識の習得に努めながら、働き方改革を踏まえた職場環境の整備を図
るとともに、デジタル技術やＡＩ等を活用しながら行政ＤＸを推進し人的資源を行政サービスの更なる向上に
繋げていきます。また、滝沢市の様々な情報を多様な媒体で積極的に発信することにより、滝沢への愛着を育
む取組を推進し、市の活動への参画に繋げていきます。

      市役所の仕事は信頼できる
     と感じている人の割合

４０．８％
　基準値 目標値

令和５年度

４６．６％ ５０．６％

①

②

 この部門は、経営資源の配分や管理を通じて、他の部門を支える部門であることから、「目指す４年後のまち」では
なく、「目指す４年後の部門の姿」として、ビジョンを設定しています。

( この部門が実現に寄与するＳＤＧｓの目標（ゴール）)

令和9年度

令和9年度
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（５）部門を構成する政策と施策
政策：新たな価値を創造する人材の育成と持続可能な行財政経営を進める部門

施策１：新たな価値を創造できる職員の育成と行政体制の構築
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・人材の確保と滝沢市人材育成基本方針に基づく職員の育成
・快適な職場環境の形成及び働き方改革の推進
・法律等、上位法令に基づく例規整備及び法制執務研修の実施
・ＤＸ推進を踏まえた効率的な文書管理事務の推進
所管：企画総務部総務課

施策２：行政経営による総合計画の推進
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・総合計画の確実な推進
・トップマネジメントに基づく各政策、施策の確実な展開と評価
・社会の変化に柔軟に対応する行政改革の展開
所管：企画総務部企画政策課

施策３：たきざわの魅力発信による愛着づくり
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等各種媒体を通じた魅力発信
・市の施策の積極的な発信による市政への理解促進
・市民の市政への参画を進める取組の検討と展開
・ヒト・モノ・コトをつなぎ地域愛着の醸成を図る取組の推進
所管：企画総務部たきざわ魅力発信室

施策４：デジタル社会を見据えた情報システムの構築と運用
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・新たなデジタル技術による業務効率化や電子申請などＤＸの推進
・社会情勢等の変化への対応を見据えた情報システムの最適化
・住民情報システム等の標準準拠システムへの円滑な更新
・情報セキュリティ運用の継続的な見直しと安全確保
所管：企画総務部情報システム課

施策５：次世代につなげる財政運営
【この施策が４年間で主に取り組むこと】
・健全な財政運営の保持                    ・財源配分の選択と集中
・公有財産の管理と活用
所管：企画総務部財務課

施策６：適正で効率的な課税事務の推進
【この施策が４年間で主に取り組むこと】
・公正、公平及び適正な賦課の推進
・電子化の推進とシステム標準化への計画的取り組み
・内部研修の実施と外部研修の活用による専門性の高い人材の育成
所管：税務部税務課

施策７：市政経営のための確実な税財源の確保
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・適正かつ速やかな納税緩和措置      ・滞納処分による税の公平性の担保
・賦課徴収に関するシステムの適切な運用による信頼性の向上
・市税を取り巻く情勢の変化に応じた納めやすい納税環境の確立
所管：税務部収納課

施策８：市民に信頼される会計事務の実現
【この施策が４年間で主に取り組む内容】
・適正な会計事務の維持
・会計事務に関する知識の周知と意識共有による正確性向上への取組
・効果的な公金の管理と運用
所管：会計課
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第３章　地域別計画

市民が担う地域別計画1

　地域別計画は、平成１２年度に市民主体で策定

した「地域デザイン」と、その具現化を図るために、

市民と行政との役割分担の下で平成１７年にまと

められた「地域ビジョン」の取組を踏まえ、第１次

滝沢市総合計画において、同総合計画基本構想の

実現のために市民主体の地域づくりに向けた市民

のための行動計画として、基本計画の中に位置付

けられました。

　第２次滝沢市総合計画の基本構想では「やさしさに包まれた滝沢」を基本的な考え方として掲げており

ます。
　地域別計画は、滝沢市地域コミュニティ基本条例第８条により、市民主体の地域づくりの推進を目指し

て、地域ごとに課題解決と幸せづくりを目的として策定する計画であり、市民自身が想像する「目指す地
域の姿」を実現し持続していくための根幹となる行動計画です。
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地域別計画の計画期間2

　計画期間は滝沢市地域コミュニティ基本条例第

８条に基づき、８年間です。令和９年度に見直し

をしますが、各地域による毎年の振り返りを推奨

していきます。

　これは、課題の確認や完了した事業を共有する

ことで、地域と人との繋がりや達成感を感じるこ

とができ、常に各計画を最新の状態に保つことが

できます。

　基本計画における地域別計画の計画期間は、令和６（２０２４）年度から令和１３（２０３１）年度ま

での８年間です。

　その基本的な仕組みは、市民が地域で幸せに暮

らすために自ら行動すること、家族や仲間、地域

で共に活動することを通して、人とのつながりを

深め、住民自治につながる多様な活動が地域で自

主的に展開されることにより、幸福感を育む地域

環境の創出を目指すものです。

　第２次滝沢市総合計画においても、その基本的

な仕組みを引き継ぎながら、地域が考えるやさし

さと幸せにあふれる「目指す地域の姿」を地域の将

来像と位置付け、それぞれの幸せづくりから地域

全体の幸せづくりを探求し、市民が主体的に取り

組むための行動計画です。

　それは、市民相互の信頼、お互い様という気持

ち、市民の絆を培い、やさしさに包まれた地域環

境の創出を目指した、かかわりによる市民主体の

活動を進める大きな柱となるものです。

　そして、地域により具体化された計画を、より

親しみやすく分かりやすい計画として愛着をもっ

ていただきたく、それぞれの地域における「地域

やさしさプラン」としました。市は、市民の主体

性と自主性、自立性を尊重し、地域づくりを支援

します。
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　滝沢市に存する単位自治会を基本とし、単独又

は複数の単位自治会の組合せとします。

市内には明治期の合併前の旧村（大釜村、篠木村、

大沢村、鵜飼村、滝沢村）単位に独自の歴史文化

があることから、それらを尊重した形で区域を基

礎とし市内１１の地域で策定しました（図９参

照）。

　策定に当たっては、単位自治会や地域まちづく

り推進委員会の他、公益活動を行う団体及び個人

が参加して「地域づくり懇談会」を開催し、話し合

いを行い取りまとめました。

　今後、各地域別計画を推進し、見直しながら基

本構想が掲げる「やさしさに包まれた滝沢」に向け

た仕組みづくりを進めてまいります。

計画地域3
　市内の１１地域を地域別計画の計画地域とします。

一本木地域づくり
懇談会

一本木

柳沢

姥屋敷
元村

大釡

篠木

大沢
鵜飼 室小路

小岩井

東部

対象地区

南一本木自治会
いずみ巣子ニュータウン自治会

北一本木自治会

姥屋敷地域づくり
懇談会
対象地区

姥屋敷自治会

柳沢地域づくり
懇談会
対象地区

柳沢自治会

大沢地域づくり
懇談会
対象地区

大沢自治会

小岩井地域づくり
懇談会
対象地区

小岩井自治会

大釡地域づくり
懇談会
対象地区

大釡上自治会
大釡南自治会

篠木地域づくり
懇談会
対象地区

篠木自治会

室小路地域づくり
懇談会

室小路自治会

東部地域づくり
懇談会
対象地区

巣子自治会
南巣子自治会
長根自治会
川前自治会

元村地域づくり
懇談会
対象地区

対象地区

鵜飼地域づくり
懇談会

鵜飼南自治会
鵜飼中央自治会

滝沢パークタウン自治会
上の山自治会、上鵜飼自治会

鵜飼温泉自治会
滝沢ニュータウン自治会

対象地区

元村南自治会、国分自治会
元村中央自治会
牧野林中央自治会
南牧野林自治会

法誓寺自治会、元村東自治会
元村西自治会、元村北自治会

あすみ野自治会

　図９ 地域別計画の対象地区と構成自治体
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　市民が抱く生活実感に基づく気づきから、「より

愛着を持ちながら、その地域で一人一人の人生を

送る」ための、やさしさあふれる地域の状態を表す

将来像です。

計画を構成する内容4
１ 目指す地域の姿

　市民個々の気づきである、「自身の地域が今どう

いう状態なのか」を集約したものになります。

　課題だけではなく、魅力や誇れる部分を再確認

することで、より地域に愛着を持ち続けることが

できます。また、課題については、それぞれが同

じ問題意識を持つことで、地域づくりに対する気

持ちを合わせることができます。

２ 地域の現状と課題

　目指す地域の将来像を実現するため、「将来、地

域がどのような状態になると実現できるか」を考

え、「地域づくりの方向性」を示しました。その後、

取組に対して「何を、どのように、誰が、いつ」と

具体的に記載することで、地域の役割を明確化し

ました。

　これにより、中長期的な課題に対して地域全体

で同じ方向に向かうことができます。

３
目指すべき地域づくりの方向
性、具体的な取組

　地域には歴史や文化に育まれてきた、様々な地

域資源（自然、景観、伝統芸能や祭り、歴史・文

化遺産、社会活動など）が息づいています。

　地域資源は、地域をより豊かにし、人々の幸せ

を醸成するための生活環境の基盤であり、地域の

強み、長所、自慢したい資源を発掘し、磨きをか

けることで「他の地域に誇れるもの」が地域づくり

にとっての基盤（＝共通のプラットホーム）となる

可能性を秘めています。

　このことから、次世代に継承したい地域資源を

宝物と概要にまとめました。

4 地域の宝物
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｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。

67

ɹͪͨࢲͷ地域ɺୌࢢͷೆʹҐஔ͠ɺଆ
ੴொʹ͠ɺ෦খؠҪɺத৺域۠ըཧ͞Ε
ͨਫా͕͕Γɺೆ෦ͷখؠҪ
ӺΛத৺ͱ͢ΔΤϦΞॅԽ
͕ਐΜͰ͍·͢ɻখؠҪӺͷೆ
ଆʹɺԬϦαʔνύʔΫ
ʢࢧۀ࢈ԉαʔϏε͚ۀৡ地ʣ
͕උ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ɹ地域Ͱɺʮ͋ΜͥΜɾ͋Μ͠
Μɾͭͳ͕ΓʯΛςʔϚʹ地域ͮ
Γ͘ΛऔΓΜͰ͍·͢ɻ

খؠҪ࣏ࣗձɺখؠҪ地۠·ͪͮ͘Γਪਐҕһ
ձɺখؠҪ࣏ࣗձ්ਓ෦ɺਓΫϥϒɺࢠͲ
ձҭձɺୌೆதֶ15ߍ"ɺ地域ऀۀࣄɺ
地域ॅຽɺେֶੜʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���� ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀小岩井地域づくり懇談会

小岩井駅

小岩井地域

খؠҪ地域খؠҪ地域

小岩井地域
（R5.3.31）
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ؠखࢁͷͰɺΜۭͩؾͱ๛͔ͳࣗવͱૉΒ͍͕͋͠؍ܠΓ·͢ɻ
Ԭ͕ۙ͘খؠҪӺ͋Γɺੜ͕׆ศརͰ͢ɻ
খؠҪԹઘ地ͳͲ͕ۙ͘ݯࢿޫ؍ʹ͋Γɺ৽ͳ地ݩ࢈͋Γ·͢ɻ
ੈؒަྲྀ͕ଟ͘ɺࢠҭͯੈ૿͍͑ͯ·͢ɻԹ͔͍͘͞͠ਓ͕ଟ͍ͨΊɺॅΜͰ͍ͯ
ָ͍͠Ͱ͢ɻ
;͏ΓΜձͷӡಈࣄߦࢀՃऀଟ͘ɺ地域׆ಈ͕ൃ׆Ͱ͢ɻ
本શࠃͰΒΕ͍ͯΔ໊শʮখؠҪʯͱ͍͏地域໊ʹތΓΛ͍ͯ͡ײ·͢ɻ
ϦχϡʔΞϧ͞ΕΔখؠҪӺʹେ͖ͳظΛ͍ͯ͠·͢ɻ

目指す！
地域の姿 水よく、風よく、情けよく、牧歌的情緒漂う　小岩井

地域の現状と課題

小
岩
井
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ಓ࿏͕͘ڱɺݥةͳՕॴ͕͋Γ·͢ɻେंܕͷԟདྷଟ͍ͨΊɺෆ҆Ͱ͢ɻ
ৗͷങ͍ʹෆ͕҆͋Γ·͢ɻ
ಛʹࢲಓͷআઇ͕େมͰ͢ɻ
ආॴ͕͘ڱɺࡂର͕ࡦෆ҆Ͱ͢ɻӽલԃͷվम͕ඞཁͰ͢ɻ
ܰؾʹू·Δ͜ͱ͕ग़དྷΔίϛϡχςΟࢪઃ͕ඞཁͰ͢ɻ
খؠҪӺΛ٬ޫ؍ͨ͠༺׆ͷݺͼࠐΈ͕ඞཁͰ͢ɻ
ҎલΑΓॅຽަྲྀ͕͍͖ͯͯͬݮ·͢ɻ
地域ࢀʹࣄߦՃ͢Δਓ͕ݻఆԽ͖͍ͯͯ͠·͢ɻ

小
岩
井
地
域
の
課
題

１．豊かな自然環境と住みやすさが合う、安心・安全なまち
༤େͳؠखࢁͷͰ๛͔ͳࣗવʹғ·Εɺ౦Λ͙ܨখؠҪӺΛ׆༻͠ͳ͕ΒɺऀྸߴͰॅΈ
͍҆͢৺ɾ҆શͳ·ͪʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

２．支えあいとつながりのある、みんなにやさしいまち
ॅຽಉ͍͋͑ࢧ͕࢜ɺൃ׆Ͱަྲྀ͕Μͳָ͍͠·ͪΛ͠ࢦ·͢ɻͦͯ͠ɺए͍ੈ͕ͣͬͱ
ॅΈଓ͚ͯ͘ΕΔΑ͏ͳ·ͪʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

３．小岩井と共に生き、新しい魅力を創出するまち
શࠃతʹ༗໊ͱͳ͍ͬͯΔʮখؠҪʯͱڞଘ͠ɺখؠҪӺͷϦχϡʔΞϧΛػܖʹ地域ͷΓ্͛
ΛਤΓ·͢ɻ
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具体的な取組

１．豊かな自然環境と住みやすさが合う、安心・安全なまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ಈΛਐΊ·͢ɻ׆ඒԽڥ מΓɺՖஃඋͳͲΛܧଓ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ
Ӻ͔ΒখؠҪ·ͰͷಓͷඋΛݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ

地ͷղফʹऔΓΈ·͢ɻغ์࡞ߞ ߹Ͱాߞٳͷ׆༻Λݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ
ۭ͖地ͷେ͖ͳथ木ͷཧʹ͍ͭͯݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ

ۭ͖Ոͷར׆༻Λ͠·͢ɻ ཧମ੍ͷΈͮ͘ΓΛ͍ߦɺۭ͖ՈใΛࢢʹ͑·͢ɻ

ަ௨҆શରࡦΛਐΊ·͢ɻ

εΫʔϧΨʔυͷ׆ಈΛܧଓ͠·͢ɻ
ϦαʔνύʔΫۙͷަ௨҆શରࡦʹ͍ͭͯɺࢢཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ߦɺ地域ͦΕͧΕͷׂΛཧ͠ɺ࣮͖͍ͯ͠ࢪ·͢ɻ
௨ֶ࿏ͷଆߔઃஔΛݕ౼͠·͢ɻ

ަ௨ڥΛ্ͤ͞·͢ɻ ৽͍͠ެަڞ௨ͷΈΛ͑ߟ·͢ɻ

औΓΈ·͢ɻʹࡦରࡂ
ਔͷૣظվमɾΛཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ຽੜҕһ͕த৺ͱͳΓɺࢧԉ͕ඞཁͳॅຽͷѲΛ͠·͢ɻ
ආํ๏Λࣄલʹ४උΛ͓͖ͯ͠ɺϚοϓͷߋ৽͍͖ͯ͠·͢ɻ

Ӻೆ地ؚ۠ΊͨӺͷڌඋΛఏҊ͠·͢ɻ খؠҪӺೆޱͷվࡳઃஔΛ+3ʹཁ͠·͢ɻ

２．支えあいとつながりのある、みんなにやさしいまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ॅຽͷަྲྀΛൃ׆ʹ͠·͢ɻ

ࡦࢄࢁΥʔΩϯάา͖͔͚ͬͮ͘͘ΓΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ՆࡇΓจԽࡇͳͲɺू·Δ͖͔͚ͬͮ͘ΓΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
શੈ͕ަྲྀͰ͖ΔاըΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ए͍ੈͷ৫ͮ͘Γͷݕ౼Λ͍͖ͯ͠·͢ɻ
්ਓ෦ɺࢠҭͯੈͷ׆ಈΛൃల͍͖ͤͯ͞·͢ɻ
ϘϥϯςΟΞͷձͷ׆ಈʢࢧऀྸߴԉʣΛॆ࣮ͤ͞·͢ɻ

地域ͷһͷෛ୲Λܰ͠ݮ·͢ɻ ୲ͷཧΛ͍ߦɺ一ఆͷਓʹෛ୲͕ूத͠ͳ͍৫Λͭ͘Γ·͢ɻ

Δ͜ͱ͕ग़དྷΔΛͭ·ूʹܰؾ Γ͘·͢ɻ ৽ެຽؗͷݐஙΛଅਐ͢ΔͨΊɺٞڠΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ɻ͢·͍ߦΓΛͮ͘߁݈ ͍͖͍͖αϩϯ׆ಈΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
地域׆ಈͱ݈ͮ͘߁ΓΛ݉ͶͨΠϕϯτΛاը͍͖ͯ͠·͢ɻ

地域ใΛ͑·͢ɻ ͝Έूੵॴʹ地域ใΛࣔ͠ܝ·͢ɻ
ձใճཡΛεϚϗͰݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺεϚϗษڧձΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ

３．小岩井と共に生き、新しい魅力を創出するまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

খؠҪӺΛ֩ʹͨ͠औΓΈΛ͠·͢ɻ খؠҪͱλΠΞοϓͨ͠ɺΥʔΩϯάϞσϧπΞʔΛاը͠·͢ɻ
ʮখؠҪϚοϓʯΛ࡞͠ɺઃஔ͠·͢ɻ

খؠҪ地域ͷັྗΛ͑·͢ɻ 地ݩͷਓ٬ޫ؍ٳΉ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΠεͷઃஔΛ͍ߦ·͢ɻ
ٶ͕࣏ݡา͍ͨಓͱͯ͠ͷ13Λ͍ߦ·͢ɻ

地域ͷങ͍ڌΛͭ͘Γ·͢ɻ ϦχϡʔΞϧ͞ΕͨӺࣷʹൢചεϖʔεͷઃஔΛاըɺཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ɻ͢·͍ߦΈͮ͘ΓΛಇʹΑΔڠ +3ɺখؠҪɺࢢɺ地域ͳͲ͕ू·Γٞ͢ڠΔΛઃ͚·͢ɻ

ʮ৽͍͠ʯΛऔΓೖΕ͍͖ͯ·͢ɻ
খؠҪϚϧγΣͷΑ͏ͳ৽ָ͍͘͠͠ΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ
খؠҪͱλΠΞοϓ͢ΔͳͲɺՖΛ২͑Δ׆ಈΛ͍ߦ·͢ɻ
قઅࣄߦ౷ࣄߦΛ෮ͤ͞׆·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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賢治の石碑

岩手山

େਖ਼��ɹখؠҪӺ։ۀ
ত��ɹ෦མ࣏ࣗձઃཱ
ฏ��ɹখؠҪ地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձઃཱ

̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
+3খؠҪӺ େ佂෩ྛ��ô�
খؠҪ༣ศہ େ佂෩ྛ ��ô�� ���ô����
খؠҪ地۠ίϛϡχ
ςΟηϯλʔ˞ େ佂෩ྛ��ô�

খؠҪӡಈ େ佂େਗ਼ਫ ���ô� ���ô����

施設名 住所 問合せ先

Ԭ
ϦαʔνύʔΫ େ佂෩ྛ地

;͏ΓΜอҭԂ େ佂෩ྛ ��ô�� ���ô����
෩ͷ͘ࢠΒͿ େ佂෩ྛ ��ô��� ���ô����
ϕϧϰΣʔϨͷཬ େ佂෩ྛ ���ô� ���ô����

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

小岩井の石割桜



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺલͷͰٛݯՈ͕ڊେͳᬺͰฌ
അʹͨ͜͠څͱ͔ΒେᬺͱݺΕɺࡏݱീ഼ਆࣾɺ
ീ഼ؗࢁͳͲʹͦͷ໊͕ͯͬ ͍Δྺ࢙ͷਂ͍地域Ͱ͢ɻ
ɹ地域ʹੴ͕ྲྀΕɺۙ
·ͰਫాΛத৺ͱ͢Δଜ地ଳͱ
ͯ͠ൃల͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
ɹࡏݱͰࠃಓ��߸ͱ+3ాބઢ
ͳͲͷ域ަ௨ͷൃୡʹΑΓࢢ
ͷೆͷޱؔݰͱͯ͠ࢢԽ͕͢͢
Έ৽͍͠地域ͮ͘Γ͕ਐΜͰ͍·
͢ɻ

ͮͪ͘·ձʢେ佂্ɺେ佂ೆʣɺେ佂地域࣏֤ࣗ
ΓਪਐձɺਓΫϥϒɺࢠͲձҭձɺୌ
ೆதֶ15ߍ"ɺୌٞࢢձٞһʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���� ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���� ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀大釡地域づくり懇談会

八幡館山からの眺望

大釡地域

େ佂地域େ佂地域

大釡地域
（R5.3.31）
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ަ௨ͷศ͕Α͘ɺԬʹ͍ۙͨΊɺΒ͍͢͠Ͱ͢ɻ
ࣗવڥͱ֗ࢢ地ͷόϥϯε͕͍͍Ͱ͢ɻ
৫ਓ݈ͮ͘߁ΓʹੵۃతͰ͢ɻ
ਓͱਓͱͷ͕ܨΓ͕ਂ͘ɺ͍݁ͷਫ਼ਆ͕͋Γ·͢ɻ
ա͍͢͝͠ީؾͰ͢ɻ
Ҵ͔࡞ΒՌथ·Ͱɺ͕ۀΜͰ͢ɻ
ਓ͍ͯ͑૿͕ޱΔ地͕۠͋Γ·͢ɻ

目指す！
地域の姿 みんなで創るふれあいと活気あるまち　大釡

地域の現状と課題

大
釡
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ॅ༻地͕গͳ͘ɺ·ͪͷൃలੑ͕͋Γ·ͤΜɻ
ंҠಈ͕ඞਢͰɺऀྸߴޙࠓΛத৺ʹަ௨ࢧԉ͕ඞཁͰ͢ɻ
ࡂΛఆͨ͠ରԠ͕ඞཁͰ͢ɻ
ಓ࿏උͳͲަ௨҆શର͕ࡦඞཁͰ͢ɻ
ΰϛࣺͯϚφʔ্͕ඞཁͰ͢ɻ
ੈଳ͕ଟ͍地۠Ͱઇࣺ͕ͯෆ͍ͯ͠·͢ɻ
׆ಈͷࢀՃ͕গͳ͘ɺؔ৺͕͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻू߹ॅʹॅΉਓͱͷߏங͍͠
ͱ͍ͯ͡ײ·͢ɻ

ࢠͲ͕গͳ͘ͳ͓ͬͯΓɺ൜໘Ͱෆ͕҆͋Γ·͢ɻ
غ์࡞ߞ地͕૿͑ɺཧ͕͘͠ͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ

大
釡
地
域
の
課
題

１．誰もが暮らしやすく、自然と市街地が調和したバランスがよいまち
҆શɾ҆৺ͳڥΛߏங͠ͳ͕Βɺपғͷࣗવͱ֗ࢢ地ͷόϥϯε͕Α͘ɺൃల͍ͯ͘͠·ͪʹ
͍͖͍ͯͨ͠Ͱ͢ɻ

２．「お互いさまの心」で安心して健康に暮らせる笑顔あふれるまち
ɻ͢·͠ࢦΔ地域Λ͕͕إͰস߁ΛཧղͰ͖Δ·ͪɻ݈͍ͦͯ͠ޓΓ͕ਂ͘ॿ͚߹͍ɺ͓͕ܨ

３．住民が交流し合い、住みたい・住み続けたいと思えるまち
ۀମݧΛ௨ͯ͠ܧঝʹऔΓΈɺॅΜͰ͍ΔʹͱΒΘΕͣʹΈΜͳ͕地域׆ಈʹࢀՃɾ
ަྲྀͰ͖Δ地域ʹ͍ͨ͠Ͱ͢ɻ



73

具体的な取組

１．誰もが暮らしやすく、自然と市街地が調和したバランスがよいまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ॅ地Λ͍ͨ͛Ͱ͢ɻ ٴࢢͼ地域ͷൃలͷͨΊɺࢢʹཁ͠·͢ɻ

Β͠ʹඞཁͳࢪઃΛཁ͠·͢ɻ
εϙʔπࢪઃɺళฮɺපӃɺۜߦͷΒ͠Λ͑ࢧΔࢪઃ༠கʹ͍ͭͯɺ
ཁ͠·͢ɻʹࢢ
ए͍ੈͷಇ͘ͷ֬อΛཁ͠·͢ɻ

ࡂରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ ۙਫଟ͘ɺपลͷ࣏ࣗձͱ࿈܇ͨ͠ܞ࿅Λݕ౼͠·͢ɻ
ඇৗ৯ͷࢼ৯ձͳͲɺ৽͍͠܇࿅ͷ࣮ࢪΛݕ౼͠·͢ɻ

ަ௨҆શରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ ݥةՕॴΛѲ͠ɺࢢʹཁ͠·͢ɻ
࣏ࣗձΛத৺ʹ͍ͯͬߦΔ׆ಈΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ɻ͢·͍ߦಈΛ׆ඒԽڥ
̏ճͷΫϦʔϯ࡞ઓΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ࢀՃऀ͕ݮগͳͷͰɺࢀՃऀ֬อͷΛ͍ߦ·͢ɻ
͝Έࣺͯϧʔϧͮ͘ΓΛ͍ߦɺपΛపఈ͠·͢ɻ

ಓ࿏ެަڞ௨ରࡦΛݕ౼͠·͢ɻ ͍ࡉಓ࿏ͷ֦෯උΛࢢʹཁ͠·͢ɻ
ެަڞ௨ͷॆ࣮Λࢢʹཁ͠·͢ɻ

２．「お互いさまの心」で安心して健康に暮らせる笑顔あふれるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ଓ͠·͢ɻܧΓͷऔΓΈΛͮ͘߁݈
ए͍ੈͷؔ৺ࣄΛௐɺاը͍͖ͯ͠·͢ɻ
ඦࡀମૢ͍͖͍͖αϩϯͷ׆ಈΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
地域ͷϥϯχϯάͷاըΛ͠·͢ɻ

ԉ͠·͢ɻࢧͷΒ͠Λऀྸߴ
Ώ͍ͮ͘ΓۀࣄΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
খֶߍͱͷ࿈ܞΛਤΓ·͢ɻ
ࢪऀྸߴઃͱ࿈͠ܞɺࡂରԠͳͲ一ॹʹ׆ಈΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ

ใͷॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ

ࡏݱͷใࢴͷॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ
ॅຽࢠͲͱࣄهΛॻ͘ΈΛͭ͘Γ·͢ɻ
ۀاͳͲ͔Βੜ׆ʹཱͭใΛͯ͠ࡌܝΒ͍·͢ɻ
地۠ͷࣔܝ൘Λ׆༻͠ɺճཡͰݟΕͨਓݟΒΕΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ
̨̨̣̝̥ͷ্ཱͪ͛Λ͍ߦɺ׆ಈΛհ͠·͢ɻ

Λ͑·͢ɻڥҭڭͲୡͷࢠ ॆ࣮ͨ͠ެԂʹͳΔΑ͏ɺࢢʹཁ͠·͢ɻ
εΫʔϧΨʔυͷ୲͍ख͕গͳ͍ͨΊɺෛ୲ͷগͳ͍Έͮ͘ΓΛ͠·͢ɻ

地域ͷྺ࢙Λେʹ͠·͢ɻ

େ佂୳ୂݕͷ׆ಈΛܧଓ͠·͢ɻ
地域ͷྺ࢙ΛֶͿ෭ಡ本Λ࡞͠ɺখֶߍͰ׆༻ͯ͠Β͍·͢ɻ
খதֶߍͰ地域ͷྺ࢙ΛௐͯΒ͍ɺใࢴͰհ͠·͢ɻ
େ佂ീ഼ۙ͘ٶʹू·Δ͜ͱ͕ग़དྷΔΛઃ͚·͢ɻ

３．住民が交流し合い、住みたい・住み続けたいと思えるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ঁੑɺए͍ੈ͓Αͼֶੜͷྗڠମ੍
Λͭ Γ͘·͢ɻ

ࢠͲձͱ࿈ۀࣄͯ͠ܞΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ
Πϕϯτޙͷ࠙ձΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ

地域શମͷަྲྀͷػձΛઃ͚·͢ɻ
Πϫφͷ͔ͭΈऔΓΛ෮׆Ͱ͖ΔΑ͏ݕ౼Λ͠·͢ɻ
େ佂୳ୂݕͷ׆ಈͱͯ͠ɺീ഼ؗࢁҨΛֶͿػձΛઃ͚·͢ɻ
ѫࡰΛަΘ͠ɺ͓͍ޓΛΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͮ͘ڥΓΛקΊ·͢ɻ

ަྲྀͰ͖Δॴͷ֬อʹΊ·͢ɻ
ീ഼ؗࢁͷۙ͘ʹறंͱτΠϨඋΛཁ͠·͢ɻ
େ佂ീ഼ٶͷಓΛ׆༻͠·͢ɻ
ޢچେମҭؗͷར༻Λଧ͠·͢ɻ

地域ݯࢿΛ׆༻͠·͢ɻ ίϛϡχςΟηϯλʔͷௐཧࣨΛ׆༻͠ɺ地࢈地ফΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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雫石街道日向一里塚

ฏ��ɹେ佂地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձઃཱ
ฏ��ɹീ഼ؗࢁҨ͕ଜࢦఆҨͱͯ͠ొ

̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
ࣰ木খֶߍ˞ ࣰ木தෑ �� ���ô����
ୌೆதֶߍ˞ ӏࣂୌ��ô� ���ô����
ୌۈ࿑ऀ
ɹɹମҭηϯλʔ˞ େ佂ߴ ��ô� ���ô����

େ佂地۠ίϛϡχ
ςΟηϯλʔ˞ େ佂֎ؗ���ô�

施設名 住所 問合せ先

Ԭܯॺ
େ佂றࡏॴ େ佂ീ഼લ���ô� ���ô����

ୌେ佂
؆қ༣ศہ େ佂ඓ���ô� ���ô����

̧̟ େ佂Ӻ ࣰ木໌๏ ��ô��
େ佂༮ஓԂอҭԂ େ佂֎ؗ���ô� ���ô����

雫石川塩の森渓谷

大釡八幡宮

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

大釡館遺跡



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ࣰ木࣏ࣗձɺ͠ͷ͗ເͮ͘ΓҕһձɺࢠͲձҭձɺਓ
ΫϥϒʢणձʣɺӴੜࢦಋһɺอ݈ਪਐһɺ৯ੜ׆վળਪਐ
һɺΏ͍ͬ͜ͷձɺୌೆதֶࣰߍ木地۠15"ɺࣰ木খֶߍ
15"ɺຽੜࣇಐҕһɺফஂୈ̎ஂɺ̟̖ঁੑ෦ʢࣰ木ʣɺ
ࣰ木ਆָอଘձɺεΫʔϧΨʔυɺ地域ॅຽʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���� ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀篠木地域づくり懇談会

田村神社と杉・桂の古木

篠木地域

篠木地域
（R5.3.31）

ɹͪͨࢲͷ地域ɺ͍ྺ࢙Λͭ࣋ਆֳࣰࣾ木
ਆָͳͲ౷ΛॏΜ͡Δ෩ͱ๛͔ͳਫݯࢿʹҭ·
Εͨਫా地ଳͱͯ͠ӫ͑ɺ໌
ॳͷެࣰཱ木খࢢʹ࣏̒
Λࡐɺଟ͘ͷਓ͠ߍ։͕ߍֶ
ੈʹૹΓग़͍ͯ͠·͢ɻ
ɹ地域ʹɺେᬺӺɺଟత
ઃࢪڞमηϯλʔͳͲͷެݚ
͕ઃஔ͞Εɺॅຽͷརศੑͷ
ͳ͕͍ͬͯ·͢ɻͭʹ্

ࣰ木地域ࣰ木地域
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ඒԽ׆ಈ͕͖ߦಧ͖ɺ҆શͰ੩͔ͳॅ͕͋ڥΓ·͢ɻ
େ佂Ӻओཁಓ࿏ɺߴಓ࿏͕ۙ͘རศੑ͕͘ߴɺެࢪڞઃॆ࣮͍ͯ͠·͢ɻ
ాԂ෩ܠʹғ·ΕࣗવΛָ͠Ή͜ͱ͕ग़དྷ·͢ɻ
ࣰ木ਆָాଜਆࣾͷࡇΓͳͲ౷తͳັྗ͕͋Γ·͢ɻ
ऀྸߴ͕͋ؾݩΓॅຽͷަྲྀ͕ൃ׆Ͱ͢ɻ
地域ͷ͕ྑ͘ɺ࿈͕ܞͱΕ͍ͯ·͢ɻ

目指す！
地域の姿 伝統的な文化を継承し、豊かな人材を育てる里　篠木

地域の現状と課題

篠
木
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ಓ࿏ɺ௨ֶ࿏ͷ҆શ֬อ͕ඞཁͰ͢ɻ
ങ͍௨ӃͳͲҠಈ͕͍͠ํʑͷαϙʔτ͕ඞཁͰ͢ɻ
ӽલԃͷߑਫͳͲͷࡂର͕ࡦ·Ε·͢ɻ
ऀྸߴͷݟकΓମ੍ڧԽ͕ඞཁͰ͢ɻ
୲͍खෆΛ͡Ίͱ͠ɺྺ࢙ɾ౷ͷঝ͕ෆ҆Ͱ͢ɻ
ࢠͲ͔Βऀྸߴ·Ͱ͕ަྲྀ͢Δ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
৽͍͠ॅຽͱͷަྲྀ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
地域׆ಈͷاըͱਓ͕ݻఆԽ͍ͯ͠·͢ɻ

篠
木
地
域
の
課
題

１．健康で安心して、快適で便利に暮らしていけるまち
ަ௨҆શࡂରࡦΛਪਐ͠ͳ͕Βɺަ௨໘ͷརศੑ্Λ͠ࢦɺશੈ͕ॅΈ͍͢地域Λ
ͭ͘Γ·͢ɻ

２．豊かな自然や長い歴史と伝統が残り、住み続けたい、
　　　　　　　　　　　　　　　住んでみたい、戻ってきたいと思えるまち

ঝ͍͖ͯ͠·͢ɻܧʹੈ࣍ΒͳΔඒ͍ࣗ͠વΛकΓɺ͔ܠͱ౷ɺͦͯ͠ాԂ෩࢙ྺ

３．地域のみんなでつながり合い、協力し合う元気なまち
શͯͷ地域ॅຽ͕૬ޓʹίϛϡχέʔγϣϯ͕ͱΕɺੈ͕ؔͳָ͘͠ΊΔ׆ಈ͕ߦΘΕɺ֎
෦ަྲྀΜͳ地域ʹ͠·͢ɻ
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１．健康で安心して、快適で便利に暮らしていけるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

交通・移動支援を行います。 ަ௨ऑऀରࡦΛࢢͱ一ॹʹݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ
ങ͍௨ӃΛࡍ͏ߦͷަ௨खஈͷ֬อͷݕ౼Λ͍ߦ·͢ɻ

健康づくりをします。

͍͖͍͖αϩϯࡀ���ମૢͳͲͷ݈ͮ͘߁ΓΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
݈ͮ͘߁ΓࢧԉऀΛத৺ʹੜ׆श׳පϑϨΠϧ

ㅣ
ͷ༧ʹऔΓΈ·͢ɻ

ʢ ʮ˞ϑϨΠϧʯͱɺՃྸ࣬ױʹΑΓମతɾਫ਼ਆతͳػ͕ঃʑʹਰ͑ɺ·
ͨɺࣾձੑ͕Լͨ͠ঢ়ଶͷ͜ͱɻʣ

高齢者や要支援者の支援をします。
ຽੜҕһΏ͍ͬ͜ͷձͷڠಇʹΑΔݟकΓ׆ಈΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ऀྸߴͷআઇࢧԉΛܧଓ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ
͝Έग़͠ࢧԉΛܧଓ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ

防災活動を進めます。 ࣏ࣗձফஂ͕த৺ͱͳͬͨආ܇࿅Λܧଓ࣮ͯ͠͠ࢪ·͢ɻ
ফஂͷ୲͍ख֬อͷͨΊɺ͖͔͚ͬͮ͘ΓΛ͍ߦ·͢ɻ

交通安全対策を行います。 εΫʔϧΨʔυ͕த৺ͱͳΓɺࢠͲͷ҆શରࡦΛਐΊ·͢ɻ

道路の危険箇所を整備します。 ࣏ࣗձ͕த৺ͱͳΓɺ౿ͳͲͷݥةՕॴΛѲ͠ɺࢢվળΛཁ
͠·͢ɻ

２．豊かな自然や長い歴史と伝統が残り、住み続けたい、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住んでみたい、戻ってきたいと思えるまち

取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ಈΛਐΊ·͢ɻ׆ඒԽڥ

地域શମͰͷΫϦʔϯ࡞ઓͷ࣮ࢪΛ͠ࢦ·͢ɻ
Ֆஃඋɺ࣏ࣗձɾ̟̖ঁੑ෦ɾࢠͲձɾणձͱ࿈͠ࢪ࣮ͯ͠ܞ·
͢ɻ
ӽલԃͷڥඋɺເͮ͘Γҕһձ地վྑ۠ͱڞಉͯ͠ܧଓ͠·͢ɻ
ࢀՃऀͷ૿ՃΛਤΓ·͢ɻ

ాଜਆࣾͷࡇయΛΓ্͛·͢ɻ ͋ΒΏΔੈָ͕͠ΊɺؔΘΔ͜ͱ͕ग़དྷΔاըΛ͖͍ͯ͑ߟ·͢ɻ
ࢀՃऀͷຬ͕͍ߴ༰Λ͢ٻΔͨΊɺؔ ɻ͢·͖͍ͯٞ͠ڠମͰஂ

ࣰ木ਆָΛঝ͍͖ͯ͠·͢ɻ ੵۃతʹΠϕϯτʹࢀՃΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ऀܧޙͷҭʹΊ·͢ɻ

ӽલԃͷ׆༻Λਪਐ͠·͢ɻ ΧϫγϯδϡΨΠͷਫੜੜΛݟΔࣗવ؍ձΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ
ӽલԃΛา͖ͳ͕Βɺ地域ͷྺ࢙ΛΔΑ͏ͳΠϕϯτΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ

３．地域のみんなでつながり合い、協力し合う元気なまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ΠϕϯτͷاըΛ͠·͢ɻ

ࢀՃऀ͕ݻఆԽͤͣɺΈΜͳָ͕͠ΊΔϨΫϦΤʔγϣϯͳͲΛاըɺ࣮
ɻ͢·͠ࢪ
େ佂ӺެԂͳͲ地域ͷࢪઃΛ׆༻͠ͳ͕Βɺଟ͘ͷਓ͕ΊΔΑ͏ͳۭ
ؒͮ͘ΓʹऔΓΈ·͢ɻ

ͷଞ地域ͱ৽͍ͭ͠ͳ͕ΓΛͭ͘ࢢ
Γ·͢ɻ ใަɺࡂରࡦͷ࿈ܞͳͲɺۙྡͷ地域ͱͷͭͳ͕ΓΛͪ࣋·͢ɻ

৽͍͠ॅຽͱͷͭͳ͕ΓΛͭ͘Γ·͢ɻ 地域׆ಈʹڵຯΛͬͯ͘ΕΔΑ͏ͳ͖͔͚ͬͮ͘ΓʹΊ·͢ɻ
15"ͷΞϓϩʔνΛ͠·͢ɻ

地域ॅຽͷͭͳ͕ΓΛอͪ·͢ɻ ѫࡰΛେʹ͠ɺʮ͍͋ͭ͞ӡಈϚʔΫʯͷඋͳͲӡಈΛਐΊ·͢ɻ
地域ͷ༷ʑͳஂମͱͷ࿈ܞΛਤΓ·͢ɻ

具体的な取組



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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篠木跨線橋と岩手山

̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
ࣰ木খֶߍ˞ ࣰ木தෑ �� ���ô����
ୌࢢଟతݚम
ηϯλʔ ࣰ木ௗ୩ฏ�� ���ô����

େ佂Ӻલίϛϡχ
ςΟηϯλʔ ࣰ木໌๏ ��ô�� ���ô����

施設名 住所 問合せ先

Ԭܯॺ
େ佂றࡏॴ େ佂ീ഼લ���ô� ���ô����

ୌࢢফஂ
ୈ̎ஂಮॴ ࣰ木ࠇാ���ô�

̧̟ େ佂Ӻ ࣰ木໌๏ ��ô��

篠木神楽

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間

石川啄木の妻・節子の碑

篠木小学校



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺాԂ෩ܠܙ·Εͨࣗવɺେా২
͑གྷΓɺେ͞Μ͞གྷΓͳͲ౷จԽͷ΄͔ɺखଧͪͦ
ࠄࡶྉཧͳͲͷ๛͔ͳ৯จԽɺഅͱਓ͕ڞੜ͢Δ
ೆ෦ۂΓՈͳͲͷ༷ʑͳ地域ݯࢿ
͕͋Γɺྺ࢙తͳ࢈ࡒจԽΛେ
ʹ͢Δ෩͕͋Γ·͢ɻ
ɹ·ͨɺऀྸߴͱͷަྲྀձࡂ
ݕɾڥඒԽ׆ಈͷίϛϡχ
ςΟ׆ಈ͕ΜͰ͋Γɺఆॅ͢͠
͍Α͏ͳؾ׆ͷ͋Δ地域ͮ͘Γ͕
ల։͞Ε͍ͯ·͢ɻ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀大沢地域づくり懇談会

南部曲り家とチャグチャグ馬コ

大沢地域

大沢地域
（R5.3.31）

େ地域େ地域

େ࣏ࣗձɺେ地域ͮ͘ΓਪਐٞڠձɺਓΫϥϒɺ
ɺফୈ̏ஂɺ්"15ߍͲձҭձɺୌೆதֶࢠ
ਓձɺٞࢢձٞһɺۀҕһɺຽੜࣇಐҕһɺؠखࢁ
地վྑ۠ཧࣄɺେۀৼڵਪਐ߹ɺେՈ߹
ʢॱෆಉʣ
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ଟੈੈଳ͕ଟ͘ɺੈؒަྲྀ͕ಘҙͰ͢ɻͦͯ͠ɺ地域ͷྗڠମ੍͕͓ͬͯΓɺ͍݁ͷ
৺͍ࢥΓ͡ײΒΕɺ݁ଋྗ͕͋Γ·͢ɻ

ࢠͲ͔Βऀྸߴ·ͰੑผΘͣؾݩͳਓ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ
͍͍͕࣏҆Ͱ͢ɻ
ాԂ෩ܠɺਫͷͤͤΒ͗ͳͲͷࣗવ͕ڥΑ͘ɺ͕ۀΜͰ͢ɻ
݈ͮ͘߁ΓʹੵۃతͰɺίϛϡχςΟͱͯ͠Γ্͕͍ͬͯ·͢ɻ
ڷܳɺೆ෦ۂΓՈͳͲɺྺ࢙ͱ౷͕͋Γ·͢ɻ
Ԭۙ͘ɺॅΈ͍͢地域Ͱ͢ɻ

目指す！
地域の姿

豊かな田園風景や地域の持つ自然、歴史を大切にし、
　多様な人々が真心でふれあうやすらぎのある郷づくり

地域の現状と課題

大
沢
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ಓɺྛಓɺେ͖͍थ木ͳͲಓ࿏උɺަ௨҆શ֬อʹ՝͕͋Γ·͢ɻ
木ͷെ࠾ͳͲͰ͕؍ܠѱ͘ͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ
୲͍खෆ͋Γɺྺ࢙౷ͷܧঝ͕͘͠ͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ྸߴԽʹ͍ɺങ͍ऑऀɺۭ͖Ոɺغ์࡞ߞ地૿͖͍͑ͯͯ·͢ɻ
ࡂͷऔΓΈΛͬͱਐΊΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
ܭࢢըͷؔͰॅΛͮͯݐΒ͍ॴͰ͢ɻ
৽͍͠ັྗͮ͘Γ͕ඞཁͰ͢ɻ

大
沢
地
域
の
課
題

１．誰にでもやさしく思いやりと気づかいのある、住みやすいまち
Ͱ҆৺ɾ̓߁ͷΈͳΒͣશһ͕݈ऀྸߴΓͳͲʹ地域ͱͯ͠औΓΈɺͮ͘߁݈ શͳΒ͠ͷதɺ
๛͔ͳࣗવڥͱڞଘ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ग़དྷΔ·ͪʹ͠·͢ɻ

２．住民どうしが交流しながら、
　　　　　　　　　　若年層が定住しやすい元気な地域コミュニティのまち

ੲ͔Βͷஂ݁ྗΛେʹɺશੈ͕ؾݩͰྑ͘ަྲྀ͠ɺए͍ੈ͕׆ಈʹࢀՃ͠ͳ͕Βɺఆॅ
ͨ͘͠ͳΔΑ͏ͳ·ͪʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

３．地域の大切な財産や資源を活用した、新しい魅力づくりを行うまち
ͳ͑ߟ༺׆Λେʹ͠ɺ͞ΒͳΔ࢈ࡒͱݯࢿͳͲͷ地域ۀͰେʹ͖ͯͨ͠౷ܳ·ࠓ
͕Β৽͍͠ັྗͷग़ͱൃ৴Λ͍͖ͯ͠·͢ɻ
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具体的な取組

１．誰にでもやさしく思いやりと気づかいのある、住みやすいまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ࣗવڥΛҡ࣋͠·͢ɻ
అͤͤΒ͗ެԂΛ៉ྷʹཧ͠·͢ɻ
ాߞٳΛ߹Խͯ͠උΛ͠·͢ɻ
ϗλϧɺϚΩΨΠɺλχγͳͲͷࣗવ؍ձΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ

Β͠ͷ҆શରࡦΛਐΊ·͢ɻ ࡂࢱϚοϓΛ׆༻͠ɺආํ๏ݟऀྸߴकΓʹ͖͍ͯ͛ܨ·͢ɻ
ྡ地域ͱ一ॹʹݕ͍ͯͭʹࡂ౼Λ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ΓΛਐΊ·͢ɻͮ͘߁݈
݈ͮ͘߁ΓۀࣄΛܧଓ͠·͢ɻ
৽͍͠ΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ
ࢁཬඋۀࣄͰ৫͍ͯ͠Δ̎ͭͷஂମΛத৺ʹɺࡦࢄίʔεΛඋ͠·͢ɻ

ͲΛେʹ͠·͢ɻࢠ ूམηϯλʔྡͷެԂΛɺͬͱར༻ͯ͠Β͑ΔΑ͏͠·͢ɻ
ࢠͲʹͱͬͯ҆શͳ༡ͼͷݕ౼Λ͠·͢ɻ

·Ί͍͖ͯٻͷΒ͢͠͞Λऀྸߴ
͢ɻ

ઇ͔͖ϘϥϯςΟΞΛܧଓ͠·͢ɻ
ҠಈൢചΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
߹γεςϜͷݕ౼ΛਐΊ·͢ɻ

ަ௨҆શରࡦΛਐΊ·͢ɻ ಓ࿏༻地ͷ木ͷെ࠾Λࢢʹཁ͠·͢ɻ
௨ֶ࿏ͷݸݥةॴΛѲ͠ɺࢢʹཁ͠·͢ɻ

２．住民どうしが交流しながら、若年層が定住しやすい元気な地域コミュニティのまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ΠϕϯτͷܧଓΛ͠·͢ɻ ͓͓͞ΘࡇΓ͓͓͞ΘจԽࡇΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ଟ͘ͷདྷऀΛಘΒΕΔΑ͏ɺΛ͠·͢ɻ

ίϩφՒͰ։࠵Ͱ͖ͳ͔ͬͨऔΛ෮
ɻ͢·͖͍ͯ͠׆

ՆࡇΓɺӡಈձɺܟձͳͲɺίϩφՒͰத͍ͨͯ͠ࢭΠϕϯτΛ෮͞׆
͍͖ͤͯ·͢ɻ

ੈؒަྲྀΛੜΈग़͢৽͍͠ΈΛ
ͭ͘Γ·͢ɻ

େ͔Δͨͱقઅͷه࣌ࡀΛ׆༻͠·͢ɻ
ా২͑ମݧҴמΓମݧͳͲɺ地域ͷจԽʹ৮ΕΔػձΛઃ͚·͢ɻ

ए͍ੈͷ地域׆ಈͷࢀՃΛଅ͠·
͢ɻ

*5ؔ࿈ͷࣨڭΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ
4/4Λ͍ɺए͍ੈ地域׆ಈʹࢀՃͰ͖Δ͖͔͚ͬͮ Γ͘Λ͍ߦ·͢ɻ

ए͍ੈ͕ఆॅ͍ͨ͠ͱ͑ࢥΔ地域Λ
͠ࢦ·͢ɻ 地ͷ੍نʹ͍ͭͯɺࢢʹཁΛଓ͚·͢ɻ

３．地域の大切な財産や資源を活用した、新しい魅力づくりを行うまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

৯จԽΛ͔͠׆·͢ɻ ͦʢ͝Μീͦʣɺ͖ͼͩΜ͝ɺ௮ͳͲɺ地域ͷ৯จԽΛհ͠·͢ɻ
地域֎ͷਓΛট͍ͯɺ地域ͷ৯ͷΠϕϯτΛ։͠࠵·͢ɻ

地域ݯࢿͷར׆༻Λ͑ߟ·͢ɻ
େͷೆ෦ۂΓՈͷอଘʹ͚ͨऔΓΈΛݕ౼͠·͢ɻ
େֶͱ࿈ͯ͠ܞɺݚमͳͲΛ͍ߦ·͢ɻ
ࢢຽԂͷ࣮͚ͯʹࢪɺۀҕһձʹ૬ஊ͠·͢ɻ

౷ܳΛकΓ·͢ɻ ా২͑གྷΓܧঝʹ͚ͯɺࣰ木খֶߍͱ͠ྗڠ·͢ɻ
ಈըࡱӨ͠ɺܧঝൃ৴ʹ׆༻͠·͢ɻ

ए͍ੈͱ͖͍ͯ͠ྗڠ·͢ɻ
ए͍ੈͷχʔζѲͱກͷͨΊɺࢠͲձͷू·Γʹ࣏ࣗձࢀՃ͠
·͢ɻ
ए͍ੈָ͠ΊΔاըΛ͍ߦɺ一ॹʹ׆ಈΛ͠·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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ฏ��ɹେ地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձઃཱ ̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
େอҭԂ େԃ߹��ô� ���ô����
ࣰ木খֶߍ˞ ࣰ木தෑ �� ���ô����
ୌೆதֶߍ˞ ӏࣂୌ��ô� ���ô����
େूམηϯλʔ˞ େԃ߹��ô�

施設名 住所 問合せ先

̟̖ ৽͍ΘͯϚςϦ
Ξϧηϯλʔ େࢠ��� ���ô����

ೆ෦ۂΓՈ౻ఛ େෑ �� ���ô����

大沢保育園

岩手山と田園風景

大沢かるた

大沢さんさ踊り

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

大沢田植え踊り



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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チャグチャグ馬コ

鵜飼地域

ɹͪͨࢲͷ地域ɺؠखࢁͷோాԂ෩͕ܠૉΒ͠
͘ɺࢢॴ૯߹ެԂɺϏοάϧʔϑୌͳͲͷެࢪڞ
ઃ૯߹පӃ͕͋Γɺॅ͕ڥඋ͞Εͨࢢͷத৺地域
Ͱ͢ɻ
ɹຖ݄̒ͷୈ༵̎ʹ։͞࠵Ε
Δνϟάνϟάഅίʹɺݝ֎
͔Βେͷ٬͕ޫ؍地域Λ๚Εେ
มΘ͍·͢ɻ
ɹޙࠓɺத৺ڌඋʹΑΓɺ地
域ͮ͘Γͷத৺地ͱͯ͠ൃల͕ظ
͞Ε·͢ɻ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���� ਓ ����ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���� ੈଳ ����ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀鵜飼地域づくり懇談会

鵜飼地域
（R5.3.31）

ӏࣂ地域ӏࣂ地域

தԝɺୌύʔΫλϯɺࣂೆɺӏࣂձʢӏ࣏֤ࣗ
্ͷࢁɺ্ӏࣂɺӏࣂԹઘɺୌχϡʔλϯʣɺ
ਓΫϥϒɺࢠͲձҭձɺதֶ̖̩̥ߍ ɺຽ
ੜࣇಐҕһɺফஂୈ̐ ʢஂॱෆಉʣ
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ࢢͷத৺ͱͯ͠ɺώτͱϞϊ͕ू͞Ε͍ͯ·͢ɻ
๛͔ͳࣗવͱศརͳΒ͠ͱͷόϥϯε͕ྑ͍Ͱ͢ɻ
࣏ࣗձͱࢠͲձɾ地۠15"ͷ৴པؔங͚͓ͯΓɺ地域͕一ॹʹͳͬͯࢠͲΛҭͯΔ
งғ͕͋ؾΓ·͢ɻ
ؠखࢁɺνϟάνϟάഅίɺَӽલਆࣾͳͲɺྺ࢙౷ɺތΓ͕͋Γ·͢ɻ
ੲͳ͕Βͷಓ෯͕͍ͯͬΔॴ͋Γɺ΄ͬͱ͠·͢ɻ
όε࿏ઢଟ͋͘Γɺަ௨ͷศ͕ྑ͍Ͱ͢ɻ

目指す！
地域の姿

地域の現状と課題

鵜
飼
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

地域ͷ୲͍ख͕ෆ͖͍ͯͯ͠·͢ɻ
地域ݯࢿͷ׆༻ 13͕Γͳ͍Ͱ͢ɻʢ٬ޫ؍ͷؒ࣌ࡏΛ૿ͯ͠地域ࡁܦʹݙߩͰ͖
ΔΑ͏ͳֻ͚Λʣ
ަ௨ྔ͕ଟ͍ಓ࿏ͷަ௨҆શରࡦಓ࿏ͷඋʹ՝͕͋Γ·͢ɻ
ັྗ͋ΔެԂͳͲͷ༡ͼ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
ҿ৯ళͳͲগͳ͘ɺΘ͍͕ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ
域తͳࢹͰ地域͕ൃల͍͖ͯ͘͠Ͱ͢ɻ

鵜
飼
地
域
の
課
題

１．滝沢市の中心として、賑わいと活気のあるまち
Λͬͯࢹ域తͳΈΛੜ͔͠ͳ͕ΒڧΛ༗͓ͯ͠Γɺͦͷػઃͱࢪͷத৺ͱͯ͠ଟ͘ͷࢢ
地域ͮ͘ΓʹऔΓΈ·͢ɻ

２．自然の豊かさと歴史の誇りが残り、快適で安全な暮らしができるまち
Ͳ͔ࢠͷதɺνϟάνϟάഅίͳͲͷ౷कΓͭͭɺڥΛදͱ͢Δ๛͔ͳࣗવࢁखؠ
Βऀྸߴ·Ͱ҆৺ͯ͠Β͢͜ͱͷͰ͖Δ·ͪΛ͠ࢦ·͢ɻ

３．みんなで仲良く交流し、地元愛を育むことができるまち
ए͍ੈͷ地域׆ಈࢀՃΛଅ͠ͳ͕Βɺ地域֎ͱͷަྲྀਐΊΔ͜ͱͰؔਓޱΛ૿͠·͢ɻ
ΓʹऔΓΈ·͢ɻͮͪ͘·ʹڞԽ͠ͳ͕Βڧମ੍ྗڠͱͷࢢͨ·

チャグチャグ馬コ発祥の地として栄える、
　　　　　　　　　　住みよく、活気にあふれるまち
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具体的な取組

１．滝沢市の中心として、賑わいと活気のあるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

૯߹ެԂϏοάϧʔϑୌΛͬͱ׆
༻͠·͢ɻ

ਓҭͯͷɺֶͼͷͱͯ͠اըɾ࣮͠ࢪ·͢ɻ
ใ׆ಈΛੵۃతʹ͍ߦͳ͕Βར༻Λ૿ͭͭ͠ɺগਓͰاըར༻͕Ͱ
͖ΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ

ίϯύΫτͳ地域ͮ͘ΓΛਐΊ·͢ɻ ັྗతͰίϯύΫτͳ地域ͮ͘ΓΛݕ౼͠·͢ɻ

ͷΛ֬อ͠·͢ɻ༺ޏ
ब࿑ࢧԉͷ࣮͍ͯ͠ࢪΔԂͱ࿈͠ܞɺޏ༻ͷͱͯ͠ͷۀΛਪਐ͠·͢ɻ
ՈͱେֶΛ͖͍ͯ͛ܨ·͢ɻ
ۀॳ৺ऀͷӦࢧԉΛ͍ߦ·͢ɻ

Ոͷ୲͍खෆʹऔΓΈ·͢ɻ
ڞಉ߹ͷ৫ԽΛݕ౼͠·͢ɻ
ߍߴۀେֶͱ一ॹʹՈͷब৬Λࢧԉ͠·͢ɻ
Ո͕ओମͱͳΓɺߦͱͷ࿈ܞΛڧԽ͠·͢ɻ

ΓʹऔΓΈ·͢ɻͮ͘߁݈ ͍͖͍͖αϩϯͷ׆ಈΛܧଓ͠·͢ɻ

２．自然の豊かさと歴史の誇りが残り、快適で安全な暮らしができるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ձΛઃ͚·͢ɻػจԽΛΔ࢙ྺ ڭҭҕһձʹΑΔӏࣂ地域ͷྺ࢙จԽΛΔग़લ࠲ߨΛґཔ͠·͢ɻ
ӏࣂͷ໊ॴΛ८ΔπΞʔΛاը͠·͢ɻ

νϟάνϟάഅίΛͬͱ׆༻͠·͢ɻ
͓ࡇΓɺ地域׆ಈΛͤ͞ݧܦɺ୲͍खΛҭͯ·͢ɻ
νϟάνϟάഅίͱۀɺϚϥιϯͳͲͱͷ࿈ۀࣄܞΛݕ౼͠·͢ɻ
͞ΒͳΔΓ্͛ΛਤΔͨΊɺࢢʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ಈΛਐΊ·͢ɻ׆ඒԽڥ

֤࣏ࣗձʹΑΓ࣮͍ͯ͠ࢪΔڥඒԽ׆ಈΛܧଓ͠·͢ɻ
ଟ͘ͷࢀՃΛಘΒΕΔΑ͏ɺΛ͠·͢ɻ
ࢢͱͱʹۭ͖ՈͷמΓʹ͍ͭͯݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ
ॾᷤपลͷࡩฒ木උΛ͠ɺू٬ʹΊ·͢ɻ

ҭ͍ͯ͢͠·ͪʹ͠·͢ɻࢠ 地域ͷެԂʹ༡۩͕গͳ͍ͨΊɺࢢʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ެԂͷמΓΛॅຽͰ͖͍ͯ͠ྗڠ·͢ɻ

ಈΛਐΊ·͢ɻ׆कΓݟͷऀྸߴ ຽੜҕһʹΑΔݟकΓ׆ಈΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
εϚϗͳͲͰՈΛ֬ೝͰ͖ΔΑ͏ͳΈΛݕ౼͠·͢ɻ

ަ௨҆શରࡦಓ࿏උΛਐΊ·͢ɻ ࣗసंͷϚφʔ্ʹΊΔͱͱʹɺࢢʹඋཁΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ಓ࿏ͷ֦෯ʹ͍ͭͯɺࢢʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ

֗࿏౮ɾ൜౮ͷܧଓతඋ͕ඞཁͰ͢ɻ ֗࿏౮൜౮ͷඋ͕ඞཁͳՕॴΛѲ͠ɺܧଓͯ͠ࢢʹཁΛ͍͖ͯ͠·
͢ɻ

３．みんなで仲良く交流し、地元愛を育むことができるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ॅຽؒͷަྲྀΛͬͱൃ׆ʹ͍͖ͯ͠·
͢ɻ

ϏοάϧʔϑୌͳͲΛͬͱ׆༻ͯ͠ɺΈΜͳ͕ࢀՃͰ͖ΔΠϕϯτΛܧଓɾ
ը͠·͢ɻʢઇ·ͭΓɺઇ͔͋Γɺເ͔͋ΓͳͲʣا
ࣗӴୂۀاͷྗڠଧ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ಈΛ׆ձһͷ୲͍खए͍ੈͷ࣏ࣗ
૿͠·͢ɻ

-*/&ͳͲͷπʔϧ׆༻ͯ͠ɺใΛ͍͖͑ͯ͘͢͠·͢ɻ
ϦϞʔτձٞͳͲಋೖ͢ΔͳͲɺۀࣄͷݕ౼ݟ͠Λ͍ߦɺࢀՃڥΛͭ
͘Γ·͢ɻ

৽͍͠ॅຽͱͷަྲྀΛ૿͠·͢ɻ ަྲྀͷػձ͕ੜ·ΕΔاըΛݕ౼͠·͢ɻ

ͲୡͷަྲྀΛ૿͠·͢ɻࢠ
খֶੜͷۀࣄߍొࢠΛ։࢝͠·͢ɻ
ݯࢿճऩΛࢠͲձͱ一ॹʹ࣮͠ࢪ·͢ɻετοΫϠʔυͷ׆༻͍ߦ·͢ɻ
ֶߍͱ地域ͷͭͳ͕ΓΛڧԽ͠ɺใڞ༗Λ͍ߦ·͢ɻ

ใڞ༗ͷڧԽΛਤΓɺใ׆ಈʹ͛ܨ
͍͖ͯ·͢ɻ

ୌφϏΛ׆༻͠ɺ地域ͷใΛ͖͍ͯ͠ࡌܝ·͢ɻ
εϚϗࣨڭΛ࣮͠ࢪɺ地域ͷଟ͘ͷํ͕εϚϗͰใަใڞ༗Λ͑ߦΔ
Α͏ͳͮ͘ڥΓΛ͍ߦ·͢ɻ
ʹ߹ͬͨใަํ๏ݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ

ಇͨ͠地域ͮ͘ΓΛਐΊ͍͖ͯڠͱߦ
·͢ɻ

ߦͱ地域ͷڮ͠Λ͢Δࢧԉ৬һΛ׆༻͍͖ͯ͠·͢ɻ
ߦͱ地域ͷׂΛ໌֬ʹ͍͖ͯ͠ɺใڞ༗͍͖ͯ͠·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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馬コ踊り

ɹӏࣂ地域ত��ࠒɺଜ地域Ͱӏ࣏ࣗࣂձͷΈͰ͕ͨ͠ɺত��
Ҏ߱ୌχϡʔλϯɺ্ͷஂࢁ地ɺୌύʔΫλϯͳͲେখͷ地։ൃ
͞Ε͓ͯΓɺߏձͰ࣏̓ͭͷࣗࡏݱɻͨ͠·͠૿ٸ͕ޱઃඋ͕ਐΈਓࢪ
അͬ͜ɾΞϠϝԂͷඋɺॾᷤͷࡩฒ木Ⴉఆۀ࡞ɺߦਐͷഅίགྷΓʢڞ
ɻ͢·͍ͯͬߦʣͳͲΛ࠵

̔ ʢؒྩ̒ʙྩ
��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
ୌࢢॴ தӏࣂ �� ���ô����
Ϗοάϧʔϑୌ˞ Լӏࣂ�ô�� ���ô����
ୌࢢ
ࣾձٞڠࢱձ தӏࣂ ��ô� ���ô����

ୌࢢϑΝϛϦʔ
αϙʔτηϯλʔ தӏࣂ ��ô� ���ô����

施設名 住所 問合せ先
ӏࣂখֶߍ˞ ӏࣂಎാ ��ô� ���ô����
ୌೆதֶߍ˞ ӏࣂୌ��ô� ���ô����
ӏࣂอҭԂ ӏࣂ�ô� ���ô����
ೝఆ͜ͲԂ;͡ͳ
Ͱ͜͜͠ͲԂ ӏޅࣂಎ�ô��� ���ô����

૯߹ެԂମҭؗ˞ ӏޚࣂఉా�ô� ���ô����

眼下の鵜飼地域

諸葛川の桜並木

鬼越蒼前神社

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

馬っこ広場の清掃活動



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺؠखࢁͷʹҐஔ͠ɺઓޙʹ։ೖ
২͞Εɺཙɺྫྷߴ地ࡊੜ
ઐ༻地域Ͱ͢ɻۀͳͲͷ࢈
༤େͳࣗવΛഎܠʹɺҌֻࢁɺ
૬ͷͳͲͷ地域ݯࢿ
͋Γɺདྷ๚ऀଟ͍地域ͱ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹਓޱͷগͳ͍地域Ͱ͕͢ɺ
ͰʮឺʯΛ·ऀྸߴͲ͔Βࢠ
େʹͨ͠地域ͮ͘ΓΛਐΊ
͍ͯ·͢ɻ

Ӛෑ࣏ࣗձɺӚෑ͍͖͍͖��ਪਐҕһձɺ
ফஂୈ��ஂɺӚෑখதֶ15ߍ"ɺਓΫ
ϥϒɺࢠͲձҭձɺ地域ऀۀࣄɺ地域ॅ
ຽʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀姥屋敷地域づくり懇談会

新鬼越池と岩手山

姥屋敷地域

Ӛෑ地域Ӛෑ地域

姥屋敷地域
（R5.3.31）
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य़ࢠ୩地͔ΒΉࢁฒΈɺੴਗ਼ਫͷܠ৭ɺͷͲ͔ͳଜ෩ܠͳͲࣗવͷ๛͔͕͋͞Γɺͷͼ
ͷͼࢠҭͯΛ͢Δͷྑ͍ڥͰ͢ɻ
ؠखࢁΛத৺ͱͨ͠ࢁʑʹ͍ۙͰ͢ɻ
地域ަྲྀͷ͋Δ͓ࡇΓ͕͋Γ·͢ɻ
ਫϦεΫ͕গͳ͍地域Ͱ͢ɻ
εϚʔτΠϯλʔνΣϯδʹΑΓަ௨ͷศ͕ྑ͘ͳΓ·ͨ͠ɻ
আઇର͔͕ͬ͠ࡦΓ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

目指す！
地域の姿

地域の現状と課題

姥
屋
敷
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ಓ࿏͕ڥѱ͍ॴ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ
ࣗՈ༻ं͕ඞਢͰަ௨໘ʹෆ͕҆͋Γ·͢ɻ
σδλϧ์ૹɺܞଳిͷి͕ڥѱ͍Ͱ͢ɻ
ਓݮޱগ͕ਂࠁͰɺখதֶߍଘଓͷٞڠඞཁʹͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ
ྸߴԽʹΑΓɺ֤͕ۀ࡞͘͠ͳ͍ͬͯΔੈଳ͕૿͍͑ͯ·͢ɻ

姥
屋
敷
地
域
の
課
題

１．子どもからお年寄りまで、みんなが元気で安心して暮らせるまち
ಓ࿏ڥަ௨ڥͷվળΛཁ͠ɺ地域ࡂʹऔΓΈͳ͕ΒɺࢠͲ͔Β͓دΓ·Ͱ͕
҆৺ɾ҆શͳΒ͕͠ग़དྷΔ·ͪʹ͠·͢ɻ

２．豊かな自然を守るとともに、地域の資源を活用したまち
ࠜʹݩͷࣗવΛकΓͳ͕Βɺ地؍ܠ୩地ɺੴਗ਼ਫͳͲૉΒ͍͠ࢠΛ͡Ίͱͯ͠ɺय़ࢁखؠ
͍͍ͯΔཙɾۀͷΓ্͛ਤΓͳ͕Βɺ৽͍͠ັྗͮ͘ΓʹऔΓΈ·͢ɻ

３．住民が交流し合い、住みたい・住み続けたいと思えるまち

ਓݮޱগͷதͰɺ地域ͰྗڠɾަྲྀΛେʹ͠ɺΠϕϯτΛ௨ͯ͠ੈؒަྲྀଓ͚͍͖ͯ·͢ɻ

健康をつくる白い牛乳、緑の野菜、
　　　　　　　　住むならばお山のふところ　姥屋敷 
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具体的な取組

１．子どもからお年寄りまで、みんなが元気で安心して暮らせるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ɻ͢·্ͤ͞௨ͷརศੑΛަڞެ
σϚϯυަ௨ͷࣾձ࣮͔ͨͨͬྑ͕ݧΊɺܧଓΛཁ͠·͢ɻ
पลͷ地域ͱ一ॹʹެަڞ௨ʹ͍ͭͯ͑ߟΔΛઃ͚·͢ɻ
ެަڞ௨ʹ͍ͭͯɺࢢͷཁΛਐΊ·͢ɻ

地域Ͱങ͍͕ग़དྷΔΛ͠·͢ɻ ҠಈൢചΛܧଓ͢ΔΑ͏ʹɺੜڠ+"ͳͲͱ࿈͠ܞ·͢ɻ
ɻ͢·͍ߦकΓΛݟͷऀྸߴ ຽੜҕһͱ一ॹʹݟकΓ׆ಈΛܧଓ͠·͢ɻ
আઇରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ ઇ͕ଟ͍地域Ͱ͋ΔͨΊɺআઇୂͳͲͷΈͮ͘ΓΛݕ౼͠·͢ɻ
ಓ࿏උʢמΓɺදࣔʣΛ͍ߦ·͢ɻ َӽઢͷמΓʹ͍ͭͯɺࢢʹཁ͠·͢ɻ
Ͳ͕༡ΔॴΛ֬อ͠·͢ɻࢠ ༡ͼͷݕ౼Λܧଓ͠·͢ɻ
地域શମͰࢠͲΛݟकΓɺҭͯΔମ
੍Λଓ͚·͢ɻ

ֶಐ͕地域ʹ͋Δͱྑ͍ͷͰɺཁΛܧଓ͠·͢ɻ
ࢠͲͷ҆શ֬อͷͨΊͷݟकΓ׆ಈΛܧଓ͠·͢ɻ

ަ௨҆શରࡦʹऔΓΈ·͢ɻ
ԬܯॺʹεΫʔϧκʔϯઃஔͷཁΛܧଓ͠·͢ɻ
աͷҙىשΛ͢ΔऔΛ͍ߦ·͢ɻ
ܯࢢͷཁΛܧଓ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ

２．豊かな自然を守るとともに、地域の資源を活用したまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

Λ͠·͢ɻ༺׆ͷࢁखؠ
؍ܠͷอશΛࢢͷࡦࢪ؍ܠͱ࿈ಈ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ
ޫ؍地ͱͯ͠ͷݕ౼Λ͍͖ͯ͠·͢ɻ
מΓΛࢢͱׂ୲͠ͳ͕ΒਐΊ·͢ɻ

य़ࢠ୩地ͷ׆༻Λ͠·͢ɻ
地࣭২ੜͷௐࠪΛઐՈʹཁ͠·͢ɻ
లͷઃஔΛݕ౼͠·͢ɻ
ࢢͷҊ൘ͷॆ࣮Λཁ͠ɺࢢ͍ͯͭʹ༺׆ͱͱʹݕ౼͠·͢ɻ

૬ͷΩϟϯϓɺͷ׆༻Λ͠·
͢ɻ

ಓ࿏֦෯Λࢢʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ΩϟϯϓपลͷࢪઃΛ׆༻ͨ͠ΠϕϯτΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ
͍ΛΠϕϯτʹ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹݕ౼͠·͢ɻ

උΛ͠·͢ɻޫ؍

͓ళΛ·ͱΊɺ·ͪา͖ɺαΠΫϦϯάɺυϥΠϒʹ͛ܨΔΑ͏ͳϚοϓ
Λ࡞͠·͢ɻ
αΠΫϦϯάϩʔυͷඋɺࣗసंٕڝͷ༠கͳͲΛݕ౼͢Δɻ
ྺ࢙จԽΛݩʹޠΛͭ͘Γɺ地域ͷؔ৺ΛಘΒΕΔΑ͏ਐΊ·͢ɻ

ಛ࢈Λͭ͘Γ·͢ɻ ࢁϒυͳͲΛ࣍̒ͨ͠༺׆ՃԽʹऔΓΈ·͢ɻ
地࢈地ফͷҿ৯ళ͕૿͠ɺ׆ࡁܦಈʹ͖͍ͯ͛ܨ·͢ɻ

３．住民が交流し合い、住みたい・住み続けたいと思えるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ҠॅɾఆॅʹऔΓΈ·͢ɻ ҠॅऀΛ૿ͨ͢ΊʹɺۀମݧͰ͖ΔΛઃ͚·͢ɻ
ڇͱަྲྀͰ͖ΔΑ͏ͳΛઃ͚·͢ɻ

ΠϕϯτͷࢀՃऀΛ૿͠·͢ɻ
ଟஂମͱͷ࠵ڞΠϕϯτΛݕ౼͠·͢ɻ
ࢀՃऀ͕૿͑ΔΛ͠·͢ɻ
ՈҎ֎ͷํͱͷަྲྀͷػձΛ૿͢Α͏ͳऔΛਐΊ·͢ɻ

৽͍͠ަྲྀͷͷݕ౼Λ͠·͢ɻ

༡Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ༡۩ઃஔͷݕ౼Λ͠·͢ɻ
ΩϟϯϓͳͲͷࣗવΛ͔ͨ͠׆ͷઃஔΛݕ౼͠·͢ɻ
ՈཙՈͱަྲྀ͢ΔػձΛઃ͚·͢ɻ
ΧϒτϜγͷ༮࠾औମݧɺώϚϫϦ࿏ͳͲͷاըΛݕ౼͠·͢ɻ

ɻ͢·ͤ͞׆ΜͰ͍ͨΠϕϯτΛ෮ٳ ՆࡇΓɺӡಈձͳͲ࣮͍ͨͯ͠ࢪΠϕϯτͷ෮׆Λ͠ࢦ·͢ɻ
ੈؒަྲྀΛతͱͨ͠ΠϕϯτΛݕ౼͍͖ͯ͠·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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ฏ��ɹӚෑ͍͖͍͖��ਪਐҕһձઃஔ ̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
Ӛෑখதֶߍ˞ ӏ҆ࣂୡ���ô�� ���ô����
ಉڠۀखՖฏؠ
߹ ӏ҆ࣂୡ���ô�� ���ô����

施設名 住所 問合せ先

͖ͨ͟Θࣗવใ
ηϯλʔ ӏ҆ࣂୡ���ô� ���ô����

૬ͷ ӏࣂӚෑ��� ���ô����

夏祭り・拓魂祭

春子谷地湿原

相の沢牧野

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

夏祭り・拓魂祭

狼穴



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺୌࢢͷ΄΅தԝ෦ʹҐஔ͠ɺೆ
ʹ౦ࣗಈंಓɺओཁ地ํಓԬঢ়ઢ͕Γɺ·ͨ地
域ʹळʹ͕ࡪḪ্͢Δॾ
͕ᷤྲྀΕ地域ʹ͏Δ͓͍Λ͋
ͨ͑ͯ͘Ε·͢ɻ
ɹฏଂͷఅୌͷɺཾޒͷ
ϑδɺ֎ࡩࢁฒ木ɺ౬सετʔ
ϯαʔΫϧͳͲ໊ॴଟ͘ɺྺ
ͱจԽɺࣗવ地ɺॅ࢙֗
ͷௐ͕ͱΕͨ地域͕ܗ͞Ε
͍ͯ·͢ɻ

ଜதԝɺྛதԝɺݩɺࠃଜೆɺݩձʢ࣏֤ࣗ
ೆྛɺ๏ࣉɺݩଜ౦ɺݩଜɺݩଜɺ͋͢
Έʣɺݩଜ地域࣏ࣗձ࿈བྷٞڠձɺୌখֶߍɺ
ୌதԝখֶߍɺୌதֶߍɺਓΫϥϒɺࢠͲ
ձҭձɺ地۠ੜెձอޢ ʢऀॱෆಉʣʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ����� ਓ ����ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���� ੈଳ ����ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀元村地域づくり懇談会

五龍のフジと角掛神社

元村地域

ଜ地域ݩଜ地域ݩ

元村地域
（R5.3.31）
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ॅళฮ͕૿͑ੜ׆རศੑ্͕͓ͯ͠ΓɺεϚʔτ*$ಓ࿏උਐΜͰ͍·͢ɻ
֗ฒΈ͕៉ྷͰ͢ɻ
ֻ֯ਆࣾͰͷ͓ࡇΓͳͲ౷ࣄߦΛେʹ͍ͯ͠·͢ɻ
ࢢͰൺֱతए͍ॅຽ͕ଟ͍地域Ͱ͢ɻ
��࣏ࣗձͰͷ׆ಈ͕ͦΕͧΕൃ׆Ͱ͢ɻ
ॾᷤͳͲ๛͔ͳࣗવ͙͕ۙ͘͢ڥʹ͋Γ·͢ɻ

目指す！
地域の姿

地域の現状と課題

元
村
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ަ௨རศੑ্͕͕͕ͬͨɺٯʹަ௨҆શର͕ࡦॏཁͱͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ
ಓ࿏උަ௨͕ࡦࢪඞཁͰ͢ɻ
୲͍खෆʹΑΓ地域׆ಈʹؔΘΔॅຽ͕ྸߴԽ͍ͯ͠·͢ɻ
ྸߴԽʹ͍ɺغ์࡞ߞ地͕૿͑ɺഉআઇ͕େมʹͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ地域׆ಈ͘͠
ͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ

৽͍͠ॅຽͱੲ͔ΒॅΜͰ͍Δॅຽͱͷަྲྀ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
ॾᷤɺࢢฌӴ͔ΒͷӽਫͷՄੑ͕͋Γɺࡂର͕ࡦෆ҆Ͱ͢ɻ
҆શʹࢄาͰ͖Δͱ͜Ζɺࣗ༝ʹָ͠ΊΔͱ͜Ζ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
ए͍ੈ͕͘͠ɺ࣏ࣗձ׆ಈʹࢀՃͰ͖ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ

元
村
地
域
の
課
題

１．地域全体で協力し、次世代に繋げていくまち
ಈ͓ͯ͠Γ·͕͢ɺަ௨҆શର׆ʹൃ׆ձ͕ͦΕͧΕ࣏ଜ地域ൺֱతए͍ॅຽଟ͘ɺ��ࣗݩ
ɻ͢·͖͍ͯ͛ܨʹੈ࣍औΓΈɺͯ͑ߟ地域શମͰͯ͠ྗڠͳͲࡦରࡂɺಓ࿏උɺࡦ

２．誰もが暮らしやすく、便利で安心・安全のまち
ಓ࿏ɺՏඋ൜ɺަ௨ࡦࢪͳͲɺߦͷཁͱ地域׆ಈΛ͔ͬ͠Γͱ͍ߦͳ͕ΒڠಉͰऔ
ΓΈɺࢠͲ͔Β͓دΓ·Ͱɺ୭͕҆৺ɾ҆શͰɺ݈߁ͳΒ͕͠ग़དྷΔ·ͪΛ͠ࢦ·͢ɻ

３．住民の交流が活発で、住んでいて楽しいまち
地域ͷݯࢿ౷ࣄߦΛେʹ͠ɺ͞Βʹ৽͍͠ັྗͮ͘ΓʹऔΓΉ࢟ΛΕͣɺશੈ
ͷަྲྀΛਤΔ͜ͱ͕ग़དྷΔ地域׆ಈΛ࣋ଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ

すこやかに安心して暮らせる
　　　　　　川と緑と名所を活かしたやすらぎのまち
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具体的な取組

１．地域全体で協力し、次世代に繋げていくまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

地域શମͰΠϕϯτاըΛ͠·͢ɻ ෳ࣏ࣗձ߹ಉͰͷࣄߦͷ։࠵ʹ͍ͭͯɺͦ ΕͧΕͷ࣏ࣗձͰݕ౼͠·͢ɻ

ෳ࣏ࣗձͷڌΛઃ͚·͢ɻ ྡ͢Δ࣏ࣗձͰɺར༻͍͢͠地域ࢪઃΛൃҊ͠ɺࢢʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ

һͷෛ୲ܰݮΛ͠ࢦ·͢ɻ બํ๏ɺෛ୲ܰࡦݮͳͲΛଞ地域͔Βฉ͖ɺվળࡦΛऔΓೖΕ͍͖ͯ
·͢ɻ

地ͷ༗ޮ׆༻Λਪਐ͠·͢ɻ
༡ٳ地׆༻ͳͲɺ༗ޮͳ地ར༻Λਪਐ͠ɺ地域ͷੑ׆ԽΛਤΓ·͢ɻ
εϚʔτΠϯλʔνΣϯδपล։ൃΛਪਐ͢ΔΑ͏ɺߦʹཁ͍͖ͯ͠
·͢ɻ

ࣗવΛத৺ͱͨ͠·ͪͮ͘ΓΛ͍ߦ·
͢ɻ

ࣗવඋΛ͍ߦͳ͕ΒɺࣗવΛςʔϚʹͨ͠ॅຽ͕͑ߟΔΠϕϯτͳͲΛ
ը͍͖ͯ͠·͢ɻʢྫˠॾᷤͷαϛοτʣا

２．誰もが暮らしやすく、便利で安心・安全のまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

҆શͳಓ࿏උΛ͍ߦ·͢ɻ εΫʔϧΨʔυͳͲΛ௨ͯ͠ݥةՕॴͷѲΛ͠ɺߦཁΛଓ͚͍ͯ
͖·͢ɻ

ࡂରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ ࡏݱͷ׆ࡂಈΛܧଓ͠ɺϋβʔυϚοϓͷඋͳͲ地域શମͷऔਐ
Ί·͢ɻ·ͨɺ൙ཞࢭͷఈͷ۷ͳͲΛߦʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ

൜ɾ҆શରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ ࢠͲͷݟकΓΛଘଓ͍ͯͨ͘͠Ίɺ୲͍खͷ֬อΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ࢄา࣌ͷʮͳ͕ΒݟकΓʯɺখֶੜͷૹܴ࣌ɺϕετΛண༻͠·͢ɻ

ଓ͠·͢ɻܧඋΛڥ ָ͕͠ࢠΈͳ͕Βग़དྷΔۀ࡞ʹͳΔΑ͏ͳΈͮ͘ΓΛ͍ߦ·͢ɻ

Ͳ͕༡ΔΛͭ͘Γ·͢ɻࢠ ༡ͼͷඋΛݕ౼͠ɺߦʹཁ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ʮΰϛग़͠ʯʹ ͍ͭͯऔΓΈ·͢ɻ
ௗ्ରࡦΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ΰϛग़͠ϚφʔΞοϓʹΊ·͢ɻ
ྡࢢͱʮΰϛεςʔγϣϯʯʹ ΛॏͶ͍͖ͯ·͢ɻٞڠ͍ͯͭ

ΓΛਐΊ·͢ɻͮ͘߁݈ ݈ͮ͘߁Γͷ׆ಈΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ݕͷΞοϓΛਤΓ·͢ɻ

３．住民の交流を活発で、住んでいて楽しいまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ࣗવۀΛ׆༻ͨ͠ΠϕϯτΛ͍ߦ
·͢ɻ

ࣗવڥͷௐࠪΛ͍ߦͳ͕Βɺࣗવͱ৮Ε߹͑Δͮ͘ΓΛاը͠·͢ɻ
ࡪͷ์ྲྀͱḪ্ΛݟΔձΛࢠͲձͳͲͱ一ॹʹ࣮͠ࢪ·͢ɻ

͍ߦΠϕϯτΛͨ͠༺׆จԽΛ࢙ྺ
·͢ɻ

ֻ֯ਆࣾΛͬͱ׆༻Ͱ͖ΔऔΓΈΛ͍ߦ·͢ɻ
ݩଜ地域ͷ͞Μ͞གྷΓͷීٴɾൃܒΛ͍ߦ·͢ɻ
地域ͷޫ؍ɾ·ͪา͖ϚοϓΛ࡞͠·͢ɻ
͋͢ΈͷετʔϯαʔΫϧͷ13Λ͠·͢ɻ

ए͍ੈͷ地域׆ಈͷࢀՃΛଅ͠·
͢ɻ

4/4ͳͲ׆༻͠ͳ͕Βɺ地域׆ಈͷใൃ৴Λ͍ߦ·͢ɻ
ए͍ੈ͔ΒΞΠσΞΛΒ͍ͳ͕ΒɺަྲྀΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ
ࢠͲձͱ߹ಉͰΠϕϯτͷاըɾӡӦΛ͠ɺࢠͰ一ॹʹ地域׆ಈΛߦ
͍·͢ɻ

৽ॅຽʹର͠ ɺͯ地域ͷ13Λ͍ߦ·͢ɻ
࣏ࣗձͩΑΓΛࢴҎ֎Ͱͷൃ৴Λݕ౼͠·͢ɻ
ΰϛεςʔγϣϯΛࣔܝ൘ͱͯ͠༗ޮ׆༻͠·͢ɻ
地域ΛͬͯΒ͏ΠϕϯτΛܧଓ͠·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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ฏ��ɹݩଜ地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձઃཱ ̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
ୌ;Δ͞ͱަྲྀؗ˞  ���ô� ���ô����
ୌࢢຒଂจԽࡒ
ηϯλʔ ౬स���ô�� ���ô����

ͭΊ༮ஓԂ ྛ����ô� ���ô����
ଜอҭԂݩ ࢁ֎ ��ô�� ���ô����
ͷྛͣ͢ͷԻ
อҭԂ ྛ ���ô� ���ô����

ΓΜ͝ͷอҭԂ ӏࡉࣂ୩地
���ô�� ���ô����

施設名 住所 問合せ先
ୌখֶߍ˞ ࢁ֎ ��ô�� ���ô����
ୌதԝখֶߍ˞ ࣨখ࿏��� ���ô����
ୌதֶߍ˞ ࢁ֎ ��ô�� ���ô����
ٰ݄͕খֶߍ˞ ���ޱ݀ ���ô����
ྕதֶߍ˞ ���ޱ݀ ���ô����
Ԭߴֶߍ ྛ ���ô� ���ô����
ԬΈ͚ͨࢧԉֶߍ
ʢখதֶ෦ʣ ����ôޱ݀ ���ô����

ୌதԝަ൪  ���ô�� ���ô����

ストーンサークル

元村リンゴ畑

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

元村こどもさんさ

元村地域秋まつり

←りんご　 スイカ↓



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺฏ͔̐ࠒΒͷ۠ըཧۀࣄʹͱ
ͳ͍උ͞Εͨॅ֗ͱळʹ͕ࡪḪ্͢ΔॾᷤΛ
͡Ίͱͨ͠๛͔ͳࣗવ͕ڥ
ଘ͍ͯ͠Δ地域Ͱ͢ɻڞ
ɹ· ʮͨࣨখ࿏Ҩ܈ʯ͕ ೄจ͔
Βฏ҆࣌ࠒ·Ͱ͕Γɺྺ࢙
ͷਂ͍地域Ͱ͋Γ·͢ɻ
ɹ地域ͰࢠͲ͔Βऀྸߴ·
Ͱ෯ੈ͍Ͱ׆ಈʹऔΓ
Έɺ҆શ҆৺ͳ·ͪͮ͘ΓΛ
ɻ͢·͍ͯ͠ࢦ

ࣨখ࿏࣏ࣗձΛத৺ͱ͢Δʮࣨখ࿏地域ͮ͘Γ࠙
ஊձʯߏһʹΑΔ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���� ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���� ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀室小路地域づくり懇談会

室小路公民館と岩手山

室小路地域

ࣨখ࿏地域ࣨখ࿏地域

室小路地域
（R5.3.31）
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Ԭʹྡ͓ͯ͠Γɺ௨ۈ௨ֶɺങ͍ͳͲʹศརͰ͢ɻ
ؠखࢁΛΈͳ͕ΒɺॾᷤͷྲྀΕͱʹғ·Εɺϗλϧ͍ΔͳͲ͍͍͕ڥͰ͢ɻ
ՆࡇΓਓؾͰަྲྀ͕ੜ·Ε͓ͯΓɺ地域׆ಈ͕ΜͰ͢ɻ
෯ੈ͍͕δϣΪϯάɺΥʔΩϯάɺࢄาͳͲΛ͍ͯ͠·͢ɻ
ࣨখ࿏ͷྺ࢙จԽΛେʹ͍ͯ͠·͢ɻ
ࢠҭͯੈ͕ଟ͘ɺ֗ʹ͕͋ؾ׆Γ·͢ɻࢠͲձͱͷ࿈ܞͱΕ͍ͯ·͢ɻ
ެຽ͕ؗͯݐସ͑ΒΕ·ͨ͠ɻ

目指す！
地域の姿 ささえあう　心はひとつ　室小路

地域の現状と課題

室
小
路
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

৽ॅຽͱૄԕͰ͋ΔͨΊɺަྲྀΛ͍͕ͪͨɺίϩφՒͰ͋ͬͨͨΊʹਐΜͰ͍·ͤΜɻ
ۭ͖Ո͕૿͖͍͑ͯͯ·͢ɻ
আઇػΓͣɺআઇ͕େมͰ͢ɻ
ަ௨ϚφʔɺϖοτϚφʔɺΰϛग़͠Ϛφʔͷѱ͍ਓ͕͍·͢ɻ
͝Έूੵॴ͕Γͣɺཧ͋Γ·͢ɻ
௨ֶ࿏ͷ҆શ֬อͳͲɺަ௨҆શରࡦΛਐΊΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
ऀྸߴͷݟकΓΛਐΊΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

室
小
路
地
域
の
課
題

１．豊かな自然と便利さが調和した、住んでいてやすらぐまち
ɺಈௗɺͳͲࣗવͷ๛͔͕͋͞ΓܠͷோɺॾᷤͷͤͤΒۭ͗ؒɺपғͷాԂ෩ࢁखؠ
ͳ͕Βɺৗੜ͕׆ศརͰަ௨རศੑͷ͍ߴ·ͪΛେʹ͍ͨ͠Ͱ͢ɻ

２．あらゆる世代が笑顔で健康でいられるまち
ए͍ੈ͕ଟ͍地域ಛੑΛ͔͠׆ɺস͕ᷓإΕɺ͍ͭࢄาͨ͘͠ͳΔΑ͏ͳ·ͪΛ͠ࢦ·͢ɻ

３．みんな仲良く交流し、地域に誇りを持てるまち
৽ॅຽʹࢀՃΛଅ͠ͳ͕ΒɺՆ·ͭΓͳͲͷΠϕϯτɺਗ਼Խ׆ಈͳͲͷަྲྀ׆ಈΛܧଓ
͍͖ͯ͠ɺࣨখ࿏ͷྺ࢙จԽΛେʹ͍ͨ͠Ͱ͢ɻ
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具体的な取組

１．豊かな自然と便利さが調和した、住んでいてやすらぐまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ੜڥ׆෦͕த৺ͱͳΓΰϛࣺͯͷϚ
φʔͷΛվળ͠·͢ɻ

͝Έूੵॴͷআ൪੍Λܧଓͯ͠ɺϚφʔ্ʹΊ·͢ɻ
͝Έूੵॴʹ༻ࢴΛுΓग़͠ൃܒʹΊ·͢ɻ

ಈʹऔΓΈ·͢ɻ׆ඒԽڥ ϝΠϯ௨ΓͳͲͷՖஃͷ২ܧʹଓͯ͠औΓΈ·͢ɻ
׆ಈճΛ૿͠ɺ一੪ਗ਼ͷͱ߹Θ࣮ͤͯ͠ࢪ·͢ɻ

൜ަ௨෦͕த৺ͱͳΓɺަ௨҆શର
ΛਐΊ·͢ɻࡦ

ࢠͲձεΫʔϧΨʔυͷݟकΓΛܧଓ͠·͢ɻ
ݥةՕॴΛௐࠪͯ͠ɺҙىשͷ൘Λઃஔ͠·͢ɻ
15"ɺࢠͲձҭձɺεΫʔϧΨʔυͱ࿈ܞΛ͠·͢ɻ

ੜ׆ϧʔϧͷ্ʹऔΓΈ·͢ɻ ࣏ࣗձͷใͰϧʔϧϚφʔͷपΛਤΓ·͢ɻ

２．あらゆる世代が笑顔で健康でいられるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

Ͳ͕ू·ΔΛͭ͘Γ·͢ɻࢠ
࣏ࣗձͷଞͷΠϕϯτʹ߹ΘͤͯɺࢠͲ͕ू·Γ͍͢اըΛ࣮͠ࢪ·
͢ɻ
৽͍͠ެຽؗͰͷΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ

εϙʔπΠϕϯτΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ άϥϯυΰϧϑେձΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ମҭ෦͕த৺ͱͳͬͯɺεϙʔπΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ

ɻ͢·͠༺׆าϚοϓΛࢄ͓ δϣΪϯάɺΥʔΩϯάͷίʔεΛೖΕ͓ͨࢄาϚοϓΛ׆༻͠·͢ɻ

αϩϯ׆ಈΛॆ࣮ͤ͞·͢ɻ ͍͖͍͖αϩϯΛܧଓ͠·͢ɻ

ԉΛਐΊ·͢ɻࢧकΓݟͷऀྸߴ ຽੜҕһ͕த৺ͱͳΓɺݟकΓ׆ಈΛ͍ߦ·͢ɻ
ࣗओࡂ৫Λඋ͠ɺ࣌ٸۓͷ࿈བྷମ੍ͮ͘ΓΛ͍ߦ·͢ɻ

３．みんな仲良く交流し、地域に誇りを持てるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

৽ެຽؗͷ׆ಈΛॆ࣮ͤ͞·͢ɻ
地域ͷΈΜͳ͕ར༻͍͢͠Α͏ͳϧʔϧͮ͘ΓʢཧϚχϡΞϧʣΛ࡞
͠·͢ɻ
ձٞࣨͷିग़ํ๏Λݕ౼͠·͢ɻ

Δͱͱʹɺ৽͍͢͠׆Λ෮ࣄߦྲྀަ
ը͠·͢ɻاΛࣄߦ

Ն·ͭΓͳͲͷΠϕϯτΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ॾᷤԊ͍ͷࡩΛ׆༻ͨ͠ɺࡩ·ͭΓΛاը͠·͢ɻ

ଟछଟ༷ͳϓϩάϥϜʹΑΓੈؒަ
ྲྀΛ࣮͠ࢪ·͢ɻ

ੈަྲྀΛతͱͨ͠ΠϕϯτΛاը͍͖ͯ͠·͢ɻ
ू߹ॅʹॅΜͰ͍ΔํࢀՃͯ͠Β͑ΔΑ͏ͳاըΛ͠·͢ɻ

地域ใͷपΛ͠·͢ɻ ͝Έूੵॴʹ地域ใΛ͠ࡌܝ·͢ɻ
࣏ࣗձͷճཡΛࢢͷ)1ʹ͠ࡌܝ·͢ɻ

地域ͷྺ࢙ɾจԽΛֶͼ·͢ɻ 地域ͷྺ࢙จԽΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖Δ࠲ߨͳͲΛاը͠·͢ɻ

ະबֶੈࣇଳͷ地域׆ಈࢀՃΛݺͼֻ
͚·͢ɻ 地域ͷอҭԂͱ࿈͖͍ͯ͠ܞ·͢ɻ

地ۀاݩͱͷ࿈ܞΛਤΓ·͢ɻ 地域׆ಈͷྗڠΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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ɹࣨখ࿏࣏ࣗձɺͱͱݩଜೆ࣏ࣗձʢত��ઃཱʣʹ ؚ·Ε͍ͯ·͠
͕ͨɺʑੈଳ͕૿͑ɺฏ��݄̐ʹ୯Ґ࣏ࣗձͱͯ͠ಠཱ͠·ͨ͠ɻ
ฏ��݄͔̐Βɺ͞ΒͳΔਓޱͷ૿ՃʹΑΓ੍̏۠ͱͳΓ·ͨ͠ɻ

̔ ʢؒྩ̒ʙྩ
��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
ࣨখ࿏ެຽؗ ࣨখ࿏ ���ô�
ӏࣂখֶߍ˞ ӏࣂಎാ ��ô� ���ô����
ୌதԝখֶߍ˞ ࣨখ࿏��� ���ô����

施設名 住所 問合せ先

ͳͰ͜͠อҭԂ
ԉηϯλʔࢧҭͯࢠ ࣨখ࿏���ô� ���ô����

ୌೆதֶߍ˞ ӏࣂୌ��ô� ���ô����

スポーツも強い室小路 敬老会

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

夏祭り

防犯パトロール

←夏祭り花火←夏祭り花火



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺ౦ʹඣਆࢁɺʹؠखࢁΛ͗ڼɺݝ
ཱେֶԬେֶͦͯ͠ʑͷࢪڀݚઃΛଘ͠ɺݝͰ
༗ͷจڭ地域Λܗ͍ͯ͠·
͢ɻ͞ΒʹπΨϫະདྷؗΞϐΦɺ
ྛެԂɺωΠνϟʔηϯλʔͳ
Ͳ͕͋ΓɺࣗવͱௐͷͱΕͨ地
域Ͱ͢ɻ·ͨɺࠃಓ̐߸ɺ���߸ɺ
ಓ��߸Ԭঢ়ઢɺ̧̞̜͍Θݝ
ͯۜՏమಓୌӺɺࢠӺɺ౦
ࣗಈंಓୌ̞̘͕͋Γަ௨ڌ
ͱͯ͠ɺࢪۀઃɺۚ༥ؔػҩ
地͠ɺ৽͍͠地域ཱ͕ͮؔ͘ػྍ
Γ͕ਐΜͰ͍·͢ɻ

ɺೆࢠձʢલɺࠜɺ࣏֤ࣗ ࢠʣɺ֤ อҭԂɺୌ
ୈೋখֶߍɺୌ౦খֶߍɺୌୈೋதֶߍɺ౦
෦地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձɺ֤খதֶ̩̥ߍ ̖ɺֶ
ಐอҭΫϥϒɺࢠͲձҭձɺਓΫϥϒɺফॺ
ग़ுॴɺؠखཱݝେֶɺୌӺલৼڵձʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ����� ਓ ����ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���� ੈଳ ����ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀東部地域づくり懇談会

滝沢山車まつり

東部地域

౦෦地域౦෦地域

東部地域
（R5.3.31）



100

ަؠ௨खஈ͕ଟ͘ɺ͓ళපӃͳͲॆ࣮͍ͯ͠ΔͨΊɺΒ͍͢͠Ͱ͢ɻ
ࢠͲֶੜଟ͘ɺ·ͪʹ͕͋ؾ׆Γ·͢ɻ
地域׆ಈʹͯ͘͠ྗڠΕΔ地ۀاݩɺେֶ͕͋Γ·͢ɻ
ൺֱతɺ͕ࡂগͳ͍地域Ͱ͢ɻ
ࡇΓଟ͘ɺ地域ͷަྲྀ͕͋Γ·͢ɻ
ඒ͘͠๛͔ͳࣗવ͕͋Γ·͢ɻ

目指す！
地域の姿

地域の現状と課題

東
部
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

ަ௨ྔͷ૿Ճʹ͍ɺަ௨҆શର͕ࡦඞཁͰ͢ɻ
ަ௨ڥΛվળɺࢧऀྸߴԉ͕ඞཁͰ͢ɻ
ए͍ੈͷ地域׆ಈͷࢀՃ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
ू߹ॅͷॅຽΛѲͰ͖͍ͯ·ͤΜɻ
ࢠͷڥҡ࣋ͱࡂର͕ࡦඞཁͰ͢ɻ
γϣοϐϯάϞʔϧɺࢪ࢈ઃͷඋ͕ඞཁͰ͢ɻ
ΈΜͳ͕ू·Δͷ৽վங͕ඞཁͰ͢ɻ
౦෦地域ͷશମͷੑ׆ԽΛ͑ߟΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

東
部
地
域
の
課
題

１．東部地域全体の活性化を目指したまち
地域ͷ֩ͱͳΔࢪઃΛඋͯ͠Β͍ɺಓ࿏ωοτϫʔΫެަڞ௨Λॆ࣮ͤ͞ɺ地域શମͷʹ
͗Θ͍Λͭ͘Γ·͢ɻ

２．安心安全で暮らしやすいまち
ಓ࿏උΛཁ͠ަ௨҆શରࡦΛਤΔͱͱʹɺڥඒԽࡂରࡦʹऔΓΈɺࢠͲ͔Β
ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ·ͪʹ͠·͢ɻ׆Ͱ҆৺ͨ͠ੜ·ऀྸߴ

３．みんなが協力し合い、つながりと思いやりのあるまち
̐ͭͷ࣏ࣗձ͕த৺ͱͳΓɺۀاେֶͱͷ࿈ܞΛਤΓɺए͍ੈ地域׆ಈʹͯ͠ྗڠΒ͏
͜ͱ͕Ͱ͖ΔΈͮ͘ΓΛ͠·͢ɻ

世代を超え、住む人みんなで創る、
　　　　　　　　　ふれあいとゆとりの研究学園都市
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具体的な取組

１．東部地域全体の活性化を目指したまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ಓͷӺͷΑ͏ͳޫ؍ࢪ࢈ઃͷݕ౼Λ
͠·͢ɻ

࣮ݱՄͳͷ͔ௐࠪڀݚΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ࢢʹཁ͠ɺ地域͠ྗڠ·͢ɻ

·Λ͠౼ݕͷࡦ௨ରަ͚ͨʹԽྸߴ
͢ɻ

一本木地域Ӛෑ地域ͱ一ମͱͳͬͨ地域શମͰͷަ௨ͷ͋ΓํΛݕ౼
͢ΔΛࢢͱ一ॹʹઃ͚·͢ɻ

Λ͠౼ݕ域తͳಓ࿏ωοτϫʔΫͷ
·͢ɻ

ࢢॴํ໘ͷಓ࿏ެަڞ௨ͷॆ࣮Λࢢʹཁ͢Δͱͱʹɺ地域ͱͷ
ͷΛઃ͚·͢ɻٞڠ

地域ΈΜͳ͕ू·Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δॴ
Λݕ౼͠·͢ɻ

࣏ࣗࢠձूձॴͷ৽ઃΛݕ౼͠·͢ɻ
༿ͷ木׆ࢁಈηϯλʔͷػॆ࣮ͷͨΊʹɺࢢͱͷٞڠͷΛઃ͚·͢ɻ

Δ͢౼ݕձͰͷ·ͪͮ͘Γͷ࣏ࣗ̐
Λઃ͚·͢ɻ

࣏̐ࣗձͷࣥߦ෦ͷٞڠͷɺ地域ॅຽશһͰͷٞڠͷɺࢢͱͷݕ౼ͷ
Λઃ͚·͢ɻ
ҭձɺࢠͲձͳͲͱ࿈ܞΛਤΓ·͢ɻ
େֶɺࢁɺͳͲ地域ͷๅΛੜ͔͢Λ͑ߟ·͢ɻ

２．安心安全で暮らしやすいまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

地域ͷಓ࿏උΛ͍ߦ·͢ɻ ݥةՕॴΛѲ͠ɺࢢʹಓ࿏උͷཁΛ͍ߦ·͢ɻ
ࣗసंઐ༻Ϩʔϯ֗౮ͷઃஔͷཁΛ͠·͢ɻ

地域ͷ҆શରࡦɺࢠͲͷݟकΓରࡦ
ΛਐΊ·͢ɻ

൜ڠձ͕த৺ͱͳͬͯ҆શରࡦΛਐΊ·͢ɻ
εΫʔϧΨʔυͷ୲͍ख֬อʹΊΔͱͱʹɺେֶੜͷྗڠࢄาΛ͠
ͳ͕Βͷʮͳ͕ΒݟकΓʯਐΊ͍͖ͯ·͢ɻ

地域ͷڥඒԽΛਐΊ·͢ɻ
ϠϚϢϦͷอશɺࢠͷמΓͳͲΛܧଓ͢Δͱͱʹɺϗλϧͷ؍
ձɺ֎དྷछͷۦআ࣮͠ࢪ·͢ɻ
ୌڥύʔτφʔձٞେֶͱͷ࿈ܞ͍ߦ·͢ɻ

ࡂରࡦΛਐΊ·͢ɻ ࣏̐ࣗձ͕த৺ͱͳͬͯࡂରࡦΛਐΊ·͢ɻ
ࢢͱͯ͠ྗڠɺ౦෦地۠શମͱͯ͠ͷඋ֬อͷݕ౼ΛਐΊ·͢ɻ

ɻ͢·͍ߦԉΛࢧͷങ͍ऀྸߴ Ҡಈൢചͷ࣮͕͋Δ͜ͱ͔Βɺଞͷ࣏ࣗձͱ࿈ܞΛ͍ߦɺ域Ͱͷߴ
ྸऀͷങ͍ࢧԉͷ࣮ݕࢪ౼Λ͍ߦ·͢ɻ

３．みんなが協力し合い、つながりと思いやりのあるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ɻ͢·͍ߦΓΛࡇձͰՆ࣏ࣗ̐ େֶੜࠐ͖רΜͩٞڠͷΛ্ཱͪ͛·͢ɻ

ए͍ੈͷ地域׆ಈࢀՃΛଅ͠·͢ɻ

আઇͮ͘ंࢁΓʹए͍ੈͷࢀՃΛଅ͠·͢ɻ
܇ࡂ࿅ʹେֶੜͷࢀՃΛཁ͠·͢ɻ
ؠखཱݝେֶͷ地域࿈ܞηϯλʔϘϥϯςΟΞηϯλʔͱ͠ྗڠɺ࣏ࣗ
ձ׆ಈʹࢀՃ͢ྗڠΔମ੍Λͭ͘Γ·͢ɻ

Λଅਐ͠·͢ɻܞͱͷ࿈ۀا ࡏݱεΫʔϧΨʔυফஂ׆ಈͰ࿈͕͋ܞΔ͕ɺ͞Βʹ࿈ܞΛͯͬ࡞
͍ͨ͘Ί࣏ࣗձใΛఏ͖͍ͯ͠ڙ·͢ɻ

ຽؒͷݯࢿݯࡒΛར༻͠·͢ɻ ؠखͳͲͷຽؒࢪઃͷར༻Λ͑ߟΔձΛઃ͚·͢ɻ
ࠃͱͷٞڠͷΛઃ͚ɺ地域ͷޏ༻ʹ͍ͭͯษ͢ڧΔػձΛઃ͚·͢ɻ

ަྲྀΠϕϯτΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ ͜Ε·Ͱ࣮͍ͯ͠ࢪΔΠϕϯτΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
େֶੜͷࢀՃݺͼ͔͚·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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滝沢森林公園・ネイチャーセンタ
ー

施設名 住所 問合せ先
લอҭԂ ࢠ���ô�� ���ô����
ࢠอҭԂ ࢠ���ô� ���ô����
ϋϨϧϠอҭԂ ༿ͷ木ࢁ ���ô� ���ô����
ೆࢠอҭԂ ࢠ����ô�� ���ô����
͋͞ͻ༮ஓԂ ࢠ ��� ���ô����
ୌୈೋখֶߍ˞ ࢠ���ô� ���ô����
ୌ౦খֶߍ˞ ٱอ���ô� ���ô����
ୌୈೋதֶߍ˞ ࢠ���ô�� ���ô����
Ԭߴۀֶߍ ����ࠐ࠭ ���ô����
πΨϫະདྷؗ�"QJP ࠐ࠭ ���ô�� ���ô����
*16Πϊϕʔγϣϯ
ηϯλʔ ࢠ���ô��� ���ô����

施設名 住所 問合せ先
େֶཱݝखؠ ࢠ ���ô�� ���ô����
Ԭେֶ ࠐ࠭ ��� ���ô����
༿ͷ木ࢁ
˞ಈηϯλʔ׆ ༿ͷ木ࢁ ���ô� ���ô����

ୌަ൪ ༿ͷ木ࢁ���ô�� ���ô����
ୌӺલ༣ศہ  ��ô��� ���ô����
ࢠ؆қ༣ศہ ࢠ ����ô�� ���ô����
ୌফॺग़ுॴ ࢠ ���ô�� ���ô����
౦෦ମҭؗ˞ େ࡚ ��ô� ���ô����
*(3 ୌӺ  �� ���ô����
*(3 ࢠӺ ࢠ ��� ���ô����
ୌྛެԂ ࢠ ���ô�� ���ô����

川前神楽

川前夏まつり

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

ฏ��ɹ౦෦地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձઃཱ ̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

◀計画期間◀地域づくりの歴史

岩手県立大学



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺؠखࢁ౦ೆ෦ʹҐஔ͠ɺࢁͷٰྕ地
ઓޙʹ։͞ΕɺࡏݱେͳྛΛഎڞެʹܠࣂ
ྉാ͕͕Γɺཙ͕Μͳ地域
Ͱ͢ɻۙࢁͷࣗવʹັྗΛ
ɺՈ͕ҠΓॅΈɺ木ܳͨ͡ײ
ΘΕߦ࢈ͷੜܳͳͲͷث࣫
͍ͯ·͢ɻ
ɹ地域ͰɺݝಓԊઢͷࡩࢁߚฒ木
দฒ木ɺ·ͨΧλΫϦɺਫഄ
াͳͲͷੜଉ地ͷอશͳͲ地域ܠ
͏ܜʹऔΓΈɺॅຽͷܗͷ؍
ͷग़ʹΊ͍ͯ·͢ɻ

༄࣏ࣗձɺ༄地域·ͪͮ͘Γਪਐҕһձɺ༄
อҭԂɺ༄খதֶߍɺখதֶ15ߍ"ɺࢠͲձҭ
ձɺࡩͷձɺ༄༵ࢢɺ͛Μ·Μ༄ɺਓ
Ϋϥϒɺେੴۀৼڵਪਐ߹ɺۀҕһɺࣇಐ
ຽੜҕһʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀柳沢地域づくり懇談会

岩手山と桜並木

柳沢地域

༄地域༄地域

柳沢地域
（R5.3.31）
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ؠख͕ۙ͘ࢁɺͦͷͷ෩ܠ༤େͰ͢Β͍͠Ͱ͢ɻ
ं͕͋Δͱ·ͪͷΞΫηε͕͍͍Ͱ͢ɻ
΄ʹ΄ʹ༄Λڌʹɺଟ͘ͷੈଞ地域ͱͷަྲྀ͕ΜͰ͢ɻ
ேࢢଞ地域͔Βདྷ٬͕͋ΓɺใަΜͰΘ͍͕͋Γ·͢ɻ
地域͕ݯࢿ๛Ͱɺཆ๘ɺͦഓɺࢢຽԂͳͲ地域ݯࢿΛେʹ͍ͯ͠·͢ɻ
݈ͮ͘߁ΓΛੵۃతʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ
4/4ɺσδλϧͷ׆༻ੵۃతʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ

目指す！
地域の姿

地域の現状と課題

柳
沢
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

地域ݯࢿΛͬͱ׆༻͍ͨ͠Ͱ͢ɻ
༡ٳ地ͷ׆༻ാͷҡ͕࣋ඞཁͰ͢ɻ
地域׆ಈͷϝϯόʔ͕ݻఆԽ͓ͯ͠Γɺಛʹए͍ੈͷࢀՃ͕গͳ͍Ͱ͢ɻ
地域ͷ׆ಈΛΒͳ͔ͬͨ地域ॅຽ͕͍·͢ɻใڞ༗͕ඞཁͰ͢ɻ
ࢠͲͨͪͱ地域ͷ͕গͳ͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ྸߴԽ͕ਐΜͰ͓Γɺੜ׆ऑऀ͕૿͖͍͑ͯͯ·͢ɻ
ಛʹౙͷҠಈ͕ࠔͰ͢ɻ
ഉআઇ͕େมͰ͢ɻ
Ҡॅɾఆॅͨ͠ظ࣌ͷҧ͍Ͱॅຽؒʹগ͠นΛ͡ײ·͢ɻͬͱަྲྀ͕͋Δͱ͍͍Ͱ͢ɻ

柳
沢
地
域
の
課
題

１．みんなが元気で暮らしやすいまち
૿Ճ͍ͯ͘͠ऀྸߴͱͱʹɺ݈ͮ͘߁Γ地域ͷๅͰ͋ΔࣗવڥΛେʹ͠ͳ͕Βɺؾݩͳ
·ͪʹ͍͖͍ͯͨ͠Ͱ͢ɻ

２．地域のみんなが協力し合う、持続可能なまち
ಈΛ׆ͳൃ׆Ճ͘͢͠ࢀɺ͛ʮ地域ͮ͘ΓʯͷྠΛͯ͠ྗڠͰશੈ͕·ऀྸߴͲ͔Βࢠ
͍͖͍ͯͨ͠Ͱ͢ɻ

３．豊かな地域資源を活用し、魅力を発信していくまち
औΓΈΛਐΊɺັྗΛσδλϧ͔ͨ͠׆Λݯࢿ֎͔Βଟ͘ͷਓ͕๚Εͨ͘ͳΔΑ͏ͳ地域ࢢ
ͷྗΛൃͯͬ৴͍͖ͯ͠·͢ɻ

岩手山の麓で人々が集い、
　　　　　　　ほっとするふるさと、森と酪農の柳沢 



105

具体的な取組

１．みんなが元気で暮らしやすいまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ࣗવڥͷҡ࣋Λ͍ߦ·͢ɻ
ࡩͷ木ͷࢬ͍Λ͘͞ΒͷձͰܧଓ͠·͢ɻখֶߍͷਗ਼׆ಈͱͷ࿈ܞ
ɻ͢·͠౼ݕ
͛Μ·Μ༄ͷ׆ಈΛܧଓ͠ɺࢢͱ͖͍ͯ͠ྗڠ·͢ɻ

ΓʹऔΓΈ·͢ɻͮ͘߁݈
ϤΨΠϕϯτɺϊϧσΟοΫΥʔΫɺొ ԉɺεϊʔγϡʔɺࢧ٬ͷ॓ധࢁ
τϨοΩϯάɺ͓Αͼখֶߍͷମҭؗͷ׆༻ͳͲɺʮग़དྷΔ͜ͱʯΛͯ͑ߟ
͍͖·͢ɻ

ʮॅΜͰΈ͍ͨʯͱ͑ࢥΔΑ͏ͳ地域Λ
ͭ͘Γ·͢ɻ

ࢠҭͯੈʹͱͬͯا͍͠خըΛͭ͘Γ·͢ɻ
อҭԂͱͷ࿈ܞΛڧԽͯ͠ɺަྲྀΛঃʑʹ෮͍ͨͤ͞׆Ͱ͢ɻ

·͠ࢦΒ͍͢͠地域Λ͕ऀྸߴ
͢ɻ

地域ͷϨετϥϯͱ࿈͠ܞɺ͚ऀྸߴͷ৯αʔϏεΛݕ౼͠·͢ɻ

ަ௨ڥͷվળʹऔΓΈ·͢ɻ
σϚϯυަ௨ͷࣾձ࣮ݧධͩͬͨͨΊɺࢢʹ本֨ӡ༻Λཁ͠·͢ɻ
ऀྸߴͷങ͍ࢧԉΛݕ౼͠·͢ɻ

２．地域のみんなが協力し合う、持続可能なまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

৽͍͠ੈؒަྲྀΠϕϯτΛ͍ߦ·͢ɻ
地۠ຽొࢁΛاը͠·͢ɻ
ଠޑΛ൸࿐Ͱ͖ΔΑ͏ͳՆ·ͭΓɺຍགྷΓΛاը͠·͢ɻ
࣮ߦҕһձͳͲͷ৽͍͠৫ͮ͘Γݕ౼͠·͢ɻ

ΔΛઃ͚·͢ɻ͢౼ݕըΛا ࠓ·ͰͷऀྗڠΛूΊɺະདྷͷاըձٞΛ։͍ͨ͠࠵Ͱ͢ɻ

地域ͷਓΛ͛ܨɺମ੍Λ͑·͢ɻ 4/4Λར༻͠ɺใൃ৴ɺใڞ༗Λ͠·͢ɻ

地域׆ಈͷࢀՃऀΛ૿͠·͢ɻ
͕͍ফஂͱͷ࿈ܞΛਤΓ·͢ɻ
ʮՄͳൣғͰࢀՃͰ͖Δʯ地域׆ಈΛ͖͍ͯ͑ߟ·͢ɻ
୲͍खͷ֬อɺҭʹΊ·͢ɻ

３．豊かな地域資源を活用し、魅力を発信していくまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

地域֎ͷਓΛݺͼࠐΉ৽͍͠اըΛߟ
͑·͢ɻ

ςϯύʔΫͳͲͷ地域ͷࢪઃΛ׆༻͠·͢ɻ
ࢠҭͯੈʹ地域ͷ͜ͱΛΞϐʔϧ͠·͢ɻ
ࢠҭͯੈͷΞϯέʔτͰχʔζΛѲ͠·͢ɻ

ଓɾ֦େ͍͖ͯ͠·͢ɻܧըΛاଘͷط
׆͍ͨͯ͠ࢭٳಈͷ෮׆ΛਐΊ͍͖ͯ·͢ɻ
ເ͔͋Γͷ֦େΛਤΓ·͢ɻ

地域ݯࢿΛ׆༻ͨ͠औΓΈΛ͍ߦ·
͢ɻ

๘ຶੜऀ࢈ాߞٳͷر༺׆ऀͷࢧԉΛ͍͖ͯ͠·͢ɻ

地域ͷັྗΛใൃ৴͠·͢ɻ
4/4Λ׆༻͠ɺσδλϧճཡ൘Λܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ۭ͖Ոใͷൃ৴ͷऔΓΈΛݕ౼͠·͢ɻ
地域֎͔Βͷདྷ٬͕ଟ͍ΠϕϯτΛ׆༻͠ɺใൃ৴ʹ͛ܨ·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物
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ฏ̔ʙɹɹɹɹࡩͷձઃཱ
ฏ̕ʙ ��ɹ·ͭΓ։࠵
ฏ��ʙ ��ɹ·Δ͝ͱ։࠵
ฏ��ʙɹɹɹ 地域௨՟ൃߦ
ฏ��ʙɹɹɹ ༄༵ேࢢ։࠵
ฏ��ʙɹɹɹ ͛Μ·Μ༄ઃཱ
ฏ��ʙɹɹɹ େ౾ͷձઃཱ
ฏ��ʙɹɹɹ ༄πʔϦζϜͷձઃཱ

̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
༄খதֶߍ˞ ༄���� ���ô����
༄地۠ίϛϡχ
ςΟηϯλʔ˞ େੴ����ô�

施設名 住所 問合せ先
ୌਗ਼ηϯλʔ େੴ ���ô� ���ô����
෦ίϛϡχςΟη
ϯλʔ˞ ࢠ��� ���ô����

大豆の会の豆腐作り

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

◀地域の写真

広大な牧草地

柳沢日曜朝市



｜地域やさしさプラン｜

第２次滝沢市総合計画　地域別計画

　滝沢市における根幹の計画である「第２次滝沢市総合計画」がスタートいたしました。そして、各地域ととも
にワークショップを開きながら、地域自らが実行していく「地域別計画（地域やさしさプラン）」を策定いたしま
した。今後、振り返りをしながら市民一人一人がやさしさを広めていきましょう。
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ɹͪͨࢲͷ地域ɺؠखࢁʹ্ࣗӴୂؠखறಮ地͕
͋Γɺ地域ΛΔࠃಓ���߸ͷ౦ଆਫాɺଆാ
地ʹར༻͞ΕɺԊઢʹूམΛܗ
͍ͯ͠·͢ɻ地域ʹɺ一本
木༣ศہɺ੨গަྲྀͷՈɺ
෦ίϛϡχςΟηϯλʔͳͲͷ
ઃ͕ઃஔ͞Εɺॅຽͷརࢪڞެ
ศੑͷدʹ্༩͍ͯ͠·͢ɻ
一本木όΠύεͷશઢ։௨ʹΑ
Γ๛͔Ͱɺ໌Δ͘ɺ݈͔ͳ地
域ͮ͘Γ͕ਐΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ

ձʢೆ一本木ɺ一本木ɺ͍࣏֤ࣗ ͣΈࢠχϡʔ
λϯʣɺຽੜࣇಐҕһɺަ௨ࢦಋһɺࢠͲձ
ҭձɺਓΫϥϒɺফஂୈ̒ஂɺ一本木
খֶߍɺ一本木தֶߍɺ֤খதֶ15ߍ"ɺ一本
木ֶಐอҭΫϥϒɺ一本木อҭԂʢॱෆಉʣ

滝沢市
（R5.3.31） 割合

人　口 ����� ਓ ���� ਓ ���ˋ
世帯数 ����� ੈଳ ���ੈଳ ���ˋ

◀地域の紹介 ◀地域の情報

◀一本木地域づくり懇談会

岩手山

一本木地域

一本木地域一本木地域

一本木地域
（R5.3.31）
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ௗͷ໐͖͕͖ڹɺΧϞγΧɺϦεɺΩπωͳͲͷੜͷಈ͕͓Γɺؠख͕ࢁඒ͍͠Ͱ͢ɻ
όΠύε͕։௨ͨ͜͠ͱͰɺ地域ͷंগͳ͘ͳΓɺ҆શ͕֬อ͞ΕɺॅΈ͍ۭ͕ؒ͢
Γ·ͨ͠ɻ͕

ۙॴ͖߹͍͕͍͍Ͱ͢ɻ
ࢠͲʹ͕ಧ͖͍͢Ͱ͢ɻࢠͲͷ͍͕͍͍͋ͭ͞Ͱ͢ɻ
ࢠҭͯΛऴ͑ͨੈֶ͕ྗڠʹؔߍతͰɺֶߍपลͷ͍͍͕ڥͰ͢ɻ
一本木͞Μ͞གྷΓͳͲɺ౷͕ܳ͋Γ·͢ɻ
Πϕϯτ地域ۀ࡞ͷࢀՃऀଟ͘ɺਓͱਓͱͷྗڠମ੍͕͋Γ·͢ɻ

目指す！
地域の姿 岩手山麓に開き行く、みどりの里　一本木

地域の現状と課題

一
本
木
地
域
の
魅
力

目指すべき地域づくりの方向性

地域ͷগྸߴࢠԽ͕ਐΜͰ͓Γɺ地域׆ಈऀྸߴͱͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ
ެަڞ௨͕ෆศͰੜ͕͠׆ʹ͍͘Ͱ͢ɻ
ࣗӴୂறಮ地ͷ૽Իৼಈ͕͋Γ·͢ɻ
ֶߍͷٺԽɺक़͕ແ͍ͳͲͷڭҭڥʹ՝͕͋Γ·͢ɻ
地域ͷަ௨҆શରࡦʹ՝͕͋Γ·͢ɻ
ूձॴͷٺԽ͕ਐΜͰ͍·͢ɻ
আઇ͕େมͰ͢ɻ
ۭ͖Ոର͕ࡦඞཁͰ͢ɻ
ަྲྀͷػձ͕গͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ

一
本
木
地
域
の
課
題

１．地域のつながりがあり、住み続けたいと思うまち
ަ௨҆શରࡦআઇରࡦΛܧଓ͠ͳ͕Βɺूձॴඋɺۭ͖ՈରࡦʹऔΓΈɺશੈ͕Β
͍͢͠·ͪʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

２．豊かな自然や伝統をみんなで守り育てていくまち
ɺͦͯ͠ळ·ͭΓ͞Μ͞གྷΓͳͲͷ地域ͷ౷ΛकΓɺڥΛ͡Ίͱ͢Δ๛͔ͳࣗવࢁखؠ
地域Ͱ͍ͯ͘͠ྗڠମ੍Λͭ͘Γ·͢ɻ

３．多様な世代が交流し合う、魅力あふれるまち

地域ݯࢿͰັྗΛߴΊɺੈؒަྲྀ͕ൃ׆ͳ地域ͱͳΔΑ͏ɺ࣏̏ࣗձͰ͖͍ͯ͠ྗڠ·͢ɻ
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具体的な取組

１．地域のつながりがあり、住み続けたいと思うまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

൜ͳͲ҆શରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ 一本木൜҆શڠձͷ׆ಈΛड͚͙ܧΈΛͭ͘Γ·͢ɻ
ऀྸߴͷੈଳɺຽੜҕһΛத৺ʹ׆ಈΛ͍ߦ·͢ɻ

ٺԽ͍ͯ͠ΔूձॴΛඋ͠·͢ɻ ౦ެຽؗɺ地域ूձࢪઃͷόϥϯεΛͯݐͯ͑ߟ͠Λݕ౼͠·͢ɻ
͍ͣΈࢠχϡʔλϯͷूձॴɺީิ地ͷॴ͔Βݕ౼Λ͍ߦ·͢ɻ

ަ௨ͷརศੑΛվળ͠·͢ɻ
Ӻʹଓ͢Δόε࿏ઢɺ௨ֶ࣌ͷόε࿏ઢΛ֬อ͢ΔΑ͏ɺࢢʹཁ͠
·͢ɻ
地域ͰͷૹܴϘϥϯςΟΞͷ৫ͮ͘Γͷݕ౼Λ͍ߦ·͢ɻ

ަ௨҆શରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ ֤地域Ͱ͍ͯͬߦΔަ௨҆શରࡦΛܧଓ͠·͢ɻ
ܯͱަ͠ྗڠ௨҆શରࡦΛਐΊ·͢ɻ

আઇରࡦΛ͍ߦ·͢ɻ আઇͷମ੍Λ͑ΔྗڠΛࢢʹཁ͠·͢ɻ

ۭ͖Ոର͕ࡦඞཁͰ͢ɻ ۭ͖ՈόϯΫ੍Λ׆༻͠ɺࢢͱ一ॹʹऔΛਐΊ·͢ɻ

߹ซড়Խ૧ͷෛ୲Λܰ͠ݮ·͢ɻ ࢢͷཁΛܧଓ͠·͢ɻ

２．豊かな自然や伝統をみんなで守り育てていくまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

౷ܳͷܧঝͱൃలΛਤΓ·͢ɻ 一本木͞Μ͞གྷΓΛൃදͰ͖ΔΛઃ͚·͢ɻ
தֶߍͱݕ౼͠ɺਐΊ·͢ɻ

地域ΛΔػձΛઃ͚·͢ɻ
地域ݯࢿΛͨͤࡌ地域ϚοϓΛ࡞͠·͢ɻ
地域ΛΔ·ͪา͖ͳͲͷΠϕϯτΛ։͠࠵·͢ɻ
地域ͷྺ࢙ʹৄ͍͠ํΛத৺ͱͯ͠ݕ౼Λ։࢝͠·͢ɻ

地域ͷ؍ܠΛकΓ·͢ɻ ؠखࢁͷ؍ܠΛେʹक͍͖ͬͯ·͢ɻ
؍ܠʹؔΘΔࣄฑɺ͔ࢢΒใఏͯ͠ڙΒ͍·͢ɻ

ɻ͢·͍ߦಈΛ׆ඒԽڥ
Ֆஃͮ͘ΓΛاը͠·͢ɻ
ෳͷ地͕۠߹ಉͰऔΓΈ·͢ɻ
地域ͷਓࡐͰׂ୲͠ɺ一ָ͠ΊΔاըʹ͠·͢ɻ

３．多様な世代が交流し合う、魅力あふれるまち
取り組み項目（何をするのか） 実施方法（どのように進めるのか）

ଓ͠·͢ɻܧΛۀࣄͷަྲྀࡏݱ
ՆࡇΓळࡇΓΛܧଓ͍͖ͯ͠·͢ɻ
࣏ࣗձ͚ͩͰׂΛͣͨ࣋ʹɺ地域ࢪઃͱ୲͍ͯ͠ߦ·͢ɻ
༷ʑͳਓ͕͠ྗڠ߹͏ମ੍Λͭ͘Γɺ͠߹͍ͷΛ͍͖ͭͬͯ͘·͢ɻ

地域ͷಛ৭Λੜ͔ͨ͠ΠϕϯτΛ࣮ࢪ
͠·͢ɻ

ֶߍͱλΠΞοϓΛͯ͠ΠϕϯτΛاը͍͖ͯ͠·͢ɻ
શੈ͕ࢀՃͰ͖ΔۀମݧΛاը͍͖ͯ͠·͢ɻ

Λ͠·͢ɻܞͱ࿈ߍֶ ใڞ༗ͷΛͭ͘Δ͜ͱ͔Β࢝Ί·͢ɻ
ӡಈձͳͲɺֶߍͷΠϕϯτͱ一ॹʹاը͠·͢ɻ

地域ͷࢪઃΛੜ͔͠·͢ɻ 一本木地۠ίϛϡχςΟηϯλʔͰͷ地域߹ಉΠϕϯτΛاը͠·͢ɻ
ςϯύʔΫΛ׆༻͠·͢ɻ

ମ੍Λͭ͘ΓྗڠձͰͷަྲྀͱ࣏ࣗ̏
·͢ɻ

࣏̏ࣗձͰͷू·ΓΛ૿͠·͢ɻ
һͷू·Γ͔Βঃʑʹ͖͍ͯ͛·͢ɻ



◀地域の写真

私たちの地域には、自然・歴史・文化に育まれた伝統芸能・
食文化・景観・自然環境など、次の世代に継承したい宝物が
あります。

地域の
宝物

110

ฏ��ɹ一本木·ͪͮ͘Γਪਐҕһձઃཱ ̔ ʢؒྩ̒ʙྩ��ʣ
ྩ݄̒̐̍ɹࡦఆ

施設名 住所 問合せ先
一本木อҭԂ ༄ݪ��ô� ���ô����
一本木খֶߍ˞ ༄ݪ �� ���ô����
一本木தֶߍ˞ ࢠ��� ���ô����
ͻͩ·ΓΩοζΫϥ
ϒ一本木 ༄ݪ��� ���ô����

一本木றࡏॴ ޙ ���ô�� ���ô����

施設名 住所 問合せ先
一本木༣ศہ ཹ͕ ���ô��� ���ô����
੨গަྲྀͷՈ ޙ ��� ���ô����
෦ίϛϡχςΟη
ϯλʔ˞ ࢠ��� ���ô����

一本木地۠ίϛϡχ
ςΟηϯλʔ˞ ཹ͕���ô�

一本木秋まつり

豊富な水資源

肥沃な農地

◀地域の施設  ※印のある所は指定避難所です

◀計画期間◀地域づくりの歴史

さんさ踊り 豊富な水資源豊富な水資源

角掛神社をはじめとする歴史ある神社



Ⅳ  資料編
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 今後見込まれる人口の減少について、要因の分析、また、分析を踏まえた効果的な施策展開などにより、
持続可能なまちづくりを進めることが求められます。

    本格的な少子高齢社会の到来は、全ての自治体
に影響を与えています。
   滝沢市では、これまで人口が増加するという前提
のもと、目標人口を設定し人口増加をどのように加
速させていくかという点を重視した政策を展開して
きました。

   少子高齢化による問題の多くは、人口構成の中で
特定の世代が突出して減少することなどによって引
き起こされます。したがって、人口構成をバランス

第１章　計画策定に係る基礎的指標分析

将来人口1

１ 滝沢市における人口推計     しかし、人口推計に基づくと、第２次滝沢市
総合計画期間は、人口減少局面に転じる、まさに
転換期であり（図１０参照）、トレンドとしての
人口減少を踏まえつつ、人口減少及び人口構成の
変化によって生まれる課題を克服しながら、やさ
しさに包まれた持続可能な地域社会の実現を図る
ことが重要な視点になります。

図１０ 滝沢市の人口推移

2 本市の人口動態の傾向・特徴 の取れた適切な形へ変化させていくこと、つまり
若い世代の減少を食い止め、増やしていくことが
必要となります。この手立てを考えるため、世代
ごとの増減に着目した人口構成の動態の分析が必
要です。
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年 ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０３５ ２０４０ ２０４５
総数 ５５，４６３ ５５，２５４ ５５，９９８ ５５，２５５ ５３，９３５ ５２，０７２ ４９，８２４
０～４歳 ２，３９２ ２，２６３ ２，１７１ ２，０７４ １，９５４ １，８２２ １，６８３
５～９歳 ２，７００ ２，５９１ ２，４６０ ２，２８７ ２，１７９ ２，０５２ １，９０９
１０～１４歳 ２，８７９ ２，７６０ ２，６５０ ２，５６６ ２，３８０ ２，２６６ ２，１３２
１５～１９歳 ３，２８４ ３，１７０ ３，１００ ２，９０３ ２，７９０ ２，５６７ ２，４３０
２０～２４歳 ３，２７１ ２，８５２ ２，９７６ ２，８３０ ２，６３３ ２，５１３ ２，２９２
２５～２９歳 ２，８２６ ２，４５４ ２，５５４ ２，４４８ ２，３１８ ２，１５３ ２，０４８
３０～３４歳 ３，３８９ ２，９０１ ２，８３４ ２，６０４ ２，４８０ ２，３２４ ２，１５１
３５～３９歳 ３，８６８ ３，４９４ ３，１１０ ２，９６８ ２，７１３ ２，５６０ ２，３８８
４０～４４歳 ４，０８９ ３，８８６ ３，５９８ ３，１５８ ３，００２ ２，７５２ ２，５８５
４５～４９歳 ３，４３２ ４，１０５ ３，９３４ ３，５９１ ３，１５５ ２，９９２ ２，７４８
５０～５４歳 ３，５８７ ３，４６９ ４，１６０ ３，９７０ ３，６１７ ３，１８１ ３，０１２
５５～５９歳 ３，６７５ ３，４７３ ３，４３１ ４，１１０ ３，９３６ ３，５８２ ３，１５５
６０～６４歳 ４，１４２ ３，６７２ ３，５１９ ３，３９７ ４，０７２ ３，９１０ ３，５５９
６５～６９歳 ４，０８３ ４，０１１ ３，５０８ ３，４０６ ３，２９６ ３，９４９ ３，７９０
７０～７４歳 ２，８１３ ３，８７２ ３，７８６ ３，３４６ ３，２５７ ３，１６４ ３，７８６
７５～７９歳 ２，０７３ ２，５５０ ３，６０７ ３，５２７ ３，１３２ ３，０６２ ２，９８８
８０～８４歳 １，４４４ １，８１４ ２，２５６ ３，１５８ ３，０９４ ２，７７０ ２，７２８
８５～８９歳 ９２９ １，１３４ １，３７２ １，７１５ ２，４４０ ２，３９４ ２，１７５
９０歳以上 ５８７ ７８３ ９７２ １，１９７ １，４８７ ２，０５９ ２，２６５

   本市の将来人口を５年ごと、また５歳刻みで区分
し、同一世代の本市の将来人口動態を予測すると（表
２参照）、
①１０～１４歳から１５～１９歳に上がる際に人口
が大きく増加していること  （市内に所在する大学等
の入学に伴う転入が主要因と想定）
②１５～１９歳から２５～２９歳にかけて人口が大
きく減少していること（進学・就職に伴う他自治体
への転出が主要因と想定）
 ③２５～２９歳以降、４０～４４歳までは人口が

緩やかに増加していくこと（住宅購入などに伴う
転入が主要因と想定）
の３点が傾向として浮かび上がってきます。
  本市の人口動態の傾向を踏まえ、若者の流出を
食い止め、活力ある持続可能なまちづくりを展開
するためには、滝沢で生まれ育った人や、市にか
かわりのあった若い世代の人たちが自分らしさを
発揮できるような環境をつくり、戻ってくること
のできる場所、又は住みたい場所として滝沢市が
選ばれるようにしていくことが重要です。

表２   滝沢市の将来人口（５歳階級別）

注：2020 年以前は国勢調査、2025 年以降は国立社会保障人口問題研究所による推定値

経済指標2
 市内総生産、市民所得、就業者数等の経済指標は拡大傾向にあります。引き続き、本市の強みや地域特

性を生かした企業集積、多様な人材が活躍できる環境づくりを進める必要があります。

 市内総生産及び市民所得は、順調に拡大しており、
人口が増加している局面においても、人口一人当た
りの市民所得の額も増加しています（表３参照）。

   同時期の岩手県内の県内総生産・県民所得・人
口一人当たりの県民所得は、横ばい又は減少傾向
にある（表４参照）ことから、本市における市民
所得等は一定の拡大が図られているものと考えら
れます。

１ 市内総生産等
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   本市における就業者数は、これまで増加傾向で推
移してきました（表５参照）。しかし、今後は少子
高齢化の影響による生産年齢人口の減少により、就
業者数の減少圧力が高まることが予見され、市内企
業の人材・後継者不足の深刻化や、購買力の低下に

表５ 滝沢市内における就業者数の推移

※ 19　１年間に市内の各産業の生産活動によって新たに生み出された価値（付加価値）の総額。なお、市内総生産
には、第１次～第３次産業による生産のほか、関税等が含まれるため、本表において内訳と合計は一致しない。
※ 20　市内居住者が１年間携わった生産活動によって発生した純付加価値が市民に対して、生産要素を提供した対
価として、賃金（雇用者報酬）、利潤（企業所得）、利子・配当（財産所得）などの形でどのように配分されたかを示
したものの総額
※ 21　人口一人当たり市民所得…市民所得を人口で除して求めた値。なお、個人に配分される所得（被用者報酬等）
のほかに、民間法人企業所得なども含まれていることから、個人の所得水準を表す指標ではないことに留意
※ 22　　就業者には分類不能者がいるため、合計は一致しない。また、平成２２年度の第３次産業のうち「サービ
ス業」は、その後の調査との項目の相違がある。

平成２６年度 平成２９年度 令和２年度
市内総生産※ 19 124,198 百万円 ― 126,087 百万円 ― 144,204 百万円 ―

第１次産業 2,242 百万円 （１．８％） 2,713 百万円 （２．２％） 2,702 百万円 （１．９％）
第２次産業 15,402 百万円 （１２．４％） 14,816 百万円 （１１．８％） 32,054 百万円 （２２．２％）
第３次産業 105,505 百万円 （８４．９％） 107,927 百万円 （８５．6％） 108,848 百万円 （７５．５％）

市民所得※ 20 133,921 百万円 139,555 百万円 141,895 百万円

人口一人当たり
の市民所得※ 21

2,425 千円 2,516 千円 2,553 千円

表３ 滝沢市内総生産、市民所得及び人口一人当たりの市民所得の推移

（出典：令和４年度市勢統計書ほか）

表４ 岩手県内総生産、市民所得及び人口一人当たりの県民所得の推移
平成２６年度 平成２９年度 令和２年度

県内総生産 4,652,936 百万円 4,864,349 百万円 4,747,426 百万円

県民所得 3,481,895 百万円 3,473,757 百万円 3,224,356 百万円

人口一人当たりの県民所得 2,711 千円 2,768 千円 2,664 千円
（出典：「令和２年度（２０２０年度）岩手県市町村民経済計算年報より作成）

2 就業者数 伴う市内消費額の減少などが懸念されます。
   このような状況下で、今後も市内総生産額を
維持し、拡大していくためには、本市の強みや
地域特性を生かした企業集積を進めるほか、女
性、高齢者、障がい者をはじめとする多様な人
材が活躍できる環境づくりを進め、人材の安定
的な確保、育成を図る必要があります。

平成２２年度 平成２７年度 令和２年度
就業者数※ 22 26,478 人 27,861 人 28,621 人

（第１次産業） 1,374 人 （5.2％） 1,399 人 （5.0％） 1,336 人 （4.7％）
うち農業 1,326 人 （5.0％） 1,322 人 （4.8％） 1,243 人 （4.3％）

（第２次産業） 5,683 人 （21.5％） 6,100 人 （21.9％） 6,075 人 （21.2％）
うち製造業 2,819 人 （10.7％） 2,851 人 （10.2％） 2,835 人 （9.9％）

（第３次産業） 19,421 人 （73.3％） 19,792 人 （71.0％） 20,592 人 （71.9％）
うち卸売・小売業 4,891 人 （18.5％） 4,814 人 （17.3％） 4,916 人 （17.2％）
うちサービス業 3,482 人 （13.2％） 5,244 人 （18.8％） 5,222 人 （18.2％）

（出典：国勢調査データより作成）
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 幸福を実感できる地域社会の実現を市の将来像と
して規定した滝沢市自治基本条例の策定以降、市で
は、幸福感に関する市民の意向を、毎年のたきざわ
幸福実感アンケート調査によって測定しています。
新型コロナウイルス感染症の発現前である令和元年
度調査までの数値は順調に向上しています。その後、
感染症の影響下にあった令和２年度から令和４年度
までの数値は令和元年度と比べると低下しています

（図１１参照）。
   計画期間全体の傾向としても、感染症の影響は
あったものの、幸福感を育む環境づくりの基盤構築
を目指した第１次滝沢市総合計画に基づく取組によ
り、数値は、上昇の傾向にあります。
  国連の調査によると、我が国は、健康寿命や人口

１人当たりのＧＤＰといった客観的な幸福度は
比較的高いものの、主観的な幸福度は低いとさ
れており、コロナ禍を経て、なお、社会に漂う
閉塞感は、幸福を実感しにくい状況を反映して
いるものと考えられます。
  幸福の感じ方は一人一人によって異なります
が、市民が幸福を実感しやすい環境づくりを今
後も進めていくためには、これまで社会が追い
求めてきた「物質的な豊かさ」の追及ではなく、
多様性の尊重、他者への配慮、支え合いなどの
やさしさが感じられる雰囲気の中で、市民主体
の地域づくり活動が行われるような環境づくり
を、市民と行政が協力しながら進めていく必要
があります。

市民の幸福実感3
  幸福感を感じる市民の割合は増加傾向にあります。今後も、「やさしさに包まれた滝沢」の実現、また、
その先にある「誰もが幸福を実感できる地域」の実現に向けた取組を進めます。

図１１ 幸福に関する市民の感じ方の推移
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   令和４年度たきざわ幸福実感アンケート調査にお
ける暮らしの最適化条件ごとに、重要度から満足度
を差し引いた値を「実現に向けた要求度合」（＝「ニー
ズ度」）として捉え、ニーズ度の上位項目を整理す
ると、安全・安心な市民生活、働く場の確保、子育
てなどに関するニーズ度が高いことが示されます。

（表６参照）。
   なお、同アンケート調査における暮らしの最
適化条件の重要度（平均 4.14 ポイント）と満足
度（平均 3.12 ポイント）を表した散布図は、図
１２及び表７のとおりです。

暮らしに関する市民ニーズ4

表６ 市民ニーズ度の上位１５項目

順位 項目 暮らしの最適化条件 ニーズ度 （重要度） （満足度）
１ １２ 老後が不安なく暮らせること １．９３ ４．６２ ２．６９
２ ３２ 農業の担い手がいること １．８４ ４．２１ ２．３７
３ ３３ みんなが自分のやりたい仕事ができること １．８１ ４．０６ ２．２５
４ ２１ 急病の時に病院に行きやすいこと １．６６ ４．６９ ３．０３
５ ２２ 交通の便がよく、移動がしやすいこと １．６４ ４．５２ ２．８８
６ ３１ 働く場があること １．５８ ４．３７ ２．７９
７ ３４ 子育てしながらでも安心して働くことができること １．５５ ４．３８ ２．８３
８ １３ 子ども達が不安なく暮らせること １．５２ ４．６２ ３．１０
９ ４０ 必要な情報がわかりやすく伝わること １．３７ ４．２２ ２．８５

１０ ６ 地域に安心できる防災の仕組みがあること １．３２ ４．４３ ３．１１
１１ ２８ 子ども達の体力・学力が向上していること １．３１ ４．１４ ２．８３
１２ ２０ 交通安全が保たれていること １．２６ ４．６０ ３．３４
１３ ４３ 必要な時に欲しい情報が得られること １．２４ ４．０６ ２．８２
１４ ３５ 市の特色を活かした産業があること １．２３ ４．０４ ２．８１
１５ １９ 安心して子育てができること １．２２ ４．５２ ３．３０

図１２ ‐ １  暮らしの最適化条件の重要度及び満足度の散布図（全体）

囲み内を拡大した散布図は、次ページ図１２ー２のとおり
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番号 暮らしの最適化条件 番号 暮らしの最適化条件
１ 自然環境に配慮する取組が行われていること ２４ 市役所の仕事は信頼できること
２ 自然とふれあえる環境があること ２５ 自ら学んだり、取り組める環境があること
３ 市に豊かな自然がたくさん残っていること ２６ 子ども達が生き生きとしていること
４ みんなで地域の夢の実現のために取り組むことができること ２７ 自分の夢の実現のため取り組むことができること
５ 隣近所とのつきあいがあること ２８ 子ども達の体力・学力が向上していること
６ 地域に安心できる防災の仕組みがあること ２９ 地域と学校との間で交流があること
７ 家族がお互いに支え合っていること ３０ スポーツに親しむ機会があること
８ ボランティアやＮＰＯ活動が活発であること ３１ 働く場があること
９ 地域の中に支え合う仕組みがあること ３２ 農業の担い手がいること
１０ 市に犯罪がないこと ３３ みんなが自分のやりたい仕事ができること
１１ 心身ともに元気で暮らせること ３４ 子育てしながらでも安心して働くことができること
１２ 老後が不安なく暮らせること ３５ 市の特色を活かした産業があること
１３ 子ども達が不安なく暮らせること ３６ 地場産品が広く販売されていること
１４ 一人一人の個性が尊重されていること ３７ 伝統・文化が受け継がれていること
１５ 高齢者が自ら率先して活躍していること ３８ 伝統・文化や芸術に親しむ機会があること
１６ 健康や介護などが学べる「場」があること ３９ チャグチャグ馬コの知名度が活かされていること
１７ かかりつけの病院があること ４０ 必要な情報がわかりやすく伝わること
１８ 放課後の子どもの居場所があること ４１ 同じ目的を持った人との交流があること
１９ 安心して子育てができること ４２ 地域間での交流があること
２０ 交通安全が保たれていること ４３ 必要な時に欲しい情報が得られること
２１ 急病の時に病院に行きやすいこと ４４ 人々が集まり活動できる場所があること
２２ 交通の便がよく、移動がしやすいこと ４５ 地域や世代を超えて市全体がつながっていること
２３ ずっと住みたいと思える市であること

図１２ ‐ ２  暮らしの最適化条件の重要度及び満足度の散布図（一部拡大）図１２ ‐ ２  暮らしの最適化条件の重要度及び満足度の散布図（一部拡大）

表７ 暮らしの最適化条件４５項目一覧
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めざす地域の姿１　岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール６）／安全な水とトイレを世界中に
【取組の着眼点】安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体
の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自
治体の大事な責務です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール７）／エネルギーをみんなにそしてクリーンに
【取組の着眼点】公共建築物に対して率先して省エネや再エネを活用したり、住民が再省エネ対策を推
進するのを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増
やすことも自治体の大きな役割といえます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１２）／つくる責任つかう責任
【取組の着眼点】環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを
推進するためには住民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エネや３Ｒの徹底など、住
民対象の環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１３）／気候変動に具体的な対策を
【取組の着眼点】気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の
温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行
うことが求められています。

表８　めざす地域の姿及びＳＤＧｓ目標（ゴール）との関連

（一覧表は 140 ページ）

第２章　計画付属資料

市域全体計画に係る分野別計画及び実施計画1
１ 分野別計画 2 実施計画

 各部門の計画において、他の部門との連携により
展開する計画は「分野別計画」として記載していま
す。
　分野別計画は、総合計画の趣旨を計画に反映させ
ることを義務付けるほか、今後計画を策定又は見直
しをする場合は、  可能な限り計画期間を総合計画と
一致させることとします。

 各施策において、同一部門内の他の施策との連携
により展開する計画を「実施計画」として記載して
います。
　実施計画においても、総合計画の趣旨を反映させ
ることに努めるほか、今後計画を策定又は見直しす
る場合は、可能な限り計画期間を総合計画と一致さ
せることとします。

めざす地域の姿及びＳＤＧｓ目標（ゴール）との関連2
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めざす地域の姿３　保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域
特に関連する部門：健康こども部門、福祉部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール１）／貧困をなくそう
【取組の着眼点】自治体行政は貧困に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自
治体において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援
策が求められています。

ＳＤＧｓ目標（ゴール３）／すべての人に健康と福祉を
【取組の着眼点】住民の健康維持は自治体の健康福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の
健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要である
という研究も報告されています。

めざす地域の姿４　地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール１１）／住み続けられるまちづくりを
【取組の着眼点】包摂的で、安全、レジリエント（強靭性）で持続可能なまちづくりを進めることは首
長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で
自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。

めざす地域の姿２　みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール１６）／平和と公正をすべての人に
【取組の着眼点】平和で公正な社会をつくる上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多く
の住民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１７）／パートナーシップで目標を達成しよう
【取組の着眼点】自治体は公的 / 民間セクター、住民、ＮＰＯ等の多くの関係者を結び付け、パートナー
シップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協
力関係を築くことは極めて重要です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１４）／海の豊かさを守ろう
【取組の着眼点】海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中で発
生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海部のまちだけではなく、すべて
の自治体で汚染対策を講じることが重要です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１５）／陸の豊かさも守ろう
【取組の着眼点】自然体系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有すると
いえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自
治体、その他関係者との連携が不可欠です。

めざす地域の姿５　学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
特に関連する部門：教育文化部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール４）／質の高い教育をみんなに
【取組の着眼点】教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に
大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校生活と社会教育の両面におけ
る自治体行政の取組は重要です。

策が求められています。
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めざす地域の姿８　年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門、政策支援部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール５）／ジェンダー平等を実現しよう
【取組の着眼点】自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体
行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の
割合を増やすのも重要な取組といえます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１０）／人や国の差別をなくそう
【取組の着眼点】差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少
数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

【取組の着眼点】…国の関係各省庁が参考資料として示している「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開
発目標）－導入のためのガイドライン―（２０１８ 年３月版（第２版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編
集）に記載されている国際的な地方自治体の連合組織であるＵＣＬＧ （United Cities and Local Governments）
が示した内容を日本語訳したものを取組の着眼点として記載したもの。

めざす地域の姿７　歴史・伝統を守り、文化を創造する地域
特に関連する部門：教育文化部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール４）／質の高い教育をみんなに
【取組の着眼点】教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に
大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校生活と社会教育の両面におけ
る自治体行政の取組は重要です。

めざす地域の姿６　地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域
特に関連する部門：経済産業部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール２）／飢餓をゼロに
【取組の着眼点】自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産業などの食糧生産の支援
を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農
業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール８）／働きがいも経済成長も
【取組の着眼点】自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に積極的に関与
することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善
することも可能な立場にあります。

ＳＤＧｓ目標（ゴール９）／産業と技術革新の基盤をつくろう
【取組の着眼点】自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の
活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出するこ
とにも貢献することができます。
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第３章　総合計画策定関係資料

第２次滝沢市総合計画策定の経過1
令和３年度

１０月１２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１回）（策定方針について）
１０月２６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２回）（基本構想骨子案について）

１１月９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３回）（基本構想骨子案について）
１１月１６日 令和３年度第２回総合計画審議会（策定方針について）
１１月３０日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４回）（基本構想案（総合計画が目指す状態）について）
１２月２８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第５回）（基本構想案（人口推計・ＡＩ分析）について）

１月１８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第６回）（基本構想案（持続可能性の捉え方）について）
１月３１日 総合計画策定に関する研修会として、京都大学こころの未来研究センター内田由紀子教授による講演

２月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第７回）（基本構想本文案について）
３月１５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第８回）（基本構想本文案について）

令和４年度
４月１２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第９回）（基本構想案（土地利用の基本方針）について）
４月２２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１０回）（基本構想案（広域連携）について）
４月２８日 総合計画策定に係る勉強会（講師：京都大学人と社会の未来研究院内田由紀子教授）
５月１８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１１回）（政策提言ＡＩシミュレーション結果の共有）

６月６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１２回）（市域全体計画の策定について）
６月１６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１３回）（市域全体計画部門別計画策定の手引きの共有）
６月２３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１４回）（市域全体計画重点プロジェクト案について）
６月３０日 令和４年度第１回総合計画審議会（第２次滝沢市総合計画について）
７月１２日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画策定状況について）
７月１４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１５回）（市域全体計画政策案について）
７月２８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１６回）（市域全体計画政策案について）
８月１０日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１７回）（市域全体計画政策案について）
８月２４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１８回）（市域全体計画案（土地利用に関する計画）について）

９月５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１９回）（市域全体計画案（政策内施策案）について）
９月１６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２０回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）
９月２９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２１回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）

１０月１１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２２回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）
１０月１３日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会説明（基本構想素案）
１０月２５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２３回）（市域全体計画案について）
１０月２７日 令和４年度第２回総合計画審議会（基本構想案について）

１１月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２４回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）
１２月１５日 市議会全員協議会説明（第１次滝沢市総合計画期間の延長について）

１月１７日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２５回）（総合計画期間の延長について）
１月３０日 市議会全員協議会説明（総合計画期間の延長等について）

２月７日 令和４年度第３回総合計画審議会（第１次滝沢市総合計画期間の延長について）
２月８日 滝沢市議会において第１次滝沢市総合計画期間の延長等議案審議

３月１４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２６回）（総合計画策定方針案について）
３月２８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２７回）（総合計画策定方針案について）
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令和５年度
４月４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２８回）（総合計画策定指針案について）

４月１１日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画策定指針について）
５月９日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市内各小中学校ＰＴＡ会長）【１０人】

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市商工会女性部）【１０人】
５月１０日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（県立盛岡農業高校）【１０人】
５月１７日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（株式会社ミクニ）【１０人】
５月１８日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（株式会社やまびこ）【９人】
５月１９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２９回）（基本構想骨子案について）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立第二中学校）【８人】
５月２３日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（盛岡大学・盛岡短期大学部）【１２人】

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市放課後児童クラブ連絡協議会）【１１人】
５月２５日 令和５年度第１回総合計画審議会（総合計画期間の延長、基本構想策定指針、基本構想骨子について）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市地域婦人協議会）【１４人】
５月２６日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市商工会青年部）【１７人】
５月２７日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（岩手県隊友会滝沢支部）【１７人】

６月１日 広報たきざわ６月号「第２次滝沢市総合計画策定に向けて」記事掲載
６月２日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立姥屋敷中学校）【７人】
６月５日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立滝沢中学校）【８人】
６月８日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（東部地域づくり懇談会）【２４人】

６月１３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３０回）（基本構想案について）
６月１５日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（県立盛岡北高）【９人】
６月１９日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画の策定状況について）
６月２０日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市内各小学校児童）【９人】
６月２１日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立柳沢中学校）【１０人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（大沢地域づくり推進協議会）【２３人】
６月２３日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（岩手県立大学）【１２人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（上の山自治会）【２５人】
６月２４日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（篠木地域づくり懇談会）【２４人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（鵜飼地域づくり推進委員会）【３３人】
６月２５日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（姥屋敷いきいき２１推進委員会）【１２人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（やなぎさわ地域づくり懇談会）【１２人】
６月２６日 第２次滝沢市総合計画策定に係る市長講話及び職員説明会（３回開催）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立一本木中学校）【５人】
６月２７日 第２次滝沢市総合計画策定に係る市長講話及び職員説明会（１回開催）
６月２８日 第２次滝沢市総合計画策定に係る市長講話及び職員説明会（２回開催）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市教育・保育施設長会議）【１６人】
７月２日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（大釜地域づくり推進会）【３１人】
７月４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３１回）（基本構想案及び政策体系案について）
７月７日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立滝沢南中学校）【４人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（室小路地域づくり懇談会）【１７人】
７月８日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（小岩井自治会）【１６人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（元村地域自治会連絡協議会）【２４人】
７月１１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３２回）（基本構想案及び政策体系案について）
７月１３日 総合計画策定に係る懇談会（出前講座）（川前地区保健推進員）【１３人】
７月１５日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（滝沢ニュータウン自治会）【４４人】
７月１８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３３回）（基本計画案について）
７月２５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３４回）（基本計画案について）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市手をつなぐ育成会）【９人】
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８月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３５回）（新たな視点の追加について）
８月８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３６回）（基本構想及び基本計画本文案について）

８月２１日 令和５年度第２回総合計画審議会（基本構想素案について）
８月２２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３７回）（第１次総合計画評価書案及び部門別計画進捗の共有）
８月２８日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画基本構想素案について）
８月３０日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３８回）（第１次総合計画評価書案及び部門別計画進捗の共有）

９月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３９回）（部門別計画案について）
９月５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４０回）（部門別計画案について）

９月１９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４１回）（部門別計画案について）
９月２６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４２回）（基本計画案の共有）
９月２９日 第２次滝沢市総合計画策定に係る副市長講話及びグループディスカッション（２回開催）
１０月２日 第２次滝沢市総合計画策定に係る副市長講話及びグループディスカッション（１回開催）
１０月３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４３回）（部門別計画案について）
１０月５日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１０月６日 令和５年度第３回総合計画審議会（基本構想素案及び基本計画素案について）

１０月１２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４４回）（部門別計画案について）
１０月１６日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査（基本構想素案について）
１０月２３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４５回）（部門別計画案について）
１０月２４日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査（基本計画素案について）

１１月１日 広報たきざわ１１月号「第２次滝沢市総合計画を策定しています」記事掲載
１１月８日 令和５年度第４回総合計画審議会（基本計画素案、部門別計画案及び第１次滝沢市総合計画の評価）

１１月１４日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査（部門別計画及び地域別計画について）
１１月１６日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１１月２４日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１１月２９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４６回）（第２次滝沢市総合計画案について）

１２月５日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１２月１２日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査報告書提出
１２月１４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４７回）（第２次滝沢市総合計画案について）
１２月１５日 パブリックコメント（～１月１０日まで）
１２月２１日 総合計画審議会会長に対し第２次滝沢市総合計画（案）を諮問

令和５年度第５回総合計画審議会（答申案の検討）
１月１１日 総合計画審議会会長から第２次滝沢市総合計画（案）に対する答申
１月１６日 パブリックコメント実施結果公表（１人から５項目の意見の提出。市の考えをホームページで公表）
１月１７日 庁議（第２次滝沢市総合計画案について）

２月９日 令和６年市議会定例会２月会議において第２次滝沢市総合計画基本構想議案可決
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関係例規

１ 滝沢市自治基本条例

2  

      滝沢市自治基本条例（平成２６年滝沢市条例第１号）

目次
   前文
   第１章　総則（第１条―第３条）
   第２章　理念及び原則（第４条―第６条）
   第３章　協働による地域づくり（第７条・第８条）
   第４章　地域づくりの推進（第９条―第１２条）
   第５章　地域コミュニティの運営（第１３条―第１５条）
   第６章　行政運営の原則（第１６条―第２１条）
   第７章　議会運営の原則（第２２条―第２４条）
   第８章　危機管理体制及び地域づくりにおける連携（第２５条・第２６条）
   第９章　権利及び責務（第２７条―第３０条）
   第１０章　公正及び信頼の確保（第３１条―第３３条）
   第１１章　条例の実効性の確保等（第３４条―第３６条）
   附則
   滝沢市は秀峰岩手山の裾野に位置し、東には北上川、南には雫石川が流れる自然豊かな地域です。また、県都盛岡市に隣接し、
複数の大学が存在しており、国や県の試験研究機関が集まっている一帯では、研究学園地域としての姿が見られます。
   また、豊かな自然と先人たちが培ってきた産業、そして「日本一人口の多い村」としての村政１２４年の歴史と、チャグチャ
グ馬コに代表される様々な文化があります。
   私たちには、このことに誇りを持ち、それらを財産とし、未来を担う子どもたちが「このまちが大好き」「ここに住んでよかっ
た」と思える故郷を築き、次の世代に引き継いでいくことが求められています。
   そのため、思いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮らせる地域を創造し、「住民自治日本一」をめざして市民主体の地
域づくりを進めるとともに、夢のある地方自治を、市民・行政・議会の協働により推進していかなければなりません。
   これらを実現するため、私たちは日本国憲法に掲げる地方自治の本旨に基づき、自治の理念と普遍の原則を定めた、滝沢市
自治基本条例を制定します。
          第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域を実現するため、滝沢市の自治に関する基本原則を明らかに

するとともに、地域づくりの推進に関する原則、制度等を定め、住民自治の深化を図ることを目的とします。
     （定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

（１）市民　次のいずれかに該当する者をいいます。
      ア　本市に住所を有する者
      イ　本市に居住し、通勤し、又は通学する者
      ウ　本市で公益性を有する活動を行う者

（２）市　市長その他の執行機関をいいます。
（３）市政　行政及び議会の運営をいいます。
（４）協働　市民、市及び議会がそれぞれの役割及び責任を持ち、対等な立場で協力して行動することをいいます。
（５）地域づくり　地域が抱えている課題を解決し、暮らしやすい地域を実現するための取組をいいます。
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（６）参加　市民が、市政又は地域づくりに関わり、意見を表明し、及び行動することをいいます。
（７）地域コミュニティ　自治会及び公益性を有する活動を行うもの並びにこれらを含む総体をいいます。
      （条例の位置付け）
第３条　この条例は、滝沢市の自治に関する最高規範であり、個別の条例及び規則の制定等又は総合計画等各種計画の策定に

当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
２　市及び議会は、この条例に定める事項を実現するため、条例等の制定その他必要な措置を講ずるものとします。
３　市民、市及び議会は、この条例に定める事項を相互に関連付けることにより、より効果的に活用し、住民自治の深化を図

るものとします。
          第２章　理念及び原則
     （市民憲章）
第４条　市民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定めます。
   滝沢市民憲章
      岩手山のふもと、鈴の音響くふるさと滝沢で、わたしたちは
      一人一人が大きな夢をいだきます。
      地域の絆と支えあいを築きます。
      楽しみ、よろこび、生きがいを見つけます。
      健康で心豊かな生活をめざします。
      未来に輝く子どもたちを育てます。
     （めざす地域の姿）
第５条　市民、市及び議会は、次に掲げる地域の実現に努めます。

（１）岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
（２）みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
（３）保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域
（４）地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
（５）学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
（６）地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域
（７）歴史・伝統を守り、文化を創造する地域
（８）年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域
     （基本原則）
第６条　市民、市及び議会は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、地域づくりを進めます。

（１）自治の主体は市民であり、自治の主権は市民にあります。
（２）市民の積極的な参加による地域づくりを推進します。
（３）協働による地域づくりを推進します。
（４）市政及び地域の情報は、互いに共有します。
       第３章　協働による地域づくり
     （協働による地域づくり）
第７条　市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、前条第３号に規定する基本原則に基づき、協働により推進す

るものとします。この場合において、必要に応じて協定等を締結し、役割等を定めるものとします。
     （協働における役割）
第８条　市民は、地域づくりの担い手であることを自覚し、自らの活動による地域づくりの推進に努めるものとします。
２　市民は、積極的に市政に参加し、行政及び議会とともに地域づくりの推進に努めるものとします。
３　市は、市民の主体性、自主性及び自立性を尊重し、その活動を積極的に支援するとともに地域づくりを具体的に推進する

ため、総合計画等各種計画の策定、制度等の整備に努めるものとします。
４　議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に定める議会の権限を最大限に行使し、市民を代表する意思決定機関と

して行政運営を監視し、評価し、市民の意見を行政の政策に反映させるよう努めるものとします。
           第４章　地域づくりの推進
      （総合計画）
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第９条　市長は、第５条に掲げる、めざす地域の姿を踏まえ、総合的かつ計画的な地域づくりを推進するため、滝沢市の最上
位計画として基本構想、基本計画及び実行計画を内容とする総合計画（以下「総合計画」といいます。）を策定し、その実現
を図るものとします。

２　総合計画を策定する場合は、市民が参加できる方法を用いるものとし、その意見を当該計画に反映するものとします。
３　基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
４　市が行う政策は、総合計画に基づくものとします。
５　市長は、総合計画を展開し、その進捗状況を公表するものとします。
６　市長は、社会経済情勢の大きな変化及び第１７条第２項に規定する行政評価による見直しを踏まえ、必要に応じて総合計

画の見直しを行うものとします。
      （情報共有等）
第１０条　市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、第６条第４号に規定する基本原則に基づき、情報を共有し

て推進するものとします。この場合において、市及び議会は、市政に関する情報について、市民に対し積極的かつ丁寧な説
明を行う責任を負うものとします。

２　市及び議会は、個人に関する情報を適正に管理し、保護しなければなりません。
３　市は、個人に関する情報の保護及び行政情報の公開に関する手続その他の必要な事項について、別に条例を定めるものと

します。
      （市政参加等）
第１１条　市及び議会は、市政について、市民の多様な参加の機会を設けるとともに、意見及び提案を求め、これを反映する

よう努めるものとします。
２　市は、市民が市政に参加するに当たり、男女共同参画社会の形成等に配慮し、誰もが参加しやすい環境を整備するよう努

めるものとします。
３　市及び議会は、子ども（１８歳未満の市民をいいます。）が意見を表明できる機会を、積極的に設けるよう努めるものとし

ます。
４　市民は、市及び議会が設ける多様な参加の機会を活用し、積極的に自治の主体として発言し、及び行動するよう努めるも

のとします。
５　市民は、公益的な観点から、市及び議会に対し市政に関する提案を行うことができるものとします。
６　市及び議会は、前項の提案があった場合は、公開を原則とした審査を実施し、有益であると認められる提案については、

その実現に向けて適切な措置を講ずるものとします。
７　市は、市民の市政参加に関する手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
      （住民投票）
第１２条　市長は、市政に関わる重要な事項について、市民の意思を確認するため、住民投票を実施できるものとします。
２　市民、市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
３　市は、住民投票の市長への実施請求及び実施に係る手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
           第５章　地域コミュニティの運営
      （地域コミュニティ活動）
第１３条　地域コミュニティは、それぞれの特性を活かすとともに、連携し、協力して地域の共通課題の解決を図り、地域づ

くりを推進するものとします。
２　地域コミュニティは、地域の将来像を自ら考え、その課題の解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
３　地域コミュニティは、その活動に各世代の市民が参加できる機会を設けるとともに、体験を通して地域の将来を担う人材

を育成するよう努めるものとします。
      （運営の原則）
第１４条　本市に居住する者は、地域コミュニティを構成する各種団体（以下「各団体」といいます。）に積極的に加入し、そ

の活動に参加するものとします。
２　本市に通勤し、又は通学する者は、各団体の活動に積極的に参加し、地域づくりに関わるものとします。
３　地域コミュニティは、効率的な活動を行うため、各団体の相互で活動内容その他の情報を共有するよう努めるものとします。
４　地域コミュニティは、その活動の活性化を図るため、各団体の相互で評価を実施し、その結果を共有してその後の活動に

反映させるよう努めるものとします。
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      （条例の制定）
第１５条　市は、地域コミュニティの活力が最大限に発揮されるよう、その役割その他必要な事項について、別に条例を定め

るものとします。
           第６章　行政運営の原則
      （財政運営の原則）
第１６条　市は、健全な財政運営に努めるものとします。
２　市は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執行に関する情報並びに将来の財政の見通しを公表するものとします。
      （行政評価）
第１７条　市は、行政運営を効果的かつ効率的に行うため、政策、施策その他行政の運営に関する事項について行政評価を実

施するものとします。
２　市は、前項の行政評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを総合計画の進行管理等及び予算の編成等に反映させ

るものとします。
３　市は、第１項の行政評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、行政評価の結果を公表するものとします。
      （自治立法権の行使による政策実現）
第１８条　市は、行政運営上の課題解決を図るため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令との整合性を

図り、自治立法権の積極的な行使により、政策の実現に努めるものとします。
      （行政組織）
第１９条　市は、行政組織を整備し、行政運営上の課題等に迅速に対応するものとします。
      （審議会等）
第２０条　市は、法令等の規定により設置する附属機関及び必要に応じて設置する審議会等の委員を選任する場合は、識見を

有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めるものとします。
２　市は、会議及び会議録を公開しなければなりません。ただし、市長が公開することが適当でないと認める場合は、その限

りでありません。
      （行政運営等に関する条例）
第２１条　市は、行政の機能、役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
           第７章　議会運営の原則
      （議会運営の原則）
第２２条　議会は、市民に開かれた議会運営を行うよう努めるものとします。
２　議会は、政策立案機能の充実を図るとともに、自治立法活動、調査活動等を行うものとします。
      （議会評価）
第２３条　議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、政策立案、自治立法活動、調査活動その他議会の運営に関する

事項について議会評価を実施するものとします。
２　議会は、前項の議会評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを議会運営に反映させるものとします。
３　議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、議会評価の結果を公表するものとします。
      （議会の運営等に関する条例）
第２４条　議会は、議会の機能、役割その他必要な事項について別に条例を定めるものとします。
           第８章　危機管理体制及び地域づくりにおける連携
      （危機管理体制の確立）
第２５条　市は、個人の生命、身体及び財産を保護するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うため、危機管理体

制の確立を図らなければなりません。
２　市は、前項の目的を達成するため、広域的な視点から近隣自治体との連携強化に努めるものとします。
３　地域コミュニティは、災害等の発生時において、自主的かつ主体的に避難、防災等の初動活動を行うとともに、互いに協

力して対処することができるよう日頃から地域での信頼及び交流関係を築くよう努めるものとします。
４　市は、前項における地域コミュニティの活動に対し、必要な情報を提供するなど積極的に支援するものとします。
      （地域づくりにおける連携等）
第２６条　市民、市及び議会は、大学、研究機関、企業等と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努

めるものとします。
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２　市民、市及び議会は、国及び他の自治体と連携し、協力し、地域づくりの共通課題の解決に努めるものとします。
３　市民、市及び議会は、市外の人々と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。
４　市民、市及び議会は、国際交流の推進に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立った地域づくりを推進するものとし

ます。
           第９章　権利及び責務
     （市民の権利及び責務）
第２７条　市民は、市政に参加する権利を有するとともに、自治の主体としてその発言及び行動に責任を持ち、積極的に市政

に参加するよう努めるものとします。
２　市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、自らも積極的に市政に関する情報を入手するよう努めるものと

します。
３　市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスの提供を受ける権利を有するとともに、納税等の義務を負うものと

します。
４　市民は、法令の定めるところにより選挙権を有するとともに、自治の主体として最大限その権利を行使するよう努めるも

のとします。
      （市長の責務）
第２８条　市長は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、行政運営に関する基本方針を毎年度策定し、公表し、

その方針に基づいて職務を遂行しなければなりません。
２　市長は、職員の能力向上に努めるとともに、適切に指揮監督し、行政運営を行わなければなりません。
３　市長は、選挙公約を総合計画に反映させるよう努めるものとします。
      （市議会議員の責務）
第２９条　議員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、常に市民全体の利益を優先し、職務を遂行しなけ

ればなりません。
２　議員は、自らの考えを明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めるもの

とします。
      （市職員の責務）
第３０条　職員は、法令等を遵守し、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
２　職員は、行政運営上の課題等に的確に対応するため、積極的に知識、技能等の習得に努めるものとします。
３　職員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、市民との対話を図るとともに、地域コミュニティの一員

として、自らも積極的に地域づくりの活動に参加するよう努めるものとします。
         第１０章　公正及び信頼の確保
      （行政手続）
第３１条　市は、処分、行政指導及び届出に関する手続を定め、市民の権利利益を保護するとともに、透明で公正かつ公平な

行政手続を確保しなければなりません。
      （倫理）
第３２条　市長及び議会は、政治倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
２　市長は、公務員倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
      （公益通報等）
第３３条　市長は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）の規定及び同様の取扱いに対する公益通報（以下「公益

通報」といいます。）を受ける体制を整備しなければなりません。
２　市は、市民からの意見、要望等（以下「意見等」といいます。）を受けた場合は、誠実に応じ、迅速かつ適切な措置を講ず

るものとします。
３　市及び議会は、公益通報又は意見等を行った者に対し、それを理由とする不利益な取扱いを一切してはなりません。
４　市は、公益通報及び意見等の処理に係る手続その他必要な事項について、別に条例等を定めるものとします。
           第１１章　条例の実効性の確保等
      （条例の運用状況の調査等）
第３４条　市民、市長、議員及び職員は、この条例を遵守し、地域づくりを推進するものとします。
２　市長は、この条例の運用状況の調査及び検討を毎年行い、その結果を公表するものとします。
３　市長は、前項の規定による調査及び検討の結果を踏まえ、適切な措置を講ずるものとします。
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      （条例の検証等）
第３５条　市長は、別に条例で定めるところにより、滝沢市自治基本条例検証委員会（以下「委員会」といいます。）を設置す

るものとします。
２　委員会は、この条例の運用状況及びこの条例に基づく地域づくりに関して、市長に提言できるものとします。
３　委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、地域づくりを推進するために解決すべき課題、必要な措置

等を検討し、その結果を市長に答申するものとします。
４　市長は、委員会の答申又は提言を尊重し、その内容を公表するものとします。
      （条例の見直し）
第３６条　市長は、前２条の規定によりこの条例の見直しを行う場合は、多様な方法を用いて、市民の意見及び提案を求める

よう努めるものとします。
           附　則
    この条例は、平成２６年４月１日から施行します。

2 滝沢市地域コミュニティ基本条例

         滝沢市地域コミュニティ基本条例（平成２８年滝沢市条例第２号）
目次
   第１章　総則（第１条・第２条）
   第２章　地域づくりの原則（第３条―第５条）
   第３章　地域コミュニティの活動（第６条・第７条）
   第４章　地域づくりの推進（第８条―第１０条）
   附則
          第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、滝沢市自治基本条例（平成２６年滝沢市条例第１号。以下「自治基本条例」という。）第１５条の規定に

基づき、市民主体の地域づくりに関する基本的事項を定め、市民一人一人が地域活動を行い、地域内の様々な団体と連携し、
地域づくりを推進することを目的とする。

     （用語）
第２条　この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
       第２章　地域づくりの原則
     （基本原則）
第３条　市民は、住みよい環境づくり及び安全・安心な地域を維持するため、地域づくりを実践する者としての自覚を持ち、

行動するものとする。
２　地域づくりは、市民の主体的な取組が尊重されるものとする。
３　地域づくりは、協働により推進するとともに、市民及び地域コミュニティの連携により行うものとする。
     （市民の責務）
第４条　市民は、地域づくりの推進及び災害時に備えた活動のため、日頃から交流を大切にし、人と人とのつながりを広める

よう努めるものとする。
２　市民は、地域づくりの主体として行動し、自主的に地域づくりに努めるものとする。
３　市民は、自治会、企業、ＮＰＯ法人等の公益性を有する活動を行う団体（以下「地域コミュニティ団体等」と総称する。）

の活動に参加し、地域づくりを推進するよう努めるものとする。
４　市民は、市が行う地域づくりを推進するための施策について、その内容に関心を持ち行動するよう努めるものとする。
     （市政への参加の推進）
第５条　市民は、市及び議会が行う懇談会に積極的に参加するとともに、各種計画策定その他市政に関する施策に協力するも

のとする。
２　市民は、地域づくりの主体として発言及び行動に責任を持ち、市政に関する提案ができるものとする。
３　市民は、地域づくりを推進するに当たり、市へその支援を要請することができるものとする。
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          第３章　地域コミュニティの活動
     （情報の共有等）
第６条　地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する情報を共有するとともに、地域の活動及び地域づくりに関する情報

を市へ求めることができるものとする。
２　地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する学習会及び地域づくりの担い手の育成の機会を設け、市民に参加を促す

ものとする。
     （地域コミュニティ団体等の役割）
第７条　地域コミュニティ団体等は、市民へ積極的な参加を呼び掛けながら、それぞれが協力し合い、地域づくりを推進する

ものとする。
２　地域コミュニティ団体等は、それぞれを尊重し、地域づくりを推進するとともに、各世代の市民が参加できる活動を行う

ものとする。
          第４章　地域づくりの推進
     （地域別計画）
第８条　地域コミュニティ団体等は、連携し、市民主体の地域づくりの推進を目指して、地域ごとに課題解決及び幸せづくり

を目的とした計画（以下「地域別計画」という。）を策定するものとする。
２　地域別計画は、目指す地域の姿及び地域の情報等から構成され、その期間は８年とする。
     （地域づくり懇談会）
第９条　地域活動の特性を踏まえ、地域コミュニティ団体等で構成する地域づくりを推進するための組織（以下「地域づくり

懇談会」という。）は、地域コミュニティ団体等による相互理解及び連携により組織し、地域づくりの推進を目的に運営する
ものとする。

     （地域づくり懇談会の役割）
第１０条　地域づくり懇談会は、地域別計画を推進するため定期的に情報交換を行い、地域づくりを進めるものとする。
２　地域づくり懇談会は、総合計画をはじめとする市の施策に関する情報を共有するものとする。
３　地域づくり懇談会は、地域づくりに関する市民からの提案等を地域別計画に活かすとともに、地域別計画が、市民に広く

理解されるよう努めるものとする。
４　地域づくり懇談会は、地域別計画の推進状況を検証し、及び評価し、地域づくりに反映させるものとする。
５　地域づくり懇談会は、地域づくりの推進状況を検証し、その内容を市へ提案するとともに、地域づくりに関する支援要請

を市へ行うことができるものとする。
           附　則
    この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。

3 滝沢市議会基本条例

          滝沢市議会基本条例（平成２５年滝沢村条例第４１号）
目次
    前文
    第１章　総則（第１条・第２条）
    第２章　議会と議員の活動原則（第３条―第５条）
    第３章　市民と議会の関係（第６条―第１１条）
    第４章　市長等と議会の関係（第１２条―第１６条）
    第５章　会議の運営（第１７条―第１９条）
    第６章　会派及び議員連盟（第２０条・第２１条）
    第７章　議会支援機能の充実（第２２条―第２５条）
    第８章　政務活動費（第２６条）
    第９章　議会及び事務局の体制整備（第２７条―第３０条）
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    第１０章　議員の政治倫理並びに定数及び報酬（第３１条―第３３条）
    第１１章　危機管理（第３４条）
    第１２章　議会の評価と議会改革の推進（第３５条・第３６条）
    第１３章　最高規範性及び見直し手続（第３７条・第３８条）
    第１４章　補則（第３９条）
    附則
   わが国は、地方分権の進展とともに地方が独自に物事を決める時代へと移ってきています。
これからは、市民の意思を市政に反映するため「全体的な視点」で「調整と統合」を重視する地方政治を築いていかなければ
なりません。
   地方議会は、二元代表制の下、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分に発揮しながら、日本国憲法に定め
る議事機関として地方自治の本旨の実現をめざさなければなりません。
   滝沢市議会は、滝沢市民によって選ばれた議員で構成し、市民の意思を代弁する合議制機関であります。
議会は、与えられた権限を自覚し議決責任や説明責任を再認識しつつ、議員間討議を繰り返して問題の本質を掘り起こし、統
合度の高い意思決定を行わなければなりません。
   議会は、市民の福祉向上のため市民との協調の下、まちづくりを推進していく必要があるため、開かれた議会、市民ととも
に歩む議会、行動する議会をめざし地域経営の仕組みのひとつとしてここに滝沢市議会基本条例を定めます。
           第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、二元代表制の下、市民と議会及び市長と議会との関係並びに議会活動の基本原則を定めることにより、

議事機関である議会が市民の負託に応え、市の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
     （定義）
第２条　この条例において「市民」とは、市内に住所を有するもの及び市内で活動を行うものをいう。
          第２章　議会と議員の活動原則
     （議会の活動原則）
第３条　議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

（１）市民に信頼される議会をめざし、公正で透明な議会運営に努めること。
（２）市民の多様な意見を反映させるための議会運営に努めること。
（３）市民への積極的な情報公開に努め、議会の議決責任を果たすこと。
（４）市民の立場に立ち、市政の監視及び評価の強化に努めること。
（５）市民の多様な意見を把握し、政策立案及び政策提言に努めること。
（６）市民の参加意欲が高まるように、分かりやすい議会運営に努めること。
     （議員の活動原則）
第４条　議員は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

（１）議会が議論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
（２）市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんにより、市民の代表

としてふさわしい活動をすること。
（３）議会の構成員として、一部の団体又は地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上をめざして活動すること。
      （通年議会）
第５条　議会は、前２条に掲げる活動原則を達成するため、会期を通年とする。
２　通年議会に関し必要な事項は、別に定める。
           第３章　市民と議会の関係
     （情報公開と市民参加）
第６条　議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分果たさなければならない。
２　議会は、本会議を始め全ての会議を原則として公開するものとする。
３　議会は、本会議、委員会等終了後、速やかに議事録を作成し、公開するものとする。
４　議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、市民、学識経験者等の専門的、

政策的意見等を討議に反映させるものとする。
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５　議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、その審議においては、必要に応じ、提案者の意見を聴く機会を
設けるものとする。

     （広聴広報活動の充実及び市民との連携）
第７条　議会は、多くの市民が議会及び市政に関心が持て、理解が得られるよう、議会広報誌の発行及び多様な広報媒体を活

用した広聴広報活動に努めるものとする。
２　議会は、市民、市民団体等との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提言

の拡大に努めるものとする。
     （市民議会）
第８条　議会は、多くの市民が参加できる場として、市民議会の開催に努めるものとする。
２　市民議会に関し必要な事項は、別に定める。
     （議会報告会）
第９条　議会は、市民の参加を高め、連携を深める場として、議会報告会を年１回以上開催し、広く市民に議会の活動状況を

報告するとともに意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。
２　議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。
     （市民懇談会）
第１０条　議会は、市民団体と議員とが自由に情報及び意見を交換する場として、市民懇談会を開催するものとする。
２　市民懇談会に関し必要な事項は、別に定める。
      （政策討論会）
第１１条　議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対し、共通認識及び合意形成を図り、政策立案及び政策提言を推進す

るため市民を対象とした政策討論会を開催することができる。
２　政策討論会に関し必要なことは、別に定める。

  第４章　市長等と議会の関係
   （市長等との関係の基本原則）

第１２条　市民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と市長は、それぞれの特性を活かし、緊張関係を維持しながら、
政策をめぐる論点及び争点を明確にし、競い合い、及び協力し合うことを常に意識して、市政を運営する。

２　議会における議員と市長及び執行機関の長（以下「市長等」という。）との質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、
一問一答方式を原則とする。

３　議長から本会議、委員会等への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して論点、争点の明確化等を図るため反問す
ることができる。

４　議員は、法律の規定によるもののほか、市長等が任命する附属機関の委員には就任しないものとする。
（議会審議における論点情報の形成）

第１３条　議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点を集約し、その政策水準を高めるため、市長
に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

（１）政策の必要性
（２）提案に至るまでの経緯
（３）他の自治体の類似する政策との比較検討
（４）市民参加及び協働の実施の有無とその内容
（５）総合計画との整合性
（６）財源措置
（７）将来にわたるコスト計算及び費用対効果
２　議会は、前項の政策の提案を審議するに当たって、各常任委員会等がそれらの政策の水準を高める観点から、立案及び執

行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後においても政策評価に資する審議を行うものとする。
（政策評価）

第１４条　議会は、必要に応じ、議会独自で政策評価を実施するものとする。
２　政策評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

（予算、決算における政策説明）
第１５条　議会は、予算及び決算の審議に当たって、第１３条の規定に準じて、施策別又は事業別の説明を市長等に求めるも
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のとする。
     （議決事件の追加）
第１６条　議会は、議事機関としての機能強化のため、法第９６条第２項に規定する議会の議決すべき事件の追加を積極的に

検討するものとする。
２　前項の議会の議決すべき事件に関し必要な事項は、別に条例で定める。
           第５章　会議の運営
     （自由討議による合意形成）
第１７条　議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、本会議及び委員会において、議員提出案件、市長提出案

件及び請願、陳情等の市民提出案件に関し審議をし、結論を出す場合、議員相互の自由討議を中心に議論を尽くし、少数意
見も尊重しながら合意形成に努め、市民に対する説明責任を十分に果たすものとする。

２　前項の場合において、市長等に対する本会議等への出席要請は必要最小限にとどめるものとする。
３　議員は、第１項の議員相互の自由討議を進め、政策提言、条例制定、意見等の議案提出に積極的に努めるものとする。
     （委員会の活動）
第１８条　議会は、委員会の開催に当たって、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うものとする。
２　委員長は、自由討議による合意形成に努め、報告に当たっては、論点、争点等を明確にし、責任を持って質疑に対する答

弁を行うものとする。
３　委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するため、市民との懇談を積極的に行うよう努めるものとする。
     （政策検討会）
第１９条　議会は、政策討論会を開催した場合は、政策立案及び政策提言を推進するため政策検討会を開催するものとする。
２　政策検討会に関し必要な事項は、別に定める。
           第６章　会派及び議員連盟
     （会派）
第２０条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
２　会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。
３　会派に関し必要な事項は、別に定める。
     （議員連盟）
第２１条　議員は、特定の政策や課題について調査研究を行うことに賛同する議員が共同して調査研究を行う団体（以下「議

員連盟」という。）を結成することができる。
２　議員連盟の調査研究は、議員個人でこれを行う場合に比べ、広範にわたり、かつ、効率的に行われるとともに、特定の政

策や課題に関する議員間の共通の認識が深められるように努めるものとする。
３　議員連盟は、可能な限り広く会派を超えた議員の参加により、活動するように努めるものとする。
４　議員連盟に関し必要な事項は、別に定める。
           第７章　議会支援機能の充実
     （議会モニターの設置）
第２２条　議会は、円滑かつ民主的な議会運営を推進するため、議会モニターを設置する。
２　議会モニターは、議会に対し議会運営に関する意見や改善提言等を行うものとする。
３　議会は、議会モニターから聴取した意見や改善提言等を議会運営に反映させるように努めるものとする。
４　議会モニターの氏名は公開を原則とし、その活動は原則として無償とする。
５　議会モニターに関し必要な事項は、別に定める。
     （議会サポーターの設置）
第２３条　議会は、議会への市民参加を促進するため、必要に応じて議会サポーターを設置する。
２　議会サポーターは、議会運営に関する事務及び広聴広報活動に関する業務の支援等を行うものとする。
３　議会は、自主的な協力者として活動する議会サポーターに必要な情報提供及び学習の機会を提供するように努めるものと

する。
４　議会サポーターの氏名は公開を原則とし、その協力活動は原則として無償とする。
５　議会サポーターに関し必要なことは、別に定める。
      （議会アドバイザーの設置）
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第２４条　議会は、議会の資質向上を図るため、必要に応じて議会アドバイザーを設置する。
２　議会アドバイザーは、議会全般にわたって、専門的な知識及び経験等を踏まえて助言、提言、指導等を行うものとする。
３　議会は、議会アドバイザーに必要な情報及び資料を提供するように努めるものとする。
４　議会アドバイザーの氏名は公開を原則とし、その協力活動に対し必要と認めたときは、謝礼等を支給するものとする。
５　議会アドバイザーに関し必要なことは、別に定める。
     （附属機関の設置）
第２５条　議会は、議会活動及び市政の課題に関する審査、調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を

有する者等で構成する附属機関を設置するものとする。
２　附属機関に関し必要な事項は、別に定める。
           第８章　政務活動費
     （政務活動費）
第２６条　政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、滝沢市議会の政務活動費の交付に関する条例（平成１５年滝沢村条例

第１５号）の定めるところにより、これを適正に使用しなければならない。
２　会派及び議員は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たすため、収支報告書、領収書等を議長

に報告するとともに、当該年度に１回以上、政務活動費による活動内容を公表しなければならない。
           第９章　議会及び事務局の体制整備
     （議員研修の充実強化）
第２７条　議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
     （議会図書室の充実）
第２８条　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
     （議会事務局の体制整備）
第２９条　議会は、議会及び議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の強化に努

めるものとする。
     （議会費の確保）
第３０条　議会は、議会の機能を保持し、円滑な議会運営を行うため、議会費の確保に努めるものとする。
２　議会は、議長交際費を含め、議会費の使途等を議会だより、議会ホームページ等により市民に公表しなければならない。
           第１０章　議員の政治倫理並びに定数及び報酬
     （議員の政治倫理）
第３１条　議員は、市民の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心及び

責任感を持ち、議員の品位を保持し、並びに識見を養うよう努めなければならない。
     （議員定数）
第３２条　議員の定数は、滝沢市議会の議員の定数を定める条例（平成１３年滝沢村条例第１７号）で定める。
２　議員の定数の見直しに当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分

に考慮するとともに、合議制の機関として機能を果たす役割についても考慮するものとする。
３　第１項の条例の改正に当たっては、議員活動の評価等に関する市民の客観的な意見を聴取するために参考人制度、公聴会

制度等を活用するものとする。
４　前項の改正は、地方自治法第７４条第１項の規定による住民の直接請求があった場合及び市長が提出する場合を除き、改

正理由を付して議員が提案するものとする。
     （議員報酬）
第３３条　議員の報酬は、滝沢市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（平成２０年滝沢村条例第１６号）で定める。
２　前項の条例の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に

考慮するとともに、市民の客観的な意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を活用するものとする。
３　前項の改正は、地方自治法第７４条第１項の規定による住民の直接請求があった場合及び市長が提出する場合を除き、改

正理由の説明を付して議員が提案するものとする。
           第１１章　危機管理
     （危機管理）
第３４条　議会は、災害等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時において総合
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的かつ機能的に活動できるよう市長等と協力し、危機管理体制の整備に努めなければならない。
２　議員は、災害等の不測の事態が発生することが予想される際には、地域情報を把握するとともに滝沢市災害対策本部等と

情報を共有し、災害の未然防止に努めなければならない。
３　議会及び議員は、災害等の不測の事態が発生したときは、市長等と連携し、市民とともに、一日も早い復旧に尽力すると

ともに、市民生活の安定維持に努めなければならない。
           第１２章　議会の評価と議会改革の推進
     （議会の評価）
第３５条　議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、さらには継続した議会改革を行うため、政策立案、自治立法活動、

調査活動等の全ての事項について議会評価を実施するものとする。
２　議会は、前項の議会評価を１年毎に行い、評価の結果を市民に公開するものとする。
３　議会は、第１項の議会評価の結果に基づき、政策立案等の見直しを行うとともに、これを議会運営に反映させるものとする。
４　議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるものとする。
５　議会評価に関し必要な事項は、別に定める。
     （議会改革）
第３６条　議会は、議会改革の取組を検証し、かつ、継続的に取り組むため、滝沢市議会改革推進会議（以下「議会改革推進

会議」という。）を設置するものとする。
２　議会改革推進会議は、前項の議会改革の取組の検証を行うほか、第３８条の規定によるこの条例の見直しを行うものとする。
３　議会改革推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
           第１３章　最高規範性及び見直し手続
     （最高規範性）
第３７条　この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定してはならない。
２　議会は、一般選挙を経た任期開始後速やかに、議員にこの条例の理念を浸透させるための研修を行わなければならない。
     （見直し手続）
第３８条　議会は、この条例が社会情勢及び市民の意見の変化に即しているかについて、１年毎に検証するものとする。
２　議会は、前項の規定による検証を議会改革推進会議で行うものとし、検証の結果を市民に公表するものとする。
３　議会は、第１項の規定による検証を行う場合は、市民が参加できるよう努めるものとし、検証の結果、制度の改善が必要

な場合は、この条例の改正を含め適切な措置を講ずるものとする。
４　議会は、前３項の規定にかかわらず、常に社会情勢及び市民の意見の変化を勘案し、必要があると認めるときは、この条

例の規定を検討し、所要の措置を講ずるものとする。
５　議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳し

く説明しなければならない。
           第１４章　補則
     （委任）
第３９条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
           附　則
   この条例は、平成２６年１月１日から施行する。
           附　則（平成２５年１２月１３日条例第４９号抄）
      （施行期日）
１　この条例は、平成２６年１月１日から施行する。
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4 滝沢市行政基本条例

          滝沢市行政基本条例（平成２７年滝沢市条例第２号）
目次
    第１章　総則（第１条・第２条）
    第２章　行政運営の原則（第３条―第６条）
    第３章　市の経営に関する理念（第７条―第１０条）
    第４章　総合計画（第１１条―第１３条）
    第５章　市民参加の推進（第１４条―第１６条）
    第６章　職員のコンプライアンスの原則（第１７条―第２０条）
    第７章　条例の検証（第２１条）
    附則
           第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、滝沢市の行政運営の基本原則及び経営理念並びに職員の倫理原則等を明らかにすることにより、市民の

信頼と負託にこたえ、滝沢市自治基本条例（平成２６年滝沢市条例第１号。以下「自治基本条例」という。）に基づく、市民
主体による自治を基本とする行政運営を確立することを目的とする。

     （定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）職員　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職に属する者及び同条第２項に規定する
一般職に属する者をいう。

（２）経営　政策等を推進するための方針を定め、社会経済情勢及び市の財政状況を踏まえ、計画的に事務事業を執行及び管理
する行政活動をいう。

（３）コンプライアンス　法令等、社会規範、職員倫理及び職務上のモラルを遵守することをいう。
（４）市民参加　政策等の立案、実施及び評価の過程において、市民が行政運営に関わることをいう。
（５）任命権者　地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者をいう。
          第２章　行政運営の原則
     （行政運営の基本原則）
第３条　市は、市民の信託に基づき行政運営をしているという認識の下、市民主体の地域づくりを具体的に進めるための政策

等を定め、これを推進しなければならない。
２　市は、安定した財源の確保に努め、持続可能な財政構造を構築し、計画的で健全な財政運営を行わなければならない。
３　市は、効果的かつ効率的な事務事業の実施により自立した経営を行うとともに、不断の見直し及び改善に努めなければな

らない。
４　市は、行政運営の透明性の向上を図るため、行政に関する情報を多様な方法で積極的に提供しなければならない。
５　市は、適正な行政運営の推進のため、コンプライアンスの徹底に取り組まなければならない。
     （行政組織の整備等）
第４条　市は、前条各項に規定する基本原則に基づき行政運営を推進するため、実効性のある行政組織を整備するとともに、

必要に応じ、行政組織の見直しを行うものとする。
２　市は、社会情勢の変化及び多様化する市民の価値観に的確に対応し、地域づくりの推進を担う能力を有する職員の育成に

努めなければならない。
     （市民との連携協力）
第５条　市は、地域の実情に即した市民の自発的な活動を尊重するとともに、市民との役割分担を明確にし、連携協力により

地域づくりを推進するものとする。
     （議会との関係）
第６条　市長は、議事機関である議会と、それぞれの役割及び特性を活かし、対等な立場で協力し合うものとする。
           第３章　市の経営に関する理念
      （経営理念）
第７条　市は、第３条に規定する行政運営の基本原則に基づき市の経営を行うため、基本的な価値観となる経営理念を定める
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ものとする。
     （経営の姿勢）
第８条　市は、経営理念に沿った取組の姿勢（以下「経営の姿勢」という。）を定め、これに基づき経営を行うものとする。
     （行動指針）
第９条　市は、経営理念を実現するための職員の行動及び判断の基準（以下「行動指針」という。）を定め、職員は、これに基

づき行動するものとする。
      （経営理念等の公表）
第１０条　市は、前３条に規定する経営理念、経営の姿勢及び行動指針を定めたときは、これを公表しなければならない。また、

変更したときも同様とする。
           第４章　総合計画
      （総合計画の策定）
第１１条　市は、地域づくりを推進するため、自治基本条例第９条第１項に規定する総合計画を策定するものとする。
      （総合計画の構成及び期間）
第１２条　総合計画は、基本構想、基本計画及び実行計画により構成するものとする。
２　基本構想は、市民主体の地域づくりを推進し、滝沢市の将来像を実現するための基本的な指針を定めたもので、その期間

を８年とする。
３　基本計画は、基本構想を実現するための取組を体系的に定めたもので、その期間は、基本構想で定めるものとする。
４　実行計画は、基本計画に基づき実施する事務事業の内容、年度別事業費等を定めたもので、毎年策定するものとする。
     （総合計画との整合）
第１３条　総合計画は、市の政策を定める最上位計画であり、市が行う政策等は、緊急を要するもののほかは、これに基づく

ものとする。
２　市長は、総合計画に定める政策の実現のため、事務事業の展開の基礎となる全体方針（以下「市長方針」という。）を毎年

策定し、これに基づき計画的かつ安定的な行政運営をしなければならない。
３　市は、政策別の基本となる計画等を策定する場合、総合計画との関係を明らかにした上で、一体的に進行管理を行うもの

とする。
          第５章　市民参加の推進
     （情報の共有）
第１４条　市は、市民参加を推進するため、行政に関する情報を積極的に公表又は提供をし、市民と共有するものとする。
     （市民意見の把握）
第１５条　市は、行政運営に関する市民の意向を的確に把握するため、市民参加しやすい多様な機会を提供しなければならない。
２　市は、意見交換会の開催、パブリックコメント及びアンケート調査の実施その他適切な方法によって、市民の意見を求め

るものとする。
     （市民意見への対応）
第１６条　市は、市民参加により提出された意見、提言等を尊重し、行政運営に反映させるなど適切な対応に努めなければな

らない。
           第６章　職員のコンプライアンスの原則
    （職員の倫理原則）
第１７条　職員は、市民主体による地域づくりを推進するため、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公平かつ公正に職務

を執行しなければならない。
２　職員は、その職務及び地位を私的な利益のために用いてはならず、また、市民の疑惑及び不信を招くような行為をしては

ならない。
     （職員の行動原則）
第１８条　職員は、経営理念及び経営の姿勢を共通認識とし、市長方針を十分に理解した上で、誰もが幸福を実感できる地域

づくりに向けた行動に取り組まなければならない。
２　職員は、職務の遂行に当たっては、コンプライアンス意識を保持し、行動指針に基づき主体的に行動しなければならない。
      （任命権者の責務）
第１９条　任命権者は、職員が常に高いコンプライアンス意識を持って行動するため、研修その他の必要な措置を講じなけれ
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ばならない。
       （管理監督者の責務）
第２０条　職員を管理し、又は監督する立場にある者（以下「管理監督者」という。）は、その職責の重要性を自覚し、第１７

条各項に規定する職員の倫理原則を自ら率先して遵守しなければならない。
２　管理監督者は、その管理又は監督の対象となる職員（以下「部下職員」という。）に対し、コンプライアンス意識の保持の

ために必要な指導及び助言を行わなければならない。
３　管理監督者は、部下職員の職務の執行状況を定期的に点検及び評価し、その改善を図るとともに、職員相互の協力体制を

整え、一人一人の能力が発揮される良好な職場環境の形成及び維持に努めなければならない。
          第７章　条例の検証
     （条例の検証）
第２１条　市長は、この条例の運用状況、市民の意見の変化等について、毎年検証を行うものとする。
２　市長は、前項の規定による検証の結果、この条例の見直し又は行政運営上の仕組みの改善等が必要な場合は、適切な措置

を講ずるものとする。
           附　則
    この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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